
教育本部

　　　　　　　　　　　　

公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正案

令和６年 （２０２３年）７月５日改正

新旧対照表

現

　

行 改

　

正

　

案 備

　

考

　　　　　　　　　　　　

５０７

　

ナショナルデモンストレーター選出基準及び要領

１． この基準は、本連盟公認規程及び教育本部規程第３条第

　

４項に基づき、ナショナルデモンストレーターの選考に関

する必要な事項を定める。
２， デモンストレーター選考会の役員及び選考委員は、 教育

本部理事会が承認し、本部長が委嘱する。
３， 選考会に出場できる者は、公認スキー指導員資格及び公

認スキーＡ級検定員資格または公認スキーＢ級検定員資格

を有し、加盟団体長の推薦を得た者とする。
４． 公認スキーＢ 級検定員で、ナショナルデモンストレータ

ーに認定されたものは、任期中に必ず公認スキーＡ級検定
員を取得することとする。 任期中に公認スキーＡ 級検定員

が取得できなかった場合は、原則、次期ナショナルデモン

ストレーター選考会に参加することはできない。
５， 選考方法は、デモンストレーター選考会開催要項により

周知する。
６， ナショナルデモンストレーターは、人格、識見、技術共

に優れ、本連盟事業を通じて幅広くスキー界に貢献でき得

る者とし、男子２０名以内、女子８名以内とする。
７． 任期は、次期選考会までの２年間とする。
８， この基準及び要領の改廃は、教育本部理事会の議決によ

るＤ

昭和６８年 ８月

　　　　

改訂

昭和６１年 ６月

　　　　

改訂

平成元年

　

２月

　　　　

改訂

平成

　

３年 ９月

　　　　

改訂

平成

　

５年 ６月

　

２６日

　

改正

平成

　

５年１０月 １９日

　

改正

平成

　

７年１０月 １３日

　

改正

平成１２年 ９月

　

２０日

　

改正

平成１３年１２月 １８日

　

改正

平 成 １４年 １１月

　

６日

　

改正

平成１６年 ４月

　

２日

　

改正

平成１９年 ７月

　

６日

　

改正

平成２０年 ９月 １６日

　

改正

平成２１年 ９月 １８日

　

再掲

平成２３年 ９月

　

２０日

　

改正

平成２６年 ７月

　

９

　

日

　

改正

平成２９年 ７月 １６

　

日

　

改正

令和元年

　

９月

　

２７

　

日

　

改正

令 和２年 ９月

　

２６日

　

改正

令 和３年 １月

　

２９日

　

改正

　　　　　　　　　　　

６０７

　

ナショナルデモンストレーター選出基準及び要領

１， この基準は、本連盟公認規程及び教育本部規程第３条第

４項に基づき、ナショナルデモンストレーターの選考に関

する必要な事項を定める。
２， デモンストレーター選考会の役員及び選考委員は、 教育

本部理事会が承認し、本部長が委嘱する。
３， 選考会に出場できる者は、公認スキー指導員資格及び公

認スキーＡ 級検定員資格又は公認スキーＢ級検定員資格を

有し、そｖノ資÷△〃結納ぐ、

　　

“佐岳の推薦を得た者とす

る。

４， 公認スキーＢ 級検定員で、ナショナルデモンストレータ

ーに認定されたものは、任期中に必ず公認スキーＡ 級検定

員を取得することとする。 任期中に公認スキーＡ級検定員
が取得できなかった場合は、原則、次期ナショナルデモン

ストレーター選考会に参加することはできない。

５， 選考方法は、デモンストレーター選考会開催要項により

周知する。
６， ナショナルデモンストレーターは、人格、識見、技術共

に優れ、本連盟事業を通じて幅広くスキー界に貢献でき得

る者とし、男子２０名以内、女子８名以内とする。
７，任期は、次期選考会までの２年間とする。
８， この基準及び要領の改廃は、 教育本部理事会の議決によ

　

る。

昭和６８年

　

８月

　　　　

改訂

昭和６１年

　

５月

　　　　

改訂

平成元年

　

２月

　　　　

改訂

平成

　

３年

　

９月

　　　　

改訂

平成

　

６年 ６月

　

２６日

　

改正

平成

　

６年１０月 １９日

　

改正

平成

　

７年１０月 １３日

　

改正

平成１２年 ９月

　

２０日

　

改正

平成１３年１２月 １８日

　

改正

平成 １４年 １１月

　

５日

　

改正

平成 １６年 ４月

　

２日

　

改正

平成１９年 ７月

　

５日

　

改正

平成２０年 ９月 １６日

　

改正

平成２１年 ９月 １８日

　

再掲

平成２３年 ９月

　

２０日

　

改正

平成２５年 ７月

　

９日

　

改正

平成２９年 ７月 １５日

　

改正

令和元年

　

９月

　

２７

　

日

　

改正

令 和２年 ９月

　

２６日

　

改正

令 和３年 １月

　

２９日

　

改正

令

　

和

　

６ 年 ７

　

月

　

５

　

日

　　

改正

スキーＡ 級検定員資格又は

スキーＢ 級検定員資格が有

効であることを追加



教育本部

　　　　　　　　　　　　

公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正案

令和５年 （２０２３年）７月５日改正

新旧対照表

現

　

行 改

　

正

　

案 備

　

考

　　　　　　　　　　

５１０

　　　　　　

公認スキー指導者規程

（目

　　

的）

第１条

　

この規程は、公益財団法人全日本スキー連盟 （以下

　

「本連盟」という。）公認規程に基づき、公認スキー指導者

　

（以下「指導者」という。）に関し、必要な事項を定める

　　

し

　

云′口６ｈ

　

し一トス

（定

　　

義）

第２条

　

指導者とは、本連盟公認スキー指導員、公認スキー

　　　　　

自治７Ｋ′アハ

　

”ｎ．ーＭ

　

ｔ

　

門ふりＪ９

　　

、、′肋△１▲÷←、南目日｝▼

　

▲’“」ロテテ

　　　　　　

ｖ

　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　

▼

　

，，

　

．

　　

・ｒｌｌ

　　　

ノ

　

”「′．′、Ｌ

　　

，

　　　

”ｎ

　

ｔし

　　　　　　　　　　　　　　　　　

；÷；三者ｔし、う。
（任

　　

務）

第３条

　

指導者は、スキー界の先達として自覚と誇りをもっ

て、その普及発展に努めなければならない。

　　　　　　　　　　

５１０

　　　　　　

公認スキー指導者規程

（目

　　

的）

第１条

　

杢規程は、公益財団法人全日本スキー連盟（以下「本

連盟」という。）公認規程に基づき、公認スキー指導者（以

下「指導者」という。） に関し、必要な事項を定める。
（年

　　

度）

第２条

　

本地＝″

　

二法、 木；御阿ｍ疋…ｉ．宗６条 こ定めん．…
年府８月１日から奪年７月３１日まで汐いう

（定

　　

義）

第３条

　

本規程の指導者とは、本連盟公認スキー指導員、公

認スキー準指導員をいう。

（任

　　

務）

第４条

　

指導者は、スキー界の先達として自覚と誇りをもっ
て、その普及発展に努めなければならない。

（資

　　

格）

第５条

　

指導者は、

　　

ス

　

指導有極擢ム′－．」疋”…ｗ，．

会で合格した者に付ぢ．され、全国共通の資格を有する。

（活動の範囲）

第６条

　

指導者は、本連盟の加盟団体、所属団体及び公認ス

キー学校等において活動することを原則とする。
（有効期間）

第７条

　

資格の有効期間は、合格年度及び更新年度から２年

間とする。

（義

　　

務）

第８条

　

指導者は、次の各号に掲げる義務を負う。
（１） 指導者は、 指導者の任務を完遂するため、 資格有効期

　

限内に、公認スキー指導者研修を最低２年に１回受講し、
修了しなければならない。

（２） 指導者は、加盟団体の事業には、優先的に参加しなけ

　

ればならない。
（資格の停止）

第９条

　

指導者が、指導者研修を２年続けて未修了の場合は、

　

指導者の資格を停止する。 資格停止中の者は、指導活動を

　

行うことができない。

（資格停止の解除）

第１０条

　

指導者の資格の停止解除は、公認スキー指導者研修

修了により資格の停止を解除できる。

文言追加

この規程は本連盟の規程な

ので、 日本スポーツ協会で

認定されている指導員の内

容を削る。

第３条第２項を削る

文言変更

第４条の但し書きは、第８

条と重複しているため削る

文言削除

「研修会」→「研修」

（資

　　

格）

第４条

　

指導者は、二言ｒｒ、ず｛

　

目

　

．

　

▲

　

’γ〉泳ス

　

し

　

ー

　

Ｚ’ア

　

ト

　

ｍ

　　　

三′？Ｆ、』Ｌ．÷

　

□

　

し

　

ナ ス

　

ー

　

し｛ミラーキ

　　　　　　　

ｙ

　　

－

　　

－

　　　

ノ

　

１‐

　

鎖

　　　

／

　　

、

　　　　　

、

　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｖ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐

　　

Ｗ

　　

】

　

－

　

“

　　　　　

、

　

キ

　

ス

　　　

・弟ＪＩ

　

｝↓

　　　

ｒ^

　

－」目

　

１▲

　

↑

　

リメトデ±▲．・

　

Ｚ

　

－

　

１」

　

′

　

Ｌ

　

メｒ

　

、

　　

、

　

▼‘欠礼只

　

」

　

）

　

＼

　

ＩＨ

　

坪″

　　

ｙ

　

」

　

し

　

～

　　　

＼

　

」

　

’

　

Ｖ

　　

ｏ

（活動の範囲）

第５条

　

指導者は、本連盟の加盟団体、所属団体及び公認ス

　

キー学校等において活動することを原則とする。
（有効期間）
第６条

　

資格の有効期間は、合格年度及び更新年度から２年

間とする。

（義

　　

務）

第７条

　

指導者は、次の各号に掲げる義務を負うも爪とする。
（１） 指導者は、指導者の任務を完遂するため、資格有効期

限内に、公認スキー指導者研修を最低２年に１回受講し、
修了しなければならない。

（２） 指導者は、加盟団体の事業には、優先的に参加しなけ

ればならない。
（資格の停止）

第８条

　

指導者が、指導者研修会を２年続けて未修了の場合

　

は、指導者の資格を停止する。 資格停止中の者は、指導活

動を行うことができない。
（資格停止の解除）

第９条

　

指導者の資格の停止解除は、公認スキー指導者研修

修了をもって資格の停止を解除できる。



教育本部

　　　　　　　　　　　　　

公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正案

（資格の喪失）

第１０条

　

指導者で、次に掲げる各号の一つに該当する者は、

　　　　　　　　

、．…．ｉｉ二二Ｌ喜と文；、ゞ る。

（１）本連盟会員登録規程第４条の規定により、会員の資格

を喪失したとき

（２）本連盟の規約に違反し、指導者としての体面を汚すよ

うな行為があったとき

（３）資格の年次登録料を納期までに納入しないとき

（登録料の納期）

第１１条

　

第３条に定める指導者は、各種公認・登録料金一覧

表に定める年次登録料を、毎年会員登録料と同時に、 所定

　

の期日までに納めるものと字る。
（規程の改廃）

第１２条

　

この規程の改廃は、 教育本部理事会の議決による。

昭和５８年８月

　　　

改訂

昭和５９年５月

　　　

改訂

昭和６１年５月

　　　

改訂

昭和６２年９月

　　　

改訂

平成２年１１月

　　　

改訂

平成５年６月２６日

　

改正

平成７年１０月１３日

　

改正

平成１２年９月２０日

　

改正

平成１４年１１月５日

　

改正

平成１５年６月２７日

　

改正

平成１７年６月１５日

　

改正

平成２１年９月１８日

　

改正

平成２３年１１月１８日

　

改正

平成２５年７月９日

　

改正

平成２７年７月１４日

　

改正

平成２９年７月１５日

　

改正

平成２９年８月２２日

　

改正

令和２年１１月６日

　

改正

（資格の喪失）

第１１条

　

指導者で、次に掲げる各号の一つに該当する者は、
指導者の資格を喪失する。

（１）本連盟会員登録規程第４条の規定により、会員の資格

を喪失したとき

（２）本連盟の規約に違反し、 指導者としての体面を汚すよ

　

うな行為があったとき

（３） 資格の年次登録料を納期までに納入しないとき

２

　

前項第１号、 第２号については、理事会の湊常による。
（登録料の納期）

第１２条

　

第３条に定める指導者は、各種公認・登録料金一覧

表に定める年次登録料を、毎年会員登録料と同時に、所定

の期日までに納める。

（規程の改廃）

第１３条

　

この規程の改廃は、教育本部理事会の議決による。

昭和５８年８月

　　　　

改訂

昭和５９年５月

　　　　

改訂

昭和６１年５月

　　　

改訂

昭和６２年９月

　　　　

改訂

平成２年１１月

　　　

改訂

平成５年６月２６日

　

改正

平成７年１０月１３日

　

改正

平成１２年９月２０日

　

改正

平成１４年１１月５日

　

改正

平成１５年６月２７日

　

改正

平成１７年６月１５日

　

改正

平成２１年９月１８日

　

改正

平成２３年１１月１８日

　

改正

平成２５年７月９日

　

改正

平成２７年７月１４日

　

改正

平成２９年７月１５日

　

改正

平成２９年８月２２日

　

改正

令和２年１１月６日

　

改正

令和５年７月

　

５日

　　

改正

「理事会の決定により」 を

第１項から削り、 第２項に

しれる



教育本部

　　　　　　　　　　　　　

公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正案

令和５年 （２０２３年）７月５日改正

新旧対照表

現

　

行 改

　

正

　

案 備

　

考

　　　　　　　　　　　

５１１

　　　　

公認スキー指導者研修会規程

第１条

　

公認スキー指導者規程第７条第１項第１号に定める

指導者研修会 （以下 「研修会」 という。） は、 杢連盟が主催

し、加盟団体主管のもとに行い 餅餅去「（公財）全日本ス

キー連盟公認スキー指導者研修会××会場」と称する。

第２条

　

ｒ。・曾言ｕ

　　　　　　

」ロムニむ篇７象笛１高＝Ｉ

　

Ｈ

　　　　

ｒ【

　

Ｊ一・γ

　

し

　

い

　　　

、′

　

ｈ

　

－

　

十ｌｒ′し

　

＾

　

・ア

　　　　　　

，

　　　　　　　　　

１．，ｒｘ

　

ｒ

　

」Ｊ」て

　

Ｊ

ｍしふｚ

　

れゼ▼

　　

ふ；…；〆苗惨；；は、ｍ此み－－壱屈伏に依

らず、自由に選ぶことができる。
２

　　

７ふ

　　

中ふＴ”＾ “－－？ふ

　　

～．・、”朋

　　　　　　　　　　　

６１１

　　　　　

公認スキー指導者研修規程

第１条

　

公認スキー指導者規程第８条第１項第１号に定めた

　

′せＰスヤ

　

。特有”；移（以下「研修会」という。） は、公益

　　

法人全ロホスヤ・ 洋間 （以下 「太煙閣ー

　

しいう－） が主

催し、加盟団体主管のもとに行い「（公財）全日本スキー連

盟スキー指導者研修会××会場」と称する。
第２条

　

本規程の年度は、本道賜の定款第６条で定めた事業

年府８月１日から郭年７月３１日まで夢いう

第３条

　

研んケ＾が＾餌は、 参′」ｕせ のけ，周 る加ｎｑｍ心によら

ず、自由に選ぶことができる。
２

　

研修会の出席者及び役員の資格更新は、 教育本部資格更

研修制度を定める規程のた

め規程名から 「会」 を削る

条番号変更

文言整理

文言追加

文言整理

教育本部資格更新認定事業

一覧表制定に伴う文言変更

文言変更

教育本部部長を追加

文言整理

項番号入換

文言整理

研修会の構成単位について

は「実技」での実施を原則と

した。

ｅ

　

フーニングでの理論研修

認定事業ｒ・覧表に定めるとおりとする

第３条

　

研”▲爪ＨＨ

　

＝ｉ日及じニ↓ＰＩ十

　

・し」′

　　

：↑．〆、 開

催要項で告示する。
２

　

研修会を主管する加盟団体は、１０月末日までに開催日程、

　　　　　　

｛白に者、並びに平定主任講師を本連盟に申ＡＩ。恥じ ・人マ

請し、承認を受けなければならない。また、開催日程、会場

及び窪総浮定責任者、並びに手定主任講師の変更、事業の中

止等が生じた場合は、可及的速やかに変更届、中止届を本連

盟に提出しなければならない。
第４条

　

研修会年度は、本連盟年度とする。
第５条

　

研修会は、責任者立会いのもとに、次の各号に掲げ

るとおり運営するものと字も。
（１）研修会責任者は、本連盟理事・教育本部専門委員、主管

加盟団体長・副会長・教育本部理事、または教育本部理事会

　

が認めた者と；中るａ‐

（２）研修会は、理論り＊始

　

空紫４単位とし、１単位の研修

　　　

・２，．，～
もー京日１１とする。

（３） 主任講師は、 専門委員まもげスキー技術員とし、講師

　

は、専門委員、スキー技術員、ナショナルデモンストレータ

　

ー、ＳＡＪデモンストレーターとする。ただ』、期県群非体中

　

しム

　　

ｒｌｒ″

　

＾

　

．テセ・ｒ．・÷？’÷｛＋

　　　

、””．

　

ｎｂｒ【．．巨Ｊ、醍′イー」」て

　

一′

　

▼

　

】

　

用できるずまた、スノーボード指導者研修会及びスキーパ

　

トロール研修会が同時開催される場合、スキー指導者研修

会の主任講師が、これを兼ねることができる。なお、ＳＡＪ

　

、柚、］ ＝…【…；仝：γついても、［１＾げｒ”いしする

　

．４…＋官Ｖノ以γト□…．

団体のホームページ等で周知する。
２

　

研修会を主管する加盟団体は、１０月末日までに開催日程、
会場Ｌ責任者及び主任講師を本連盟に申請し、承認を受けな

ければならない。また、開催日程、会場Ｌ責任者」主任講師

の変更、事業の中止等が生じた場合は、速やかに変更届、中

止届を本連盟に提出しなければならない。
第５条

　

研修会年度は、本連盟年度とする。
第６条

　

研修会は、責任者立会いのもとに、次の各号に掲げる

とおり運営する。
（１） 研修会の責任者は、本連盟の理事・教育本部部長・教

育本部専門委員、主管加盟団体長・副会長・教育本部理事、
又：ｊ小・単盟ｖノ執臼↑

　　

テニネ三歩′こ有

（２）研修△の主任講師は、 ・

　　　　　　　

四

　

，“昌・スキ

ー技術員とする キナ・ スノーポート」旨導者ｗ，
”＾

　

ス々

ことができる。なお、本薄明士催土管のスキー特術昌研修会

についてＪ ｈｒ緯晶忙覆い←する

（３）研修会の講師は、＊；由ｎ貝“ ・’

　　　　　　　　　　

‐ノ数日ヰ都電円；二・スキー技

術員・ナショナルデモンストレーター・ＳＡＪデモンストレ

ーターとする。セド、水滴明主催土管のスキー柁術昌研修会

についても同・ル｛忙＝いとする

（４）研修会は４田始（１藍付かＴ＝ ・一は２４＝と原日＝とす

る） とし、 半樟 ・‐

　

－…Ｂ１１とする。

（５）研修会の研修内容は、研修課題、技術理論、指導理論、
ｔｂ；せ ；↓

　

仙抑つ綱随そのイーｒｌｕ要は字・戻せキ）っＬ
…

　

●

　

し、主

１１



教育本部

　　　　　　　　　　　　

公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正案

（４）研修会の参加希望者は、 開催要項に示された期日まで

に、主管加盟団体に申込むものとする一
（５） 研修会を主管する加盟団体の報告責任者は、事業終了

後３週間以内に、本連盟会員登録システムで、出席登録を

行 かけか群からない

第６条

　

研修会参加料は、各種公認・登録料金一覧表に定め

るが、加盟団体主管の研修会については、地域性及び参加

人員等によって増額し徴収することができる。

　　　　

体が決定 る ；●
”｛の，研彰

　　

ｒょ中道明し，おい

て譜定し、 周知する。

（６） 題‘↑′当，，”棒洲仙 －｛ＬＬ－晶

　　　　　

１．ｏ人

　

指 の

夢壊す一組み合わせて中批することを熱、“・る

（７），÷

　

－‘±

　

母女一

　

一．蟹二山 一。当するｅフ

　

ニング、 書

　　

、．ｈ－“を教材として作成し、

　　

． ．…し、＝ノごＷ

　　　　

…やその僻も必“三‐１日………”１」つ^

　

Ｊ月
ぬＭ袷にｅラーニング、 ； 三，：を相臆する。

（８）研修会の参加希望者は、 開催要項に示された期日まで

に、主管加盟団体に申込む。
（９）研修会を主管する加盟団体の報告責任者は、事業終了後

　

３週間以内に、本連盟会員登録システムで、 出席登録を行

２ｏ
第７条

　

研修会参加料は、各種公認・登録料金一覧表に定める

が、加盟団体主管の研修会については、地域性及び参加人員

等によって増額し徴収することができる。

第８条

　

この規程の改廃は、教育本部理事会の議決による。

昭和６１年５月

　　　

改訂

昭和６２年５月

　　　

改訂

平成２年１１月

　　　

改訂

平成３年 ９月

　　　

改訂

平成５年 ６月２６日

　

改正

平成６年１０月

　

３日

　

改正

平成７年１０月１３日

　

改正

平成１１年１０月１８日

　

改正

平成１２年 ９月２１日

　

改正

平成１３年 ９月２８日

　

改正

平成１４年１１月

　

５日

　

改正

平成１５年６月２７日

　

改正

平成１６年６月２５日

　

改正

平成１６年１１月

　

２日

　

改正

平成１７年 ６月１５日

　

改正

平成１８年６月１５日

　

改正

平成２１年９月１８日

　

改正

平成２２年８月３１日

　

改正

平成２５年 ７月

　

９日

　

改正

平成２６年 ７月１５日

　

改正

平成２７年 ７月１４日

　

改正

平成２９年７年１５日

　

改正

令和 ２年１１月

　

６日

　

改正

令和 ３年 ７月

　

７日

　

改正

令和 ４年 ４月１８日

　

改正

令和

　

５年 ７月

　

５日

　

む市

に相当する２単位を減単位

とし、現行合計６単位から４

単位へ変更とした。
内容については降雪状況も

踏まえ雪上での実施が不可

の場合であっても柔軟に対

応できるように選択肢を明

記した。

また、地域の課題を組み入

れることを可能とした。

文言削除

壊す一組み合わせて中批することを熱、“・る

第７条

　

この規程の改廃は、教育本部理事会の議決による。

昭和６１年５月

　　　

改訂

昭和６２年５月

　　　

改訂

平成 ２年１１月

　　　

改訂

平成３年９月

　　　

改訂

平成５年 ６月２６日

　

改正

平成６年１０月

　

３日

　

改正

平成７年１０月１３日

　

改正

平成１１年１０月１８日

　

改正

平成１２年 ９月２１日

　

改正

平成１３年 ９月２８日

　

改正

平成１４年１１月

　

５日

　

改正

平成１５年 ６月２７日

　

改正

平成１６年６月２５日

　

改正

平成１６年１１月

　

２日

　

改正

平成１７年６月１５日

　

改正

平成１８年６月１５日

　

改正

平成２１年 ９月１８日

　

改正

平成２２年 ８月３１日

　

改正

平成２５年 ７月

　

９日

　

改正

平成２６年 ７月１５日

　

改正

平成２７年 ７月１４日

　

改正

平成２９年７年１５日

　

改正

令和 ２年１１月

　

６日

　

改正

令和 ３年 ７月

　

７日

　

改正

令和 ４年 ４月１８日

　

改正

Ｚ^



教育本部

　　　　　　　　　　　　

公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正案

令和５年度 第６回教育本部理事会

令和５年 （２０２３年）７月５日改正

新旧対照表

現

　

行ｒ 改

　

正

　

案 備

　

考

　　　　　　　　　　

５１３

　　　　　　

公認スキー検定員規程

（目

　　

的）

第１条

　

この規程は、 公認？÷

　　　　

．一－仙＾雀い宜バキ

　　　　　　　

／人三ルズ

　　　

冗～′

　

′だ夫ｈ

　

＝金Ｎ

　　

ー

　

き１１み１ に関ｂ

　　　

必要な事項を定める。

（任

　　

務）

第２条

　

検定員は、え，」 幼女７」ｒ

　

…，，三ニ：二を有Ｌ、

　

キー普及・発展の基幹となる人材であることを認識し、厳

　　　

，ひ～，．▲：Ｌよ；て、，：会定会及びスキーバッジテスト

を円滑に運営し、そり“

　

ｈｔ界二；；よう・じ＝ずなければ

　

ならない。

（検定員の種類）

第３条

　

検定員は、 Ａ級、Ｂ級、Ｃ級の３種類とする。

（検定の範囲）

第４条

　

Ａ・Ｂ・Ｃ級検定員が、各々検定できる範囲は、次

の各号に掲げるとおりとする。
（１）Ａ級検定員

①

　

全日本スキー技術選手権大会及び予選会

②

　

スキー指導員検定会 （養成講習会の講師を含む）

③

　

スキー準指導員検定会 （養成講習会の講師を含む）

④

　

スキーバッジテスト （÷“

　

”ーー

　

”’一」含む）

（２）Ｂ級検定員

①

　

スキー準指導員検定会 （養成講習会の講師を含む）

＠

　

スキーバッジテスト（事前講習の講師を含む）

＠

　

全日本スキー技術選手権大会予選会

（３）Ｃ級検定員

①

　

スキーバッジテストの内、級別テスト（事前講習の講

師を含む）

②

　

スキーバッジテストの内、 ジュニアテス ト

（実

　　

施）

第５条

　

Ａ級検定島員検定会は、本連盟の主催・主管で行う。

　　　　　　　　　　

５１３

　　　　　　

公認スキー検定員規程

（目

　　

的）

第１条

　

本規程は、ゥ》－ 凹法人全日＊ｒト

　　　

（以下「本

　

薄明－

　

いう^ ） “舗．Ｈｆ二い茸づき‐ノ′‐ニス・ャ

　

；；；員 （以

文言変更

文言追加

文言変更

検定員の種類と正式名称を

明記する

条番号入換

文言整理

文言追加

検定会を主に担当するスキ

ー技術員はＢ級検定員でも

就任可能なため、Ｂ 級検定

員はＢ級検定会も検定可能

にする

下 「捻定員－ という）に関し、必要な事項を定める。
（年

　　

度）

第２条

　

÷…，一ｍ午度は、 木蓮ｎ月ｍ定款第６条で定めメ

年席８月１日から翌年７月３１日まで夢いう－

（任

　　

務）

第３条

　

検定員は、スキーの普及・発展の基幹となる人材で

あることを認識し、検定会及びスキーバッジテストを公正

公平に実施しなければならない‐
（検定員の種類）

第４条

　

検定員は、Ａ級、Ｂ級、Ｃ級の３種類とし、 以下の

　

おり 寸‐るハ

　

ーＷスキーＡ 掴め衆日 （以下 「Ａ鴻捻出員－

　

いう ）

　

ム恥ス

　

Ｄ級二．＊目 （以下 「Ｂｍ”＊員－

　

という）

　

ムニズキーＣ二．^ 定員 （以下 「Ｃ◆ｎ．^ ±冒ー という。）

（資

　　

格）

第５条

　

Ａ級検定員は、本連盟において検定を行い、Ａ級検
定昌検定二 白椿した者に付与され、△－”遥 貰台を有

する。
２

　

Ｂ級検定員及びＣ級検定員は、加盟団体盛開催するスキ

　

ーＡネヌニ・出戸蔵元今 （以下 「Ａ‘ｍ”・＾－

　

という一

に準ずるスキーＢ 級接岸昌姶常会 （以下「Ｂ級船中△－

　

と

　

いう ）、 スヤ・ ０′ｍ Ａ

　

ｒ目概矩【

　

｛以ト 「Ｃ；帯槍洋二－

　

と

いう ）て△浴した右に”‐７され‐傘口＝、ずつ畜憎ず・有する

（検定の範囲）

第６条

　

Ａ・Ｂ・Ｃ級検定員が、各々検定できる範囲は、 次

の各号に掲げるとおりとする。
（１） Ａ級検定員

①

　

全日本スキー技術選手権大会及び予選会

②

　

スキー指導員検定会（養成講習会の講師を含む）

③

　

スキー準指導員検定会 （養成講習会の講師を含む）

④

　

Ａ級検定会

⑤

　

Ｂ級検定会

⑥

　

Ｃ級検定会

⑦÷スキーバッジテスト（事前講習の講師を含む）

（２）Ｂ級検定員

①

　

スキー準指導員検定会 （養成講習会の講師を含む）

＠

　

Ｂ級検定会

＠

　

Ｃ級検定会

＠

　

スキーバッジテスト ‘．－，骨質一ノ…－， ａむノ

⑥

　

全日本スキー技術選手権大会予選会

（３）Ｃ級検定員

１」



教育本部

　　　　　　　　　　　　

公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正案

２

　

Ｂ級途宝旦検定会及びＣ級栓宝旦検定会は、本連盟が主

催し、加盟団体の主管で行う。
（公

　　

認、）

第６条

　

Ａ級検定員は、本連盟において検定を行い、合格し
各老を′′ト報ずる【

２

　

Ｂ及びＣ級検定員は、加盟団体型開催するＡ級検定に準

ずる桧定において合格した者を公認する。
（有効期間）

第７条

　

資格の有効期間は、合格年度及び更新年度から２年

間とする。

①

　

スキーバッジテストの内、級別テスト（事前講習の講

　　

師を含む）

②

　

スキーバッジテストの内、 ジュニアテスト

（実

　　

施）

第７条

　

Ａ級検定会は、本連盟の主催・主管で行う。
２

　

Ｂ級検定会及びＣ級検定会は、本連盟が主催し、加盟団

体の主管で行う。
（有効期間）
第８条

　

資格の有効期間は、合格年度及び更新年度から２年

間とする。
（資格の継続）

第９条

　

検定員は、検定員の任務を完遂するため、資格有効

期限内に、 公認スキー検定員クリニック （以下 「クリニッ

ク」という。）を最低２年に１回受講し、修了しなければな

　

らない。

　

ク

　

“↓．一ｂ形γ；”こ量″、‘△．冨－－－”，

　

ｍｖ［

　　　　

．…

　　

．

　　　　

常 教育本部資格更新認定事業

一覧表制定に伴う文言変更

「理事会の決定により」 を

第１項から削り、第２項に

いれる

語句整理

教育本部資格更新認定事業

一覧表に合わせ「継続」→

「更新」

（資格の継続）

第８条

　

検定員は、検定員の任務を完遂するため、資格有効

期限内に、公認スキー検定員クリニックを最低２年に１回

受講し、修了しなければならない。 た拶１

　

艶ｍ久旦か頒

　　

Ｔ１

　

一

　

、、，力

　

↓“

　　

，Ｔ

　

デ

　

＊

　

″「

　

し７、／ｒ；

／Ｉ

　

、

　

＾

　

，口々｛ｍ

　　

．^ ↓・｛．^

　

’

　　

丁△楠

　

、．Ｊ、

　

ふ－；モネ

事業一覧表に定めるとおりとする。

（資格の停止）

第１０条

　

検定員が、クリニックを２年続けて未修了の場合は、
検定員の資格を停止する。

（活動の停止）

第１１条

　

指導者資格が停止基建喪失している場合や、検定員

資格が停止している場合は、検定員として活動ができない。
（資格停止の解除）

第１２条

　

検定員の資格の停止解除は、クリニック修了により

資格の停止を解除できる。
（資格の喪失）

第１３条

　

検定員で、次に掲げる各号の一つに該当する者は、
検定員の資格を喪失する。

（１）本連盟会員登録規程第４条の規定により、会員の資格

を喪失したとき

（２）本連盟の規約に違反し、検定員としての体面を汚すよ

　

うな行為があったとき

（３）資格の年次登録料を納期までに納入しないとき

（４） 公認スキー指導員及び公認スキー準指導員の資格を喪

失したとき

２

　

曽 第１号、第２号については、 咽ず公 決定による。
（クリニック）

第１４条

　

クリニックは、資質の向上及び資格の里紙のため、
別に定める公認スキー検定員クリニック開催基準要項に示

　

された内容により実施する。

　

ｈ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｔ

　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　

ワ

　

＼

　

ム

　

′

　　　　

一

　　

人明

　

瞭

　

ム

　

、

　

“

　

ｒ．Ｊ

　　　　

ＷＩ

　

Ｉリム

　

、

　　

ムルし、ハ

　　

Ｉ

　　　　　　

Ｊ

　　

鼠」ｌ

　　　

ｙ“

　

，

　　　　　

・

　

八

　　

‘｝】ふ

　

っ

　

し

　　　

＝

　　　　　　　

”

　

－

　

＾

　　　

－｛－－・／‐７

　

Ｌ

　

Ｉ′】－々

　　　

～・

　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　

．

　　　

・

　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｊ

　　

ＬＵヒ′

　

、．▲

　

、

　　

′

　　　

」

　

ｖ

　　

′

　

．

　

・

　　

ｒ

　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．Ｉ

　

Ｈ軸，，Ｆ

　　　

７

　

キ

　　　　　　　　

Ｊ

　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　

′

　

ー

　　

、Ｊ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．′、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　

・

　

、、′

　

▲

　

′Ｈ

　

日

　

１▲

　

ー

　

イム」」７

　　　　

”′

　

ふ

　

ｒ

　　　　　　　

困

　

＾

　

１０

　　　　　　　　　

．＝

　　　　　

′

　

、

　

．

　　　　　　　　　　　　

▼

　　　

Ｌノ

　

＼

　

ｙ

　

ｒ▼．

　

Ｌノ・

　　

ｔ入

　

，，

　

，

　　　　　　　　　

．

　

Ｊ▲

　　　　　

．▼

　

．

　　

“－

　　

′

　　

ク′・

　

．▼

　

′，、＋７

　

，ａ

　　

ハｒｈ。

　　

ｒっ、

　

人：ふ

　

】＝

　

「

　

÷ふ▲し

　

１

　　

，”，，，，

（資格の停止）

第９条

　

検定員が、検定員クリニックを２年続けて未修了の

場合は、検定員の資格を停止する。
（活動の停止）

第１０条

　

指導者資格が停止または喪失している場合や、検

定員資格が停止している場合は、検定員として活動ができ

　

なし、。

（資格停止の解除）

第１１条

　

検定員の資格の停止解除は、公郭７ま

　

鹸中邑クリ

ニック修了をもって資格の停止を解除できる。
（資格の喪失）

第１２条

　

検定員で、次に掲げる各号の一つに該当する者は、

デム

　

ー‐～；二より、決定員の資格を喪失する。
（１） 本連盟会員登録規程第４条の規定により、会員の資格

を喪失したときｒ
（２） 本連盟の規約に違反し、検定員としての体面を汚すよ

　

うな行為があったとき『
（３）資格の年次登録料を納期までに納入しないとき『
（４） 公認スキー指導員及び公認スキー準指導員の資格を喪

失したとき『
（クリニック）

第１３条

　

クリニックは、資質の向上及び資格の肇歯のため、
別に定める公認スキー検定員クリニック開催基準要項に示



教育本部

　　　　　　　　　　　　

公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正案

　

された内容により実施する。
（検定会場）
第１４条

　

Ａ級検定員検定会は、スキー指導員検定会において

実施することを原則とする。
２

　

Ｂ級検定員検定会は、スキー準指導員検定会またはプラ

　

イズテストにおいて実施することを原則とする。
３

　

Ｃ級検定員検定会は、スキーバッジテストのうち、級別

テストにおいて実施することを原則とする。
４

　　

Ｂ・ｒノーｒ^

　　　　　　　　　　　　　　　

， Ｍ″－““家、し、 ”…

馨憂御酌こより‘〒う【

（申

　　

請）

第 １６ 条

　

Ｂ・Ｃ′－＾↓ …＾山＾二↓言；るｈｎ閣団体は、 １０

月末日までに開催日程・ ｒ^口枝（ －－ ｛｛，ムロ・ー旦 に主

任検定員を本連盟会員登録システムから申請し、承認を受

　

けなければならない。また、開催日程、 会場及び宴会予定

責任者並びに主任検定員の変更、 事業の中止等が生じた場

　

合は、可及的速やかに変更届、中止届を本連盟に提出しな

　

ければならない。
（検 定 員）

第１６条

　

Ａ；；；ｉＦ昌倫ｒ＾当

　　　　　　　

，

　　

さ ｛妾

　

がこれにあたる。検定員数は、受検者の数に応じて定める。

（検定会場）

第１５条

　

Ａ級検定会は、スキー指導員検定会において実施す

ることを原則とする。
２

　

Ｂ級検定会は、スキー準指導員二山へ又はス六

　

ノフイ

ズテストにおいて実施することを原則とする。
３

　

Ｃ級検定会は、 スキーバッジテストのうち、 級別テスト

において実施することを原則とする。
４

　

Ｂニメキ会、 Ｃ‘ｍ義士会▲ Ｌ言；る二

　　　

・

　　　

…

項を主管加盟団体のホームページ等で周知する。
（申

　　

請）

第１６条

　

Ｕ二輪．
‘

　

＾

　

・，二ぶ．・Ｌ云え上言ラるｉ…嘉一＝：±、１０

月末日までに開催日程、会場」責任者及び主任検定員を本

連盟会員登録システムから申請し、承認を受けなければな

　

らない。 また、 開催日程、会場」責任者」主任検定員の変

更、事業の中止等が生じた場合は、速やかに変更届、中止

届を本連盟に提出しなければならない。
（責任者・検定員）

第１７条

　

檎完全の青ィ千者、主体検定呂形び桧岸昌‘す以下のと

おりとする。
」↓）Ａ級検定会

　

①ノ内」言な、
▲

　

●

　　　　

出・ 二 心」・

　　

、

　　

・
，に丁皿の

文言変更

語句整理

責任者、主任検定員、検定

員について定める

文言整理

教育本部理事会が認めた者

② 言質；ｉＦ員は、 Ａ１三入定員資格が“；リ′‘↑

　

ｍ

専門委員の中から選任し、本連盟教育本部長が委嘱した

焔桧定昌がこれｒ紫葬る。

　

Ｃｒ－
．^ 定員義，庫会は‐ 十．日”．ｒｍ，イキ豆かれ

　　　

さか＊

額▽はｈ…●▲
‘」日がｒ打『忘たろ^

（受検資格）
第１７条

　

スキー指導員はＡ・Ｂ・Ｃ級を、スキー準指導員は

Ｃ級を受検することができる‐ ただｔム

　

Ａ級凌辱検する者

　

は□七．
▲

　

， ・

　

ロ掘喜受検；る者なｒ畑”／」÷△を有して

いなければならない。また、受検にあたっては、有効なス

　　　　　

三」” ・．．▲ーぬγ・ｒ

　

ｒ－；してい女”九ぱな ず、

萱
◎姶完昌は、Ａ級桧定昌資格が有効な本連盟のスキー専門

　

奉目・ス

　　

，ｘ…日の中から、弱′ｆし‐

　

』、

　

が委嘱した者

〔．▲・ＨＭ ・

　

一．・こふト応じＬ定める。

　

Ｍ’”而‘ｉＦ自費又‘ふ、

（２）Ｂ級検定会

ｕｉ官ｆＴ七為、 ”，ふｍ〃．
・

　　

‘

　　　　

豆・ス・
，

　

学，，，～

　

員、主管加ｎ口ｍル且・訓＾艮・教育本加畑宙

　

▽；す本連

　　　　　　　

デムご；うた者

②↓工：Ａか昌は、 Ａ零｛輪定昌闘

　　　　

．二目・ス々

　

”命員の中め・ 票はし、 士官

　

体長が委嘱した者

０・^ｉＦ昌は、 十．管加瀬冨山良÷＾ ．したＰ毎義士昌Ｙは

　

Ｒ′ｍ．^ｉＦ昌富槍” 【

　　

．」日二＝、 叉，久］ニー 広じＬ定める

（３）Ｃ級検定会

①書伍者は、本：宙明ｍ酬★ 朋ムｒ

　　　　　　　　　

”・・敬ｎ↑閏。ｐＲ．スキー専門委

　　

員、 ＋
●≧

　　　　

．

　　

・

　　　　　

●

　　　　

＝、 又日｛書家

　

盟の数 小・

　

・・

　

、 胎た者

　

ーａ↓作；↓とＬ昌‘±、 Ａ概；二序昌：”‐－’”．ｉ

　　　　　　　　　　　　　　

，”“

　

＝ルァ 小’－…の北メＲ傘

　

部専門委員・スキー柿術員の中から凝ｆ干し、 主管価明団

　

体長が委嘱した者

⑨検定国は、 主管加閉園体艮，ｒ二；したＡ如検定日Ｙ≧±Ｂ

　

餌鹸定昌客格が有効なき
が．^ ＝ｍは、 受検｛机乙ｒ１ｋじて定めス

（受検資格）

第１８条

　

ふんじ口小文象二憤慧、受 災，； 鰯

　

宗，了した者で‐ 跨い煽げる各号に該当しなけ”秤からない^

（１）Ａ級検定会

①スキー指導員又は功労スキー指導員資格が有効な者

②ｉｇ給する年度の６年度前洋でにＢ級桧宗昌を取得し資格②ｉｇ給する年度の６年度前主でにＢ級桧宗昌を取得し
；有効で、 ス十・ バッジテスト身介 、，ぬ ｖノ棚ふ自存



教育本部

　　　　　　　　　　　　

公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正案

格が停止または喪失している場合は認められない。
Ａ獅を受検する者は、 Ｂ紹酌誓う三．

，ん・ら停－ト期間を除

←務め｛者

　

ただし、 ナショナルデ

文言整理

文言整理

文言整理

文言整理

（検定の内容）→（検定試

験の実施方法と合否判定方

法）

文言変更

附則の施行日を下記に移動

この限りではない。

（２）Ｂ級検定会

①スヤ

　　　

員豆”ー７

　

き５年を絹渦し、 かっ檎宗 （スキーバッジテストを含む）

　

を３回以上行い、合格証等によって証明された者でなけれ

　

ｚずからない

　

ただし、 デモンストレーター選考会に挽いて

ナショナルデモンストレーターをｒ抑中された者について

　

は、 この限りではない。

３

　

特別な事情がある場合、加盟団体長の推薦により本連盟

　

が特に認めた者は、受検することができる。
４

　

スキー指導員並びにスキー準指導員に合格した年度を含

　

め、受検することができる。
５

　　

Ｂ． …”．

　

‐^“」^

　

ｍ

　　　　　

．‐目傾『五 ，｛，
．
．の受検回数は制限しない。

（受検手続）

第 １８ 条

　

Ｂ級及びＣ級検定員検定会を他の加盟団体に委託

　

したときは、 委託した加盟団体は、 役－『“

所鼠公賓↑；．・「寺・ｉ入れを．＝ーし、 あらかじめニニと得

ておくものとする。

　

′

　

ｒ^

　

．^ｍｒレＶノｙ・”ドト，

第１９条

　

山一］ 次の各号に掲り’る も形じ

　　

▲ｉ行う

（１） 土山特

　

約ｍゅ－－ …ｒ，′・

　

人‐ｗ”

　　　　　

ｒ片ド射Ｔ

　

ず

　　　

△

　　　

｝

　

－

　

軸ｍ｛

　

パ

　　　　　　　

ーＶ

　

ｒ

　　

一

　

．

　

い

　　　

せ｛」Ｌ

　

１ｏ

　

ノ

　

リ

　

ー

　

｝▼”

　

一

　　　

］

　　　　

］

　　　

～

　　

Ｉ

　　

Ｔ～

　　　

’Ｕ

　

′Ｖ′〆ふ

　

、Ｕノ

　

ハ

　　

ー

　　

，

　　　　　

‐

　

Ｖ

　　

‐

　　

，

　　

′

　

，

　

一トス

　

一三

　

ノ・′

　

Ｌ

　

一Ｌ

　

’÷

　

．

　

ｏ

　

一

　

ノ・／

　

Ｌ‐、′←ｆ

　

し

　

１

　

≠ご富Ｈｈ→ｋ

　

ｌ・

　

ｏ^ｏ／

　　　

′

　　

ＯＪ

　

●▼・

　　

ｌ

　　

ｙ

　　　

．

　

′．

　

′Ｊ

　　

－‐‐

　

Ｖ

　

’▼

　

●

　　

．

　

Ｖ

　　　

』

　

′ン、１

　

」

　

、－

　　

しノ

　　　　　　　　　

ー

　　　

．

　

′▽

　　　

ＶＶ

　

′Ｕ

　

１、′

　

Ｌ事去ス

　

｝

　

しも＊（ゲ＾輸しナス

　　　　

、

　

リノ

　　

α

　　

」

　

」

　

‐

　　

〕

　　

′

　　　

・

　　

一

　　

１

　

”」

　　

′

　　　　

ｙ

　

Ｕ

　

ｅｌヲ

　

珠」‘は

　

州の

　

りｅｑゾ，存にｕｔｇふ↑

　　　

托０セ〃”^ 気 合境プドズ

　

、

　

バｍ、～〒

　

′１

　

′、

　

地

　　

．－‘１

　　

－，一、１」１

　　

，

　

ｔ琴

　　

子． 、．－・ｒ“▲、 ” ‘・

　

に声

　

、パ

　

ーー”」弐

　

７
。

（２）

　　

．十， に；、＾↓

　

ムｒイー

　

助ム．↓”

　　　　　　

．，・

　　

、

　

の一・ 牧口↑か ノイシャルブッ

　

ク‐ 言ル「^ ｛ｔｎ▼^ 文ザノ

　

めか帰し

　　　　　　　　　

‘」に必要

　

な事項を内容として行い、合格基準は満点に対して、６０％

　

じストルもって合格とする。

（合格者の手続）

第２０条

　

合格者は、検定会合格日に合格証が付与され、示さ

れた期日までに、各種公認・登録料金一覧表に定める公認

料・年次登録料及びバッジ代を、本連盟会員登録システム

で決済することにより資格が認定される。また、次年度か

　

らの年次登録料は、他の登録料等と同時に納める。
（結果報告）
第２１条

　

Ａ級検定員検定会の主任検定員は、検定会実施の結

果を速やかに検定委員長と本連盟に報告し、出席・合否結

果を、事業終了後２週間以内に、所定の様式により本連盟

　

に提出する。
２

　

Ｂ・Ｌ′】．^ ±；義±ゑひノ↓に決定員は、 検定会実施の結

果を、検定責任者を経て、主管加盟団体長に報告する。
３

　

Ｂ・ｒ‐加鼠｛；＝
，ＬＯの土）ｒ

　　　　　

， 白，ムーｒュ、

事業終了後３週間以内に、本連盟会員登録システムで、出

席・合否登録を行う。
（規程の改廃）

第２２条

　

この規程の改廃は、教育本部理事会の議決による。

附

　

日ｒｌ

　

資格が有効な三萱

（３）Ｃ級検定会

スヤ

　

；；±；；；員、スキー指導員、功労スキー準指導員、功
労スヤ・ ー粁昌のし・雑しかに貰棺↑

２

　

特別な事情がある場合、加盟団体長の推薦により本連盟

が特に認めた者は、受検することができる。
３

　

Ｂ 侃．^ 士 渥びＣ；研二；云，Ｊ、 スキー指導員検定及びス

　

キー準指導員量定に合格した年度を含め、受検することが

できる。 ただし、 尋捻申；入柵ー朕ま 戦こ合柁皿」”トリ令鷺

が証明できた場合に限る。
４

　

Ｒ －．^ な会及びｒ１＝｛；，ｒ△

　

，”内の受検回数は制限し

　

ない。

（受検手続）
第１９条

　

Ｂ絹輸出会乃びＣ扱娩岸今を他の加盟団体に委託す

る加盟団体は、 ；－．γ

　　

ル

　　

ｍ冨二÷し所属ムス ｛．^

の受け入れを依頼し、承諾を得る。
（検定試験の実施方法と合否判定方法）

第２０条

　

検定員検定試験は、実技テスト及－墜理論テストから第２０条

　

検定員検定

なり、その総合成績から合否判定する。
（１） 実技テスト

て２０名以内），ｒ，ｋｏニトニ目

　

｛

　　　

３ ；口） 汐箱宴

条で不、した主′ず以富員及じ：検定員の－』 てぜぐ撒占、

＝

　

’…＝ 一” ｈ ・二｛…☆〕・ｉ」半 （台 …ノハ′ふ似 ”仙‘ｉＦ日快ーｉＦｖ

ポイント以内が８０％以上）で合格とする。
（２）理論テスト

　　

▲フストの凸”甘ぐ＝”

　

満占ｒ対して６メム１）ｒトレ

　　　　

ノ

　

ス

　　

の］

　　　

、

　　　　

，

　

ｒ

　

、

　

て６０^′^１，

　　　

１ム

　　　

は、 ÷；畜ロス

　

．一

　　　　　　　　

旦二，－ｗ，川戸，、 相系ｈ・相程とし、 当数十

′裟′－－比ハ ハぐ明示、タる。
（３） 総合判定

　

同

　

午′＊｛における』”フスト及じ

　　　

フストの（精で、

総合合格とする。
（合格者の手続）

第２１条

　

合格者は、検定会合格日に合格証が付与され、示さ

れた期日までに、各種公認・登録料金一覧表に定める公認

料・年次登録料及びバッジ代を、本連盟会員登録システム

で決済することにより資格が認定される。 また、次年度か

　

らの年次登録料は、他の登録料等と同時に納める。
（結果報告）

第２２条

　

Ａ級検定会の主任検定員は、検定会実施の結果を速

やかに検定委員長と本連盟に報告し、 出席・合否結果を、
事業終了後２週間以内に、 所定の様式により本連盟に提出
する。

２

　

Ｂ′ｍ

　　

“技てドＣ′ー＾ｒ（；↓．漆穿賃は、 検定会実施

の結果を、検定責任者を経て、主管加盟団体長に報告する。
３

　

Ｂ 餌；↓‘二及びＣ′ｍ＝

　

’▲

　　

、ＬＭ

　　　　　　　　　　　

－

　

ノ±【

は、事業終了後３週間以内に、本連盟会員登録システムで、
出席・合否登録を行う。

（規程の改廃）

第２３条

　

この規程の改廃は、教育本部理事会の議決による。



教育本部

　　　　　　　　　　　　

公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正案

昭和 ６８年 ８月

　　　　

制定

昭和 ６０年５月

　　　　

改訂

昭和 ６１年 ５月

　　　　

改訂

昭和６１年１１月

　　　　

改訂

昭和 ６２年 ９月

　　　　

改訂

平成元年６ 月

　　　　

改訂

平成２ 年 １１月

　　　　

改訂

平成５年６月

　

２６日

　

改正

平成１１年１０月１８日

　

改正

平成１２年９月２０日

　

改正

平成１３年９月 ２８日

　

改正

平成１６年６月２７日

　

改正

平成１６年６月 ２６日

　

改正

平成１７年１１月２日

　

改正

平成１９年７月

　

５日

　

改正

平成２１年９月１８日

　

改正

平成２３年９月 ２０日

　

改正

平成２３年１１月１８日

　

改正

平成２６年８月

　

９日

　

改正

平成２６年７月 １６日

　

改正

平成２７年７月 １４日

　

改正

平成２８年４月 ２０日

　

改正

平成２９年７月 １６日

　

改正

平成３０年７月

　

２日

　

改正

令和 ２ 年 １１月

　

６日

　

改正

昭和 ６８年８月

　　　　

制定

昭和 ６０年５月

　　　　

改訂

昭和 ６１ 年 ５月

　　　　

改訂

昭和６１年１１月

　　　　

改訂

昭和 ６２年 ９月

　　　　

改訂

平成元年６ 月

　　　　

改訂

平成２ 年 １１月

　　　　

改訂

平成５年６月

　

２６日

　

改正

平成１１年１０月 １８日

　

改正

平成１２年９月

　

２０日

　

改正

平成１３年９月

　

２８日

　

改正

平成１５年６月

　

２７日

　

改正

平成１６年６月

　

２５日

　

改正

平成１７年１１月 ２日

　

改正

平成１９年７月

　

５日

　

改正

平成２１年９月 １８日

　

改正

平成２３年９月

　

２０日

　

改正

平成２３年１１月１８日

　

改正

平成２６年８月

　

９日

　

改正

平成２６年７月 １５日

　

改正

平成２７年７月 １４日

　

改正

平成２８年４月

　

２０日

　

荷市

　

平成２８年８月１日施行

平成２９年７月 １５日

　

改正

平成３０年７月

　

２日

　

改正

令和 ２ 年 １１月

　

６日

　

改正

令和 ２ 年 １１月

　

６日

　

改正

令 和

　

５ 年 ７月

　

５

　

日

　

を正



教育本部

　　　　　　　　　　　　

公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正案

令和５年 （２０２３年）７月６日改正

新旧対照表

現

　

行 改

　

正

　

案 備

　

考

　　　　　　　　　　　　

５１４

　　　　

公認スキー検定員クリニック開催基準要項

１，公認スキー検定員規程によるクリニックは、加盟団体の主管

で行う。

２．クリニックはむ 地域に関係なく参加する会場を選ぶことがで

きる。

３． 施

　　　　

は、 次の包号とマトリ 朝．する

（１）Ａ鋤』＊貝クリニックについては、Ａ‘ｍ●＝ ＢＵ．白 を有

　　　　　　　　　　　　

５１４

　　　

公認スキー検定員クリニック開催基準要項

１．公認ス者

　

’＝ 日

　　　　　　　

Ｗ一，ー…９″地１項に定める公認ス者

　

；，ムヰ

員クリニック ‘以下「クリニックｒ

　

」いう‐’ は． 公益財団法人

全日小＾キ

　

・ふ…

　

｛以下 「…，ふむ－という ） が：＝し、

文言追加

文言追加

文言整理

文言整理

５１１公認スキー指導者研修

会規程に合わせ、 ９月から

１０月に変更

責任者を追加

文言整理

文言整理

クリニックの構成単位につ

いては「実技」での実施を原

則とした。

ｅ

　

フーニングでのクリニッ

ク理論に相当する１単位を

減単位とし、現行合計２単

位から１単位へ変更とした。

６１１公認スキー指導者研修

会規程に合わせ、文言変更

ｒ以下「クリニックｒ

　

」いう－１は．公益財団法人
ふ…

　

｛以下 「…，ふむ－という ） が：＝し、

面浄土言ノもとに行い「← 叫１仝口本ス

　

▼』＝ス

　

二，：．元

員クリニック××会場」と称する。

月１日から翌年７月３１日までをいう

土」自由に選ぶことができる。
４，クリニック才；．管Ｊる……

　　

”＝

　

＝ｂ…”ｎ・ロル十廿………【

のホームページ等で周知する。
５， クリニックを主管する加盟団体は、１０月末日までに開催日

程、会場Ｌ責任者盈馨主任講師を本連盟へ提出し、承認を受け

なければならない。 また‐ 開催日程、 会場‐ 青ィ下者‐ キ作講

師の亦両

　

事業の中止等が生じた場合は、速やかに亦雨

届、中止届を本連盟に提出しなければならない。
６． クリニック年度は、 本連盟年度とする。
７． クリニックは、

ョデ”拳青仝いのもとに、 次の各号い旗‘ｆると

おり運営する。
て１） クリニ、ソクの菅：：【息、 赤．ｍ…ｖ，糊事・教育ふ

すこ三

　

Ｊ中から、 竺；…Ｍ

　

ｆ長三′ 【；る。

員又ｉ＋ｎ′ｍｉ^ 定員の資格を有する者の中から、エ琶

ｊｌ（，▼

　

〆′，，ソ

　

Ｑ０

４，クリニックの開催期日乃｛．^ ．日１十

　

一ふ

で告示する。
５，クリニックを主管する加盟団体は、９月末日までに開催日程、

会場建塑宴会手定責任者並びに平定主任講師を本連盟へ提出し、
承認を受けなければならない。
６， クリニック年度は、 本連盟年度とする。

７， クリニックは、 次の各号により運営する。

（１） クリニックは、
…‘１単位、 辛”・単位とラる。

（２）１単位の時間は２時間を原則とし、欠単位のある場合は、
クリニック修了を認めない。

８． クリニックは、 次の各号に掲げる要領による。

（１）理論

Ｙ・：▲遂鞘のふ ネムニ ふれｒ－Ｌ
，た者

（２）Ａ′一．二．員クリニック、Ｂ郷ニーし昌クリニックリノ士ｒ↑…’ー

及Ｌ ｍ…，， 十，日………伏帰館朱幅１｛スヤ △′ｍｒ^ ｔ員資格

が白““ふ“

（３）Ｃ級検定員クリニックの主任講師及び講師は、主管加盟団

体長が委嘱したスキーＡ級検定員又はスキーＢ級検定員資格

が有効な者

（４） クリニックは１単位とし、
密はでの宙佑汐眉目１１とする

（５）１単位リノ頭； ；；：±２時間を原則とし、欠単位がある場合

は、 クリニック修了を認めない。

８． クリニックは、 次の各号に掲げる要領による。

（１）実技（運営能力）

① 運営スケジュール

② 斜面選定

③ 傷害１坊止対策

④ その他運営に関すること

（２）実技（判定能力）

視覚による評価の実際（映像資料の利用を含む）

う，

　

÷

　

●

　　　　

”・；′″ｉクリニックーコ^’プー山するｅラーニングを

省．……－．・伏

ｙ

　

し。
′ｒ’、

　　

′′、′．ｒ．ｒ．

　

ｂｆｌ－

　

′

　　

′

　

１．′

　

．

（２）実技（運営能力）

① 運営スケジュール

② 斜面選定

③ 傷害防止対策

④ その他運営に関すること

（３）実技（判定能力）

視覚による評価の実際（映像資料の利用を含む） もボ断帖わ勃材として作成し、ＳＮＳ等を利用し、 検定相岸

　

．”〕”

等の靭辿ｔ

　

その””“夢，一日……，］”行う クリニ、ソクネ；…文は、

参加前にｅラーニングを相聴する



教育本部

　　　　　　　　　　　　

公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正案

“速行吏．項夢畝スー

　　

ネ；〆ー１・ル．ァ所属罰”、崖玄▲解て，／，ｕｒｍ，”ｒｒ風 に、 主管加盟団体に１１１込む。

文言変更

誤字訂正

埋州するものとし‐窺揃申’「ワ・、：鷲”ノ，し，

　

ただ

★

　

倫ヰ昌二；ふ」ふ１４久笛２項キｒ定める者を除き

；ｉＦの申フ、白ｉし，桜蔽事項を記入し、参ふ科 と賞もテ梱ｒｆｌすること

とする

１０， クリニック

　　　

広もてふ、 クリニック綾ｉィ凌３週間以内に、

事業報告書並びに修了者名簿（クリニック修了者）を本；童明け根 後３週間以内に、本連盟会員登録システムで、出席

　　　　　　　　　　　　　　

ニツ

　　

リ

ｆ

　

Ｈ１なければならない。 と／ごＬ、
ハョｎげ÷

　

”▲ー

　　　　

１ィ名

１２， クリニック参加料は、 各種公認・登録料金一覧表に定める

研修会参加料とする。

１３， この要項の改廃は、 教育本部理事会の議決による。

昭和６１年８月

　　　　

制定

昭和 ６１年 ５月

　　　　

改訂

昭和６１年１１月

　　　　

改訂

平 成 元 年

　

６

　

月

　　　

改訂

平成２ 年 １１月

　　　　

改訂

平成４ 年 １０月

　　　　

改正

平成４年１２月 １２日

　

改正

平成１２年９月

　

２１日

　

改正

平成１５年６月

　

２７日

　

改正

平成１６年６月

　

２５日

　

改正

平成１７年 １１月 ２日

　

改正

平成１８年 １１月 １日

　

改正

平成２３年９月２０日

　

改正

平成２５年７月

　

９

　

日

　

改正

平成２７年７月 １４日

　

改正

平成２９年７月 １５日

　

改正

令和５年７月

　

５

　

日

　

泊正

ｆ

　

Ｈ１ ヱければなら い。 と／ごＬ、
′ぜＰげ÷

靖

　

ｎ

　

，日″

　

力泳

　

て

　

．”

　　　

＊・ア

　

１^

　

、ず．↓ 、

　　　　　　

、

　

ト

１１，クリニック参加料は、各種公認・登録料金一覧表の定める研

修会参加料とする。
・ ー１

　　

ハョｎ“÷

　

ｒ^ 」－…ｍ姑 ” ″硫り

，”，′

　

，ｒ珠

　

てゴム

　　　

掬・ァ

　

１^・ザ掃

　　　

点“^

　

１

　

２

１２． この要項の改廃は、 教育本部理事会の議決による。

昭和６１年８月

　　　　

制定

昭和６１年５月

　　　　

改訂

昭和６１年 １１月

　　　

改訂

平成元年６月

　　　　

改訂

平成２年 １１月

　　　　

改訂

平成４年１０月

　　　　

改正

平成４年１２月１２日

　

改正

平成１２年９月２１日

　

改正

平成１５年６月 ２７日

　

改正

平成１６年６月

　

２６日

　

改正

平成１７年１１月 ２日

　

改正

平成１８年１１月１日

　

改正

平成２３年９月２０日

　

改正

平成２６年７月 ９日

　

改正

平成２７年７月１４日

　

改正

平成２９年７月１５日

　

改正



教育本部

　　　　　　　　　　　　

公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正案

令和５年 （２０２３年）７月６日改正

新旧対照表

現

　

行 改

　

正

　

案 備

　

考

　　　　　　　　　　　

５１９

　　　　　

公認スキー学校等設置規程

第１条

　

この規程は、教育本部規程第１条第１項第４号の定めに

　

よる事業遂行の・手段としての普及指導活動を行うスキー学

校及びスキー教室 （以下て「公認スキー学校」 という。） の公認

に関し、 必要な事項を定める。

第２条

　

公認スキー学校とは、公認スキー学校等設置基準及び実

施要領に定める資格者を教師として、 本連盟が示したスキー、

スノーボード及びクロスカントリースキーの指導方法に基づ

いて、 有料でレッスンを行うスキー学校のことをいう。

　

２

　

公認スキー学校は、本連盟の定める公認スキー学校等設置

　

基準及び実施要領に基づく審査を受け、公認されなければな

　

らない。

　

３

　

公認スキー学校は、本連盟の規約・規程を遵守し、運営に

努めなければならない。

　

４

　

公認スキー学校が実施する事業は、本連盟又は加盟団体が

　

直轄で実施する事業を除くもｍとする．
第３条

　

公認スキー学校は、本連盟の方針に基づき、指導分野を

広げ、普及発展させる目的で運営しなければならない。ただし、

教師が配属できる種日または競技のみを開講するものと字る。
第４条

　

公認の区分は、Ａ公認、Ｂ公認、分校、教室の４種類と

　

し、 次の各号に掲げるとおりとする。

（１） Ａ公認は、 シーズン中、同‐‐スキー場において常時開設さ

　

れ、 必要相当の校舎を有し、 教師を３名以上常駐させている

　

もの。－

（２）Ｂ公認は、シーズン中、同一スキー場において断続的であ

　

るが、開設回数が多く必要相当の校舎を有するもの『
（３）分校は、 Ａ公認校が同一スキー場において地形上、必要と

するもの。「

（４）公認スキー教室は、シーズン中、同一スキー場に留まらず、

　

広地域にわたり、断続的に移動開設し、開設期間は数日程度

　

の短期間で、 その開設回数が多いもの。－

２

　

スキーまたはスノーボードの、ナショナルプモンストレータ

ー、ＳＡＪ デモンストレーター （従前のデモンストレーターを

含む）、 冬季オリンピックスノースポーツ種目の出場経験者で

本連盟指導員資格を有する者は、同条第１項第４号の公認スキ

ー教室を所定の手続を経て開設できるものと字る。
第５条

　

公認スキ

　

÷”〆，…

　

●

　

ー

　

声高ドチ日達し、規約・規程等

　

に著しく違反したとき又は、地域社会等とのトラブルに記閑し

た場合は、 理事会の議を経て、 公認を取り消すことができる。

　

２

　

前項により公認の取り消しを受けた公認スキー学校に委

　

嘱されていた公認資格者は、当該公認スキー学校にとどまる

　　

ことができないもｍしｒトス。

　　　　　　　　　　　

５１９

　　　　　

公認スキー学校等設置規程

第１条

　

本規程は、教育本部規程第１条第１項第５号の定めによ

る事業遂行の－手段として普及指導活動を行うスキー学校及
びスキー教室 （以下 「公認スキー学校」 という。） の本連盟に

　

よる公認に関し、 必要な事項を定める。

第２条

　

公認スキー学校とは、公認スキー学校等設置基準及び申

　　　　　　

正治る資格者を教師として、本連盟が示したス

キー、スノーボード及びクロスカントリースキーの指導方法に

基づいて、 有料でレッスンを行うスキ←学校のことをいう。

　

２

　

公認スキー学校は、本連盟の定める公認スキー学校等設置

　

基準及び実施要領に基づく審査を受け、公認されなければな

　

らない。

　

３

　

公認スキー学校は、本連盟の規約・規程を遵守し、運営に

努めなければならない。

　

４

　

公認スキー学校が実施する事業は、本連盟又は加盟団体が

　

直轄で実施する事業を除く。
第３条

　

公認スキー学校は、本連盟の方針に基づき、指導分野を
広げ、普及発展させる目的で運営しなければならない。ただし、

教師が配属できる種目または競技のみを開講する。
第４条

　

公認の区分は、Ａ公認、Ｂ公認、分校、教室の４種類と

　

し、 次の各号に掲げるとおりとする。
（１） Ａ公認は、 シーズン中、同一スキー場において常時開設さ

　

れ、 必要相当の校舎を有し、 教師を３名以上常駐させている

　

もの

（２） Ｂ公認は、 シーズン中、同一スキー場において断続的であ

　

るが、開設回数が多く必要相当の校舎を有するもの

（３） 分校は、 Ａ公認校が同・・スキー場において地形上、 必要と

するもの

（４）公認スキー教室は、シーズン中、同一スキー場に留まらず、
広地域にわたり、断続的に移動開設し、開設期間は数日程度の
短期間で、 その開設回数が多いもの

２

　　

スキーまたはスノーボードの、ナショナルデモンストレータ

ー、ＳＡＪデモンストレーター（従前のデモンストレーターを含

む）、冬季オリンピックスノースポーツ種目の出場経験者で 本

連盟指導員資格を有する者は、同条第１項第４号の公認スキー

　

教室を所定の手続を経て開設できる。

第５条

　

公認スキー学校が、本連盟の方針に相違し、規約・規程

等に著しく違反したとき又は、“叩－！▼

　

］二；ルイ丁為に基づき

受講者、地域社会等とトラブルが牛１た場合は、理事会の決議

　

をもって、 公認を取り消すことができる。

　

２

　

前項により公認の取り消しを受けた公認スキー学校に委

　

嘱されていた公認資格者は、当該公認スキー学校にとどまる

　

ことができない。

　

３

　　

ハコれス

　　

ナ↑父は、又，，，ト什、

　　　　　　

ｖｏ十ス

　

半．枝内

　

部において紛争が生じた場合、公認スキー亨：校はその責任と費

　

用いセＬ、て、紛争夢解決するせ・のしし、本；幽明は何ら責任を負

教育本部規程のスキー学校

の公認は第５号の為修正。
どこが公認するかを明記。

６２０の名称変更に伴う変更

トラブルの原因元を明記。

表現の変更。

トラブルは該当スキー学校

と加盟団体で解決し、ＳＡＪ

は費用も責任も負わない。
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第７条

　

公認スキー学校等設置幕湛形ひ半蜘

　　

↓′ハにｉ豆ヌ申

請翌組は別にこれを定める。
第８条

　

この規程の改廃は、教育本部理事会の議決による。

昭和 ５８年８月

　　　　

改訂

平成５年６月

　

２６日

　

改正

平成１７年６月 １５日

　

改正

平成 １８年１１月 １日

　

改正

平成２４年９月２６日

　

改正

平成２５年７月 ９日

　

改正

平成２７年７月 １４日

　

改正

平成２９年７月 １５日

　

改正

平成 ３０年７月

　

２日

　

改正

平成３０年１２月１３日

　

改正

わない

第６条

　

公認スキ

　

，いリ、， ロヤニぴ申請・実施要領は別にこ

れを定める。

第７条

　

この規程の改廃は、教育本部理事会の議決による。

昭和６８年８月

　　　　

改訂

平成５年６月 ２６日

　

改正

平成１７年６月 １６日

　

改正

平成１８年 １１月１日

　

改正

平成２４年９月 ２６日

　

改正

平成２５年７月 ９日

　

改正

平成２７年７月 １４日

　

改正

平成２９年７月 １５日

　

改正

平成３０年７月 ２日

　　

改正

平成３０年１２月１３日

　

改正

令和 ５ 年 ７月

　

６

　

日

　

改正

５２０の名称変更に伴う変更。

条番号訂正
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令和５年（２０２３年）７月５日改正

新旧対照表

現

　

行 改

　

正

　

案 備

　

考

　　　　　　　　　　　　　

５２０

　　　

公認スキー学校等設置基準及び実施要領

１，公認スキー学校等設置規程第子条に基づき、本設置基準及び

要領を定める。

暑，公認するスキー学校の設置基準及び要領は、次の各号に掲げ

るとおりとする。

（１）

　

設置の数

　

①

　

同一スキー場内における公認は、 原則として１校とす

る。

　

②

　

地形上必要ある場合は、Ａ公認校の分校の設置を認め

　　

る。ただし、分校については運営及び経営において本校の

　　

指導、育成の必要があるもののみとし、本校を通じて所定

　　

の手続により、 公認を受けなければならない。

（２） 校舎

　　

吹雪などの天候の激変の際、 全生徒を収容することができ

　

る広さを有すること。ただし、他の建造物を利用してもよい。

（３） 校則

　　

スキー学校規則を備え、 明示すること。

（４） 経理

　　

会計諸帳簿を作成し、収支を明確にしておかなければなら

ない。

（５） 管理

　　

管理者を定め、 管理運営の主体が明確であること。

（６） 校長

　　

校長は、当該スキー学校の運営責任者であり、公認スキー

　

指導員、 公認スノ←ボード指導員、 公認クロスカントリース

　

キー指導員のいずれかの資格者でなければならない。

（７） 主任教師

　　

主任教師は、公認スキー指導員、公認スノーボード指導員、

　

公認クロスカントリースキー指導員のいずれかの資格者でな

　

ければならない。

（８） 教師

　　

教師は、 公認スキー指導員・準指導員、 公認スノーボード

　

指導員・準指導員、 公認クロスカントリースキ←指導員」 準

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‘ム”‐１

　

，．ふ′

　

－ぜ←－・、′ｔカノ＼

　

し

　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　

．．

　

，．′

　

、、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　

ｒ

　

，

　　

．

　　　　　　　　

▼

　　　　　　　　

′

　　　　

．”▼

　　　　　　

－－

　　

末→、・市‘ｍ′プ

　

トブ

　

ハヨｎ‐７一山

　　　

，

　　　　　　　　

，

　　

一．

　

、ｙ「．，ｒ一

　　

・′ＪＩ

　　　　

′

　

，，，

　

．′

　

′，

　　　　　　　

，

　　　

．

　　　　　　

▼

　

ｎ】′ー

　

」●

　

巧

　

Ｖ′し′ＦＪ

　

導者及び、各加盟団体が認定する認定指導員のいずれかの資

　

格者でなければならない。

　　　　　　　　　　　　

５２０

　　

公認スキー学校等設置基準及び申請・実施要領

１，公認スキー学校等設置規程第６条に基づき、本設置基準及び

要領を定める。
っ

　　

‘、

　　　

仔畔Ｈ

　　

市浦＝月ｍ衆望・笛Ｒ多事完納ナ・明

　　

′

　

府

申請内容も追記したため名

称に迫加。
５１９条数変更に伴う修正。

文言追加

５２１廃止に伴う公認期間単

位を明記。５２１の２。

教室も該当の為、５１９と同じ

表記とした。

公認期間を定義

文言整理

文言整理

文言整理

メ日隠α

文言整理

文言整理

教師の資格の見直し。ＣＣ準

指導員、競技技術指導員、
ＪＳＰＯコーチ資格は削除。
担当する教師は、 その資格

８月１日から響年７月

　

３１日まで夢いう。
公認ス

　

÷仏鴇

　　　

… 小‐｛，Ｍｍ年度に台しせ‐半，午座ご

とに行う。

　

Ｚ′”“＾抜け

　　

費に明中大 テーｎ付ん．ら、

　　　

．【昨 ７月

　

３１

日までとする。

５， 公認するス

　

〒約７６γドス★

　

”・ （以下、「′、珊ス

　

学

校ヒ

　

いう） ”

　　

－ヤｉｉび要領は、 次の各号に掲げるとお

りとする。

（１） 設置の数

①

　

同「スキー場内における公認は、 原則として１校とする。
②

　

地形上必要ある場合は、 Ａ公認校の分校の設置を認める。

　

ただし、 分校については運営及び経営において本校の指導、

　

育成の必要があるもののみとし、本校を通じて所定の手続に

　

より、 公認を受けなければならない。
（２） 校舎

　

公認スキー学妨げ

　

吹雪などの天候の激変の際、 全生徒を収

　

容することができる広さを有すること。 ただし、 他の建造物

　

を利用してもよい。

（３） 校則

　

公誠スキー学校は、スキー学校規則を備え、明示すること。

（４） 経理

　　

ムドガス

　

，

　

・

　

云。－－－－．，．
十・作成し、 収支を明確にし

　

ておかなければならない。

（５） 管理

　　

′、『’スャ

　

二．ム．十

　

位：吉を定め、 管理運営の主体を明確

　

にすること。

（６） 校長

　　

′いｎ７÷

　

千枝の校長は、 当該スキー学校の運営責任者で

　

あり、 公認スキー指導員、 公認スノーボード指導員、 公認ク

　

ロスカントリースキー指導員のいずれかの資格者でなければ

　

ならない。

（７）

　

主任教師

　

′ゞ▼『ニスキ

　

．，^

　　　

Ｍ：・ＤＬ 公認スキー指導員、公認スノ

　

ーボード指導員、 公認クロスカントリースキー指導員のいず

　

れかの資格者でなければならない。
（８） 教師

　　

′、コれスー

　　

＝^ －

　　　

は、 公認スキー指導員・準指導員、

　

公認スノーボード指導員・準指導員、 公認クロスカントリー

　

スキー指導員及び、各加盟団体が認定する認定指導員のいず

　

れかの資格者でなければならない。 また、
Ｍ▲｛：－トの：甫り‐

　

保有資然以，畑中線せをしてはならない
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（９）教師の研修

　

①

　

主任教師は、本連盟主任教師研修の課程を修了しなけれ

　　

ばならない。ただし、主任教師が専門委員又は技術員等で、

　　

本連盟の行う中央研修会又は技術員研修会の研修を修了し

　　

ている場合は、 本課程を修了したものと認める。

　

②

　

主任教師が研修に参加できない場合は、代理参加を認め

る。

（１０） 指導料金

　　　　

鍋±、 を‐ｙｕ二に定め園子づること。

（１１） クラス人員

　　

１人の教師の指導する生徒数は、１２人以内を原則とする。

（１２） 指導時間

　　

午前、午後各２時間を原則とする。

（勘

　

公認スキーバッジテスト、 公認スノーボードバッジテス

　

ト、 公認クロスカントリースキーバッジテストの開催

　　

公認スキー学校等は、公認スキーバッジテスト規程、公認

　

スノーボードバッジテスト規程及び公認クロスカントリー

　

スキーバッジテスト規程に基づき、所属加盟団体の承認を得

　

て行うことができる。

（凶

　

保険

　

①

　

公認スキー学校笠は、支払い限度額は１事故につき３億

　　

円（対人・対物共通）以上の賠償責任保険に加入していな

　　

ければならない。

　

凧

　　　

ハ矧

　

→

　

↓

　　　

…↓］“

　

ｒ

　　

ｌ

　

ふ７

　　　　　　　　　

′ロ”^

　

”

　　　

′、

　　　　　　

Ｚ－

　　

れぞれの責任におい丁｛ｎｌナスーＬ

　

＠

　

公認スキー学校笠は、受講生傷害保険及び受講生賠償責

　　

任保険に加入することが望ましい。

（１５） 傷害対策

　　

ｍ靴ル一÷三好｛－あたっては、 久士蛋第一とし、 事故発生時

　

の対処要領等を事前に作成し、 万全の策を講じておくこと。

（１６） 実施報告

　　

公認スキー学校笠は、６月末日までに実施報告書を杢違憲

　

全量に提出しなければならない。

　

①

　

公認スキー指導員・準指導員・言現定スキー指導員は、 ス

　　　

キー以外の指導，汐してはならない^

　

②

　

ムで刀スノ

　

ギ

　

ド

　

・

　

，７ｍ．－－昌・護岸スノ

　

，メ

　

ド

　

指導員は、 スノーボ←ド以外の指導をして壮からない。

　

③

　

ハ≧ｎクロスカントリースヤ

　

；ごｒ員は、 クロスカントリ

　

ースヤ・ 以外，「

　　

；して”／，らない

（９） 二ふ，，，″山」

　

′′ぐ訳スキ

　

キ仏，ふ、当該牛皮ｖ′；……レッスン前に、
Ｍ′｝…ム

。じ〃－付している亨、 そルス楕が盲動 ぐある事を

　　

しな

ければならない

（１０）教師の研修

①

　

ハ瑚 ふ

　

…． ・′′Ｍ′十『

　

本連盟公認、スキー学校主

　

任教師研修の課程を修了しなければならない。 ただし、 主

　

任教師が専門委員又は技術員等で、本連盟の行う中央研修

　

会又は技術員研修会の研修を修了している場合は、本課程

　

を修了したものと認める。

②

　

・^己刃ス

　

学校の↓′イ

　　

，
層Ｌ研修に参加できない場合

　

は、 代理参加を認める。

（１１） 指導料金

　

公認スキ←学棒は、 指導料命夢学校ご に定め、 明示する

こと。

（切

　

クラス人員

　

公認スキー学校の１人の教師の指導する生徒数は、１２人以

内を原則とする。
（１３） 指導時間

　

公認スキー学校の指導時間は、午前、午後各２時間を原則

とする。

（１４） 公認、スキ←バッジテスト、 公認スノ←ボ←ドバッジテス

　

ト、 公認クロスカントリースキーバッジテストの開催

　　

公認スキ一学校は、公認スキーバッジテスト規程、公認ス

　

ノーボー ドバッジテスト規程及び公認クロスカントリース

　

キーバッジテスト規程に基づき、所属加盟団体の承認を得て

　

行うことができる。

（１６） 保険

①

　

公認スキー学校は、支払い限度額は１事故につき３億円

　　

（対人・対物共通） 以ト” ・柚

　

″‘「

　

．

　　　　　　　　　　　　　　

，Ｕホー” 公認椿それぞ

　

れの責任において加入していなければならない。 ７、：＝＝

　

わる加入保険証券等 （写） について、 公認、スキー学校は、

のカテゴリーしか教えるこ

とができない事を明記。

資格の保有確認と有効確認

を追記。

以下カッコ番号繰り下げ。

文言整理

文言整理

文言整理

Ｘ日揮止

上記３ の改正により「等」の

削除。（以下、同様）

①②は同じ賠償責任保険を

指しているので１つにまと

めた。数字の繰り上げ。
ＳＡＪ が証券の写しを求めた

場合は提出してもらう。

文言整理

詳細を追記。

５２１廃止に伴う転記。

申請について５２１の３。

５２１廃止に伴う転記。

キー以外の指導，汐してはならない^

′．・△刀スノ

　　

１

　　

・

　　　　

，７

　

ｍ．－・ー昌

　

，曇護、岸スノ

　　

．：｛

　

本道明が提出を求め矛際『

　

指定した期日までに混用しな

　

ければならない

＠

　

公認スキー学校は、受講生傷害保険及び受講生賠償責任

　

保険に加入することが望ましい。

（１６） 傷害対策

　

公認スキー学粋は

　

骨溝牛の指導をする際は、 安全を第一

とし、事故発生時の対処要領等を事前に作成し、万全の策を

講じておくこと。

（１７） 実施報告

　

公認スキー学校は、 来

　　

ノ） 派ニー ろ↑；′．さし瀞ｖ、． 毎

生６月末日までに、実施報告書を提出しなければならない。
；，‘豆ぇをヌリようとするハｏｎ‐７｝

　　

”●●

　　

」▲
，８月末日まで

に、÷

　

ｍいム／……”体に濡ムーラる ”、ｒ猪１．・ 露に‘…弼

ｍ”▲→－；身得〔、大浦明に公ｉａｌｒｉ；↑二ｒを行うこ←←す

る

ハコｎｔ受け☆ハコｎワ

　

干：；持‘．・ 】：；”÷：ム 次小乞亨「千

　

続きキ‘行トわけ ′ギわらない^

（１）ム）〃

　

．，

　　　　　　　　　　

， 別に完治る乞什“繍

　

…ーー

　　

１

　

′．・ｒ〃

　

，．・

　　

‐

　　

７

　　　　　　　

，

　

方．」Ｌｒ

　

，
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＆， 公認スキー学校笠が行うスキー教室、 スノーボード教室に

　

おける、指導中その他公認スキー学校笠の業務に関連して発生

　

した事故により、スクール生その他の第三者が傷害、死亡を含

む一切の損害を被った場合（以下「事故」という。） において、

公認スキー学校笠はその責任と費用において事故を解決する

ものとする。

４．この設置基準及び要領の改廃は、教育本部理事会の議決によ

る。

附

　

則．
｝

　　　　　　　　　

・

　　

・・′ｒＬ

　

ｒ

　

１０

　

ぬこ

　

Ｏ

　

ロ

　

Ｉ

　　

Ｕ

　

・十▲

　　　　

・

　

ス

附－一員↓」－公

　　　　　　

；

　　

、Ｔ／に１｝

　

ｑハイＦ

　

Ｑ

　

ｄ

　

４［Ｊ、′

　

”′

　　

、７

昭 和

　

５８年８月

　　　　

改訂

平成４年１２月 １２日

　

改正

平成７年１０月 １３日

　

改正

平成１３年９月２８日

　

改正

平成１６年６月 ２７日

　

改正

平成１７年６月 １５日

　

改正

平成１７年 １１月２日

　

改正

平成 １８年１１月１日

　

改正

平成２２年８月

　

３１日

　

改正

平成２４年９月

　

２６日

　

改正

平成２５年７月

　

９

　

日

　

改正

平成２７年１２月 １５日

　

改正

平成２８年４月２０日

　

改正

平成２９年７月 １５日

　

改正

平成２９年８月２２日

　

改正

平成３０年７月

　

２

　

日

　

改正

平成３０年１２月１３日

　

改正

　

△

　

・１と寿とｒ止めて，警煽、：ｒ；ば＼ ……，”休を通じ‐指定き ナ′ｉｍ

　

日までに不治｛閉じ納入しな‘十九トドからない。

（２）’ｍ明屈′★’±

　

★：－””月からの三．；．に基づき、公認スキー学校

公認 手続きについて

　

５２１

５・６・７・８・９。

夏期営業を行う場合の公認

期間延長手続きについて定

める。

各種基準や要領が守られて

いない場合の公認取消を明

記。

以下、項数繰り下げ。

附則の削除。 改正履歴へ転

記。

　

の｛＼…

　　

砧際Ｔｒ二二こば＼

　

幼〆し”』”，“．／‘らない^

（３）新ｍ′入尋刃ス

　　

γ淡及し、…．ｎ鞍ロスいの公ｉ忍ス

いて‘ナ

　

各槌ハ△ｎ

　　

●

　

，肌

　

見よＫ疋のるろ『琴も納入し

なければならない。 ただし、 分校については不要とする。

”ハ

　

ー－－ー牛′尊、′＼△幻ズふ

　　

…］＋」・

　　

…勝△；久席１

　

′

　

公

認ひス；

　

．日大、粥凸母体・，；豆＝区分を変更するハコｎスキ

　

学

校及じ”仙してハネｎ」ー

　

、．

　　　　　　　　　　　　

－〆二ｒノ′よ刀１つハ

校扱いしする－

）′・ョ刀スヤ・

　

γ按ぜ、 郡当鑓体、
披々 役員、“ｒ

　　

”を変

更する場合仏、所属〃・‘

　　

…体を通じ、，÷－ …」′姿・面届を提

出しなければならない。

　　　

ゑ＼ヱ…］メミ‘ぎ１‘つ捌，，，一、 …皿“

　　　　　　

包萱煎じ、

傘

　　

，‐

　　

”

　　

＝［を煤州し、 本連盟の”，Ｄ を侍なけれ

ばならない。

．ｂｎ急、 公認，スキ

　　

ニ，^ ”臥

　　　

…５条１川により、 …け

△“、●－をもって、～ミヌを取り粕ｊことかぐきる。

９，公認スキー学校が行うスキー教室、スノーボード教室におけ

る、指導中その他公認スキー学校の業務に関連して発生した事

故により、スクール生その他の第三者が傷害、死亡を含む・…切

の損害を被った場合（以下「事故」という。）において、公認

スキー学校はその資任と費用において事故を解決するものと

する。

１０， この設置基準及び要領の改廃は、教育本部理事会の議決に

よる。

昭和５８年８月

　　　　

改訂

平成４年１２月１２日

　

改正

平成７年１０月 １３日

　

改正

平成 １３年９月

　

２８日

　

改正

平成 １５年６月

　

２７日

　

改正

平成１７年６月 １５日

　

改正

平成 １７年１１月 ２日

　

改正

平成１８年１１月 １日

　

改正

平成２２年８月３１日

　

改正

平成２４年９月

　

２６日

　

改正

平成２５年７月 ９日

　

改正

平成２７年１２月 １５日

　

改正

平成２８年４月

　

２０日

　

叱正

　

平成２８年８月１日から旅ｆＴ

平成２９年７月 １５日

　

改正

平成２９年８月２２日

　

改正

平成３０年７月

　

２日

　

前 ． 平成９０年８日１日から旅行

平成３０年１２月１３日

　

改正

令 和

　

５年 ７月

　

５

　

日

　

納正

　

令和５年８月１日から施行

ｈＢ
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令和５年 （２０２３年）７月５日廃止

新旧対照表

現

　

行 廃

　

止

　

案 備

　

考

　　　　　　　　　　　

５２１

　　　　　

公認スキー学校等申請要領

１． この要領は、公認スキー学校設置規程第７条に基づき、スキ

ー学校及びスキー教室 （以下、「公認スキー学校」という。） の

公認申請に関し必要な事項を定める。

２， 公認スキ←斗．校の公言刀’十

　

ム

　　

「年度に合 せ、二・
，｛し

とに？丁うものとする。

３，
ハヰ”ｉ叉けようとする公認‐ｚ▼

　

〒枝”、ＢＵｒ定める設置基

準キコ従い、 毎年Ｒ日来日までに、ｐ汀ば

　　

山

本連盟に以下の公認申請手続きを行うこととする ただし、公

認スキー学校等設置規程第４条第２項の公認スキー教室につ

いては、 所定手続の中の同意書は、開設地のスキー学校、所属

団体及び加盟団体の同意を得て当該者が申請するものとする。
（１）Ａ校、Ｂ校、分校の新規申請

　

①

　

公認スキー学校公認申請書

　

② スキー学校役員名簿

　

⑧

　

スキー場の略図（受付、校舎、避難場所等が明示されて

　　　

いるもの）

　

④

　

校貝－」（受講生に対する安全対策要項を含むもの）

　

⑤

　

隣接する公認スキー学校の同意書「ＳＡＪ公認スキー学

　　　

校等の開設同意書」

　

⑥

　

開設地が所属加盟団体管轄外の場合は、当該加盟団体の

　　　

「ＳＡＪ公認スキー学校等の開設承諾書」。

（２）Ａ校、Ｂ校、分校の更新申請

　

①

　

公認スキー学校公認申請書

　

② スキー学校役員名簿

（３） スキー教室の申請

　

スキー教室は、新規、更新に関わらず以下の申請書類を提出

するものとする。ただし、教室開設地のスキー学校と所属団体

が同一の場合は、所属団体の同意書の提出は省略できる。

　

①

　

公認スキー学校公認申請書

　

② スキー学校役員名簿

　

③

　

教室開設地のスキー学校の同意書

　

④ 所属団体の同意書

　

⑤ 加盟団体の同意書

（４）保険資料の提出について

　

公認スキー学校等設置基準及び実施要領２（１３）①に規定

　　

し貴

　

ｍ▲一

　

面÷，ろ加入

　　　　

Ｗ竺

　

て写｝

　

″」；口；：；：，ついては‐

　

当該年度ごとに本連盟が示した期日までに提出することと

　

する。

４，公認ス

　

チ怯

　　

撒布麦叉になる場合の申請は、スキー

教室を除き、前項の新規申請と同様の書類を添付しなければな

　

らない。

５．…，

　　　

””
…鐸会葬友賭し★

　

ハ
－－‐７」

　

…＝

　

一－・【．＝”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　

，竹ぜ．’

　　

，～じ，．“せ

いとする。

　　　　　　　　

Ａ…”^ 外す‐匁、奥‐するノ・＼弓刀ス、
、

　

，６，；小異丹′＊

　

“

いとする

　　　　　　　　　　　

６２１

　　　　　

公認スキー学校等申請要領

　　　　　

廃

　

止

【補足］

左記の現行規約欄の赤字記載部分について。
現行規約欄の内容については現行のままで、赤字記載部分の内

容については、５２０公認スキー学校等設置基準及び申請・実施

要領へ転記した内容です。

令矛ロ５年７日５日

　

廃止
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７．公認の手続き

（１）公認を受けたス

　

；÷ 山

　

間ｌｒ中小７々嶺′、靭

　

）ｒｈふ１

　　

金

　

二，二に定めて，公＝〒｛癌恐て

　

け

　

…

　

ハ、…－…体夢浦じ、本

　　

；ＦＩＩ明に納入しなけかｒｆからない^

（２）／……，：写本は、
ハー７キ

　

；二次ーハ－

　

●：及しべ

　

●

　

●：ふも；現に

　

定める還元金を差引いか命箱を、公認猟知後、可持前；爽やか

　　

に、 十濡旧い幼スしなけｒトドテ らない^

（３）・

　

する′入ョ刀？

　

十 僧γ・

　

扱いのスキ

　　

．二につ

　

いては、蟹”

　

－

　

▽ｈｏゴー：金

　

言＊」浄める一二：：：
↓んム１、し

　

なければならない。 ただし、 分校については不要とする。

８． スキー学校が、 怒営冊休

　

校名、 役員、 所在Ｈｉｔ等を変更する

場合は、所属の棚明冊体を通じ亦面罵を提出しなければならな

止
９，スキー場等の都合により開校できない場合は、所属の加盟団

　

体を通じ、廃校届けを提出しなければならない。増１午赤１１撚“聞

校する場合、 斯相めししての手続きをとらなければならない。

１０，この要領の改廃は、教育本部理事会の議決による。

昭 和

　

５８年８月

　　　　

改訂

平 成 元 年

　

９

　

月

　　　

改訂

平成２ 年 １１月

　　　

改訂

平 成

　

３

　

年 ４

　

月

　　　

改訂

平 成 ４ 年 ４ 月

　　　

改訂

平成５年６月

　

２６

　

日

　

改正

平成７年１０月１３日

　

改正

平成１２年９月２１日

　

改正

平成１３年９月

　

２８日

　

改正

平成１７年６月１５日

　

改正

平成 １８年１１月１日

　

改正

平成２２年８月 ３１日

　

改正

平成２４年９月

　

２６日

　

改正

平成２６年７月 １５日

　

改正

平成２７年７月 １４日

　

改正

平成２９年７月 １５日

　

改正

平成３０年７月

　

２日

　

改正

平成３０年１２月１３日

　

改正

める還元金を差引いか命箱を、公認猟知後、可持前；爽やか

ては、蟹”

　

－

　

▽ｈｏゴー：金

　

言＊」浄める一二：：：
↓砧１、し
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令和６年度 第６回教育本部理事会

令和５年 （２０２３年）７月５日改正

新１日対照表

現

　

行 改

　

正

　

案 備

　

考

　　　　　　　　　　　

６２２

　　　　　

公認スキー指導者検定規程

（公認スキー指導者検定の種類）

第１条

　

公認スキー指導者検定は、 次の各号に掲げる２種類

　

とする。

（１）スキー指導員検定

（２）スキー準指導員検定

１ スキー指導員検定

（スキー指導員検定）

第２条

　

スキー指導員検定について、次のとおり定める。
（実

　　

施）

第３条

　

ユキ 指導員検定会は、本連盟の主催・主管で行う。
（周

　　

知）

第４条

　

検定会開催要項は、本連盟ホームページ等で周知す

　

る。
ｒ検

　

定

　

旨）

第５条 ；↓‘」ｉＨ

　

ふ．・】＝′

　

●

　

◆

　

ｆ

　

ｉから；二され升Ａ′】．^

　

定員３名以←で燦粛する。

２

　

検定員の人数は、受検者数に応じて会場ごとに定める『

（会

　　

期）

第６条

　

△ｒ：：屑臼ｒ１ して３日間とし、同期日に行う。 玉医

　　　　　

ニルｊナ「ふ約さ・
”；、し、 １日了篇日を渋りることが

　

できる。

（会

　

場）

第７条

　

検定会場は５会場を原則とし、受検者は各検定会場

　

の内、１会場に限り受検することができる。
（検定基準・実施要領）

第８条

　

スキー指導員検定は、スキーの実技Ｌ理論について

　

実施し、検定基準及び実施要領は別に定める。
（受検資格）

　　　　　　　　　　　　

５２２

　　　　　

公認スキー指導者検定規程

（公認スキー指導者検定の種類）

第１条

　

公認スキー指導者検定は、次の各号に掲げる２種類

とする。
（１）スキー指導員検定

（２）スキー準指導員検定

（年

　　

府） ス口把″Ｈ

責任者、主任検定員、検定

員について定める

文言整理

年度８月１日から翌年７月３１日までをいう，

１

　

スキー指導員検定

（スキー指導員検定）

第３条

　

スキー指導員検定（以下「指ｉ苫目ぬ完全－ という）

について、 次のとおり定める。

（実

　　

施）

第４条

　

指導員検定会は、本連盟の主催・主管で行う。
（周

　　

知）

第且条

　

輪導員検定会の開催要項は、本連盟ホームページ等

　

で周知する。
（責任者・検定員）

第６条

　

指導員姶キ△の音＃者、 土件検定昌乃が姶定昌は以

下のとおりとする。

，，べ員、 ▽ー「ムー …〃●

　　

＝

　　

．ムノ」めた者

のス六

　

専門委員の＋ん・ら懐ｆＴし． ・

　　

…ふｒー豆が委

嘱した者

（３） 検定ロ．＼

　

スキーＡ釦』＊昌沓“

　

”．・’・′、ー【

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｍ′ｒｍ、出Ｍのス

　

キー専，．；員・ス

　

ム錆二 中から選任し、市浦明敏育

本部長が委嘱した者

（４） 検定昌は、 スキーＡま殆途定員３女似」で構成する

（５）検定員の人数は、受検者数に応じて会場ごとに定める

（会

　　

期）

第７条

　　　

昌二ム＾ｍ＾
．ｒ

、ょ、 ３日間を盾日＝とし、 同期日

　

に行う。ｖ」÷｛★により、
△都を′亦面することができる。

（会場・回数）

　　　　　

目倫ｒム ノ会場はＬ５会場を原則とし、誰茎鐘第８条 ・一．′

　　　　　　　

ゼ亥史することができる

　

同

　

÷′文内の受

　

により、 芸．け羽ｊ

　

仇”
、 １回限りとし、

一・▲二はＬ各検定会場の内、１会場

に限り受検することができる。

（検定基準・実施要領）

第９条

　

指導員検定△’＋

　

スキーの実技テスト及び理論テス

　

トを実施し、検定基準及び実施要領は別に定める。
（受検資格）（受検資格）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（受検資格）
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第９条

　

スヤ

　

，一

　　

ｒ^＃受検者鋲、受検年度の本連盟会員

登録を完了した者で、次に掲げる各号に該当しなければな

　

らない。 ただＬ、 スジ、▼山 一

　　　

し許しナス

（１）受検する年度の４月１日鬼佳２１歳以上の者ｒ

　

こｍＨ日合″、^，・勢とぼ

　

＊連盟′γ・疋款第に条′γ１１〉＋・た↓美 …

　　　

．

　

◆

　

ｏ

　

ロ

　

１

　

ロ 、こせ口Ｈワ

　

ロ

　

ｏ１ロ

　

．Ｌ‘

　

’・、二

　

／ハ

　　　

．

　　

′

　　　　　　

）

　

′

　

Ｊ

　　　

▲

　　

【

　

“

　　　　

ノ

　　　　　　　　　

，

　　　

．

　　

”

　　　

Ｕ

　

＾

　　

［

　　

〕、

　　

、

　

」・

　　　　　

′

　　

Ｕ

（２） スヤ

　

、↑；ニヤ員の資格を有し、合格年度を含めず２年

　

じストず・如、且ｔ てし、ぞ，筈 ただし、 資ｒｈｒ止者を除く

（３）加盟団体が主催するスキー指導者養成講習カリキュラ

　

ム（以下「養成講習」という。）を検定会までに修了し、養

成講習修了報告書または所属加盟団体によって証明された

者。ただし、修了した養成講習の有効期間は３か年とする。
養成講習の内容は別に定める。

（特別推薦による受検）

第１０条

　

：．

　

Ｇ

　

ｏ丁．蓬 除く全日

　　　

，，＝【マスターズＬジュ

ニアを除く）、ＦＩＳ公認大会及び国体等の競技会におい

て、２同ぃ‐し入賞した者は、スキー準指導員資格を有して

　

いなくても、加盟団体長の推薦により特別推薦書を本連盟

　

に提出し、教育本部理事会の承認を得て、当該年度のスキ

ー指導員検定会の受検手続きを行い、検定会で受検するこ

　

とができる。 なお、特別推薦書の提出期限は受検する年度

　

の１０月末日までとし、入賞大会名、種目、順位を付記し、

　　

「“日Ｍ仏）－．ハ， “Ａハ一三 “÷ふこ添付して

　

そが剥…帆罰・ムハ里略

提出する。

第１０条

　

指導員検定今か凪▼ 鱒よ、受検年度の本連盟会員登

録を完了した者で、次に掲げる各号に該当しなければなら

なし・。

（１） 受検する年度の４月１日時点で２１歳以上 語句鷲理

文言整理

会員登録を完了しているこ

とが前提となるため文言追

加

オリンピック出場者を第１

項に入れ第２項を削る

得し、 資：台すぎ‘”，ふ右

（３）加盟団体が主催するスキー指導者養成講習カリキュラ

　

ム（以下「養成講習」という。）を指導員検定会までに修了

　

し、養成講習修了報告書又は所属加盟団体によって証明さ

れた者。 ただし、修了した養成講習の有効期間は３か年と

する。 養成講習の内容は別に定める。
（特別推薦による受検）

第１１条

　

オリンピック出場者、又は３回以ト全日本選手権（技

卦－跡千椎・マスターズ・一
ジュニアを除く）、 ＦＩＳ公認大会

及び国体等の競技会において入賞した者は、スキー準指導

員資格を有していなくても、加盟団体長の推薦により特別

推薦書を本連盟に提出し、 教育本部理事会の承認を得て、

　

当該年度の指導員検定会の受検手続きを行い、検定会で受

検することができる。 なお、特別推薦書の提出期限は受検

する年度の１０月末日までとし、 本・車盟ｖノ会員巻線完了後、

　

出場大会名、種目、順位を付記し、その証明書類を添付し

　

て提出する。

（合格者の手続）

第１２条

　

合格者は、検定会合格日に合格証が付与され、示さ

　

れた期日までに、各種公認・登録料金一覧表に定める公認

　

料・年次登録料及びバッジ代を、 本連盟会員登録システム

　

で決済することにより、資格が認定される。 また、次年度

　

からの年次登録料は、他の登録料等と同時に納める。
（結果報告及び発表）

第１３条

　

主任検定員は、検定会実施の結果を速やかに検定委

　

員長と本連盟に報告し、出席・合否結果を、 事業終了後２

　

週間以内に、所定の様式により本連盟に提出する。
２

　

検定会実施結果のうち、検定会成績は公表しない。
（特別推薦による合格）

第１４条

　

外国の国家検定教師の資格者又は日本プロスキー教

　

師協会（ＳＩＡ） のアルペンスキー・ステージＮとして１０

　

年以上常勤した者は、本連盟塑会員登録塞ヱ後、加盟団体

　

長の推薦により特別推薦書を本連盟に提出し、 教育本部理

　

事会の承認を得て手続後、スキー指導員の資格を取得する

　

ことができる。 なお、特別推薦書の提出期限は３月末日ま

　

でとし、既得資格のライセンス証（写）を添付し提出する。

ロ

　

スキー準指導員検定

（スキー準指導員検定）

　

｛ミ雨やキ

　

ス

　　

チム軟

　　

”

　

・

　　　

、

　

」

　

‐

　

ｙｖ

　　　

‐

　　　

ｎ

　

’

　　

、

　　

．…

　　　　　　　　　　

ー

　

Ｖノ

　　　　　　　　　　　　　　　

．休八′ー火

　

７

　　

ｒ

　　

ー′〆，ノ

　

ｔ^

　

口

　

十ｔ１

　

１

　　

′

　

１」

　

↑

　　　　

’．・．ロ

　

ー

　　

＾

　

ム

　　　

仙

　

日

　

↓

　

＝洲

　

ー

　　　　

２‘，

　

ＩＶ

　

月

　

／１、Ｈ

　

小

　　

、

　

Ｌ

　　

）、

　　

山▼初ハ

　

ム′Ｈ

　

、

　　

，

　　

ｒ

　　　

ｅ

　

”

　

”】Ｖ

　

、

　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　

－↓

　

’－も轟斥十

　

ｌ

　　

ｒ

　

◆－．ｒ．一←

　

日

　　

ハ

　　　　

Ｕ

　　

一

　

Ｈハ

　　

．

　　　　　　　　　

凸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４

　

日

　

ル、一

　

円．・Ｈ

　　

Ｖ

　　

、

　　　　　　　　　

′

を
（合格者の手続）

第１１条

　

合格者は、検定会合格日に合格証が付与され、示さ

れた期日までに、各種公認・登録料金一覧表に定める公認

料・年次登録料及びバッジ代を、本連盟会員登録システム

で決済することにより資格が認定される。 また、次年度か

　

らの年次登録料は、他の登録料等と同時に納める。
（結果報告及び発表）

第１２条

　

主任検定員は、検定会実施の結果を速やかに検定委

　

員長と本連盟に報告し、 出席・合否結果を、事業終了後２

　

週間以内に、所定の様式により本連盟に提出する。
２

　

検定会実施結果のうち、検定会成績は公表しない。
（特別推薦による合格）

第 １３ 条

　

外国の国家検定教師の資格者又は日本プロスキー

　

教師協会 （ＳＩＡ） のアルペンスキー・ステージＷとして

　

１０年以上常勤した者は、本連盟会員郡録後、加盟団体長の

　

推薦により特別推薦書を本連盟に提出し、教育本部理事会

　

の承認を得て手続後、スキー指導員の資格を取得すること

　　　　　　　　　　

。

　　　　　　

ｔ３月末日までと

　

ができる。 なお、 三－仙 一｛…旧‐ト

　

し、既得資格のライセンス証 （写）ｒを添付し提出する。

ロ

　

スキー準指導員検定

（スキー準指導員検定）

第９条

　

スヤ

　

，一

　　

ｒ^＃受検者鋲、受検年度の本連盟会員

　

第１０条

　

指導員検定今か凪▼ 鱒よ、受検年度の本連盟会員登
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第１４条

　

スキー準指導員検定について、次のとおり定める。
（実

　　

施）

第１６条

　

メキ 準指導員検定会は、本連盟が主催し、加盟団

体の主管で行う。
２

　

加盟団体が単独で開催できない場合は、他の加盟団体と

共同土管で開催することができる。

（申

　　

請）

第 １６ 条

　

メキ 準指導員検定会を主管する加盟団体は、１０

　

月末日までに開催日程、 △．日踊Ｃｏ′，（丁札只，ぷ。兜 に予

定主任検定員を本連盟に提出し、承認を受けなければなら

　

ない。 また、 開催日程、 ムーロ形‘‘”人収″”” ” マ

　

ｒ

　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，．＝

　

”▽‘叫」Ｊ

　

任検定員の変更、事業の中止等が生じた場合は、試量敏速

やかに変更届、中止届を本連盟に提出しなければならない。
（公

　　

示）

第１７条

　

フキ

　

…＝…一＝

　

＝

　

－仙一・頁は、土管山明…障

　

が公示する。
ｒ檎

　

斥定

　

昌Ｉ

第１８条

　

命を目は、‐ｒ昌÷

　　

”Ｆ、 二；されたＡ‘ｍ．”

　

員を占ｄＢ綴じ‘１－一 二元二資格を｛；る者３名以←・
ｒ山”

　

し、 その一・をＬ÷・ｍ

　　　　　　

、

　

，▽昌ま／，はス ヤ ：術昌

　

１名以上を含まなければならない

（実施回数、会期）

第１９条

　

メキ 準指導員検定会は、同一年度内において、実

　

技と理論試験を１回ずつ実施することを原則とし、受検者

　

数の多いときは回数を増すことができる。
２

　

同一年度内の受検は、共同主管または他の加盟団体へ委

　

託の場合も含めて、 １回に限るものとする。

３

　

会謂”原則として３日間とし、 亭二＝鍬“

　

／ン、ノ、…

　

鼎タ凡

　

そｖ も，円かＪ”・事ｍが亀て きは変更することができ

　

る。

第１６条

　

スヤ

　

ー－－。ず 日義す公」 とい

　　　　　　　　　　

呂ムれた （以下１，…リ′

』 について、 次のとおり定める。

（実

　　

施）

第１６条

　

準指導員検定会は、本連盟が主催し、加盟団体の主

管で行う。
２

　

加盟団体が単独で開催できない場合は、他の加盟団体と

合同で開催することができる。
（申

　　

請）

第 １７条

　

準指導員検定会を主管する加盟団体は、１０月末日

　

までに開催日程、会場」責任者及び主任検定員を本連盟に

提出し、承認を受けなければならない。 また、 開催日程、
会場、責任者Ｌ主任検定員の変更、事業の中止等が生じた

場合は、速やかに変更届、中止届を本連盟に提出しなけれ

　

ばならない。

（周

　　

知）

第１８条

　

準指導員検定会を主管する加盟団体は、開催要項を

　　　　　

体α，：、 ムペーソ等、

　

▲

　

する。

（責任者・検定員）

第１９条

　

準指導員検定会の責任者．主住検定員及び検Ｍ定員は

「共同主管」 → 「合同」

語句整理

責任者、主任検定員、検定

員について定める

文言整理

語句整理

語句整理

会期を３日間→２日間に変

更

第１９条第４項を削る

（学運から、学連登録者が

学連主管の準指検定会の受

検を希望すれば受検可能と

したいと第１９条第４項削除

の要望があったため）

語句整理

語句整理

以下のとおりとする。
（１） 貰に七基、

ふ

　

●

　　　　

，出・ふ 小－－ｌｉ・線

門委員、 土管・

　

川鉢長・耐．人艮・舞台中ム・一↑、 又：↓÷

運始Ｆ・禦日↑門ニヤムが認めた者

｛２） １′“＾＃昌”、 スキーＡ′Ｍ

　

．」目台密か同郷ーか…

の教育本部専門委員・スキー技術員の中から；潮千し、主管

加賜団体長が委嘱した者

ｒ３） 柏『目は、｝；Ｌ，ｒ－，，身恵′

　

Ｊ

　

３名以ｉ

　

ｒ路 【ム

　

１廿

　　　　

′」Ｆ

　

人ｍ柘しん者

①ス★

　

．
だｍ．・ 昌Ｙはス

　

口‘ｍ’▲＊昌貝…“ 貸せ′〔′ｒ台

②スキーＡニニム定員１名以 ←

　

★清明教育木部市門委員・

スキー柚術員１名以 ←を含める

（実施回数、会期）

第２０条

　

準指導員検定会は、同一年度内において、実技テス

　

トと理論テストを１回ずつ実施することを原則とし、受検

者数の多いときは回数を増すことができる。
２

　

同一年度内の受検は、 各：…涌院” 」“□

　　

ｍｖは他の

加盟団体へ委託の場合も含めて、 １回限りとする。
３

　

会期は、 ２日間を晒日１「とし、 諸事情により亦帯すること

　

ができる。

（検定基準・実施要領）

第２１条

　

準指導員検定会は、ス

　　　

リ スト及ごニ”

　

ストを空論し、検定基準及び実施要領は別に定める。
（受検資格）

第２２条

　

準指導員検定全盛受検者は、受検年度の本連盟金旦

登録を完了した者で、次に掲げる各号に該当しなければなら

なし・。

（１）受検する年度の４月１日時点で１８歳以上

（２）受検する年度の前年度までに、スキー級別テスト１級

　

（スキープライズテストを含む。）基金整した者

（３） 加閣団体が１＝；る義ｎｖ

　

口を池指導昌検定金までに

　　　　　

呂山↓人｝＋

　　

★．＝

　　　　　　　　　　　　　　

．・

　

、

　　　　　

ｔ

　　

一目

　

”

　　　　　　　　　　　

Ｈ

　

．－、

　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｈ

　　　　　　　　　

一

　

，▼

　　　　

間．・１

　

▲７Ｔ

　

Ｊ

　

レ

　

１

　　

．－

　

－

　　

－

　　

、

　　　　　　　　　　　　

＼

　

▼

　　

～

　

ロ

　　

巳

　

／・」

　

▼

　　

，

　　

′

　

“ー

　

ノ

　　

ｙ

　

」

　

」′′

　　　

、

　

し

　　

ｙｏ

　　　

．し

　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

－人

　

目け”^コ ’＋

　　

〃Ｕ↓〆±≠－目

　

出ノ↓′＝

　

′」

　

Ｖ

　

、

　

‐【がＪ

　

Ａ“

　

＝

　

，

　　　　　

，

　　　　

・・▲ＬＡ「

　　　　　　　　　　

‐

　　　　　　　　　　

Ｊ

　

．い、

　　

，，

　　　　　　　　　　　　　　　

一山

　　

′

　　　　

／ふ明く▼

　

碁；スｒふ，；」二．↓

　

－．^

　

Ａ

　

スザ、ｍし「一トス

　　　　　　

ｒＴ“

　　　　　　

ロ

　　

ノ

　　

ｗ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　

Ｗ｝

　　　　　

－

　　

′

　　

ー

　

Ｕ

（検定基準・実施要領）

第２０条

　

ス▼
、

　　　　

昌槍富は、スキーの実技Ｌ理論につい

　

て実施し、検定基準及び実施要領は別に定める。
（受検資格）
第２１条

　

工率 準指導員検定受検者は、受検年度の本連盟登

録会員で、次に掲げる各号に該当しなければならない。 た

　　　　　　　　　

′ 許しナス

　

‘

　

－

　　

）、

　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　

・

　　

′

　　　　　　

ｈ′

　　　　

Ｗ

　

Ｕ

（１）受検する年度の４月１日里建、１８歳以上の春
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む。） を重握した者

（３）加盟団体が主催する養成講習を検定会までに修了し、
養成講習修了報告書によって証明された者

２

　

前項第３号の養成講習については、基礎理論１５時間、指

導実習６時間とし、修了した養成講習の有効期間は２か年

　

とする。実技実習は２２時間とし、有効期間は受講年度のみ

　

とする。

３

　

前項に定める養成講習の内容は、別に定める。
（受検手続）

第２２ 条

　

スキー準指導員検定を他の加盟団体に委託したと

　

きは、委託した加盟団体は、委託先の加盟団体に、所属会

　

員の受検の受け入れを依頼し、あしかじル

　

ー”≧得千おキ

　

ものき≠る。
（合格者の手続）

第２３条

　

合格者は、検定会合格日に合格証が付与され、示さ

　

れた期日までに、各種公認・登録料金一覧表に定める公認

　

料・年次登録料及びバッジ代を、本連盟会員登録システム

　

で決済することにより資格が認定される。また、次年度か

　

らの年次登録料は、他の登録料等と同時に納める。
（結果の報告）

第２４条

　

主任検定員は、検定会実施の結果を、検定責任者を

　

経て、主管加盟団体長に報告する。
２

　

主管加盟団体の報告責任者は、事業終了後３週間以内に、
本連盟会員登録システムで、出席・合否登録を行う。

（特別推薦による合格）

第２５条

　

日本プロスキー教師協会（ＳＩＡ）のアルペンスキ

　

ー・ステージ皿として５年以上連続して常勤した者は、本

　

連盟会員登録後、加盟団体長の推薦により特別推薦書を本

　

連盟に提出し、教育本部理事会の承認を得て手続後、スキ

　

ー準指導員の資格を取得することができる。 なお、特別推

　

薦書の提出期限は３月末日までとし、既得資格のライセン

　

ス証（写）、
一′． ・

　

人亘…▲’

　　

｛－↓添萌し提出する。
（規程の改廃）

第２６条

　

この規程の改廃は、教育本部理事会の議決による。

昭和６８年８月

　　　　

改訂

昭和６９年６月

　　　　　

改訂

昭和６１年６月

　　　　　

改訂

昭和６２年９月

　　　　

改訂

平成元年６月

　　　　

改訂

平成２年１月

　　　　

改訂

平成４年１０月

　　　　

改正

平成５年６月

　

２６日

　

改正

平成６年 １０月

　

３日

　

改正

平成７年１０月 １３日

　

改正

平成 １０年 １０月

　

５日

　

改正

平成１１年１０月 １８日

　

改正

平成１２年９月

　

２０日

　

改正

平成１２年１０月２６日

　

改正

平成 １３年 ９月

　

２８日

　

改正

平成 １４年 １１月

　

５日

　

改正

平成 １５年 ６月

　

２７日

　

改正

平成 １６年６月

　

２６日

　

改正

平成１８年６月 １５日

　

改正

平成１８年１１月 １日

　

改正

修了し、養成講習修了報告書によって証明された者

２

　

前項第３号の養成講習については、基礎理論１５時間、指

導実習６時間とし、修了した養成講習の有効期間は２か年

　

とする。実技実習は２２時間とし、有効期間は受講年度のみ

とする。
３

　

前項に定める養成講習の内容は、別に定める。
（受検手続）

第２３条

　

準指導員検定金を他の加盟団体に委託する加盟団体

　

は、事前に委託先の加盟団体に、所属会員の受検の受け入

れを依頼し、承諾を得る。
（合格者の手続）

第２４条

　

合格者は、検定会合格日に合格証が付与され、示さ

れた期日までに、各種公認・登録料金一覧表に定める公認

料・年次登録料及びバッジ代を、本連盟会員登録システム

　

で決済することにより資格が認定される。また、次年度か

　

らの年次登録料は、他の登録料等と同時に納める。
（結果の報告）

第２６条

　

主任検定員は、検定会実施の結果を、検定責任者を

経て、主管加盟団体長に報告する。
２

　

主管加盟団体の報告責任者は、事業終了後３週間以内に、
本連盟会員登録システムで、 出席・合否登録を行う。

（特別推薦による合格）

第２６条

　

日本プロスキー教師協会（ＳＩＡ） のアルペンスキ

　

ー・ステ」ジｍとして５年以上連続して常勤した者は、本

　

連盟墾会員登録遠ヱ後、加盟団体長の推薦により特別推薦

　

書を本連盟に提出し、教育本部理事会の承認を得て手続後、

　

スキー準指導員の資格を取得することができる。 なお、特

別推薦書の提出期限は３月末日までとし、既得資格のライ

　

センス証（写） を添付し提出する。
（規程の改廃）

第２７条

　

この規程の改廃は、 教育本部理事会の議決による。

昭和６８年８月

　　　　

改訂

昭和５９年５月

　　　　

改訂

昭和６１年５月

　　　　　

改訂

昭和６２年９月

　　　　

改訂

平成元年６月

　　　　

改訂

平成２年 １月

　　　　

改訂

平成４年１０月

　　　　

改正

平成６年６月

　

２６

　

日

　

改正

平成６年 １０月

　

３日

　

改正

平成７年１０月 １３日

　

改正

平成１０年１０月６日

　

改正

平成１１年１０月 １８日

　

改正

平成 １２年 ９月

　

２０日

　

改正

平成１２年１０月２６日

　

改正

平成１３年９月

　

２８日

　

改正

平成 １４年 １１月

　

５日

　

改正

平成１６年６月

　

２７日

　

改正

平成 １６年 ６月

　

２５日

　

改正

平成１８年６月 １５日

　

改正

平成１８年１１月 １日

　

改正

平成２１年 ９月 １８日

　

改正

平成 ２２年 ８月

　

３１日

　

改正

平成２３年 ９月

　

２０日

　

改正

語句整理

語句整理

「当該年度の会員登録証明

書類」を削る

４１

平成１８年１１月 １日

　

改正
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平成２１年 ９月 １８日

　

改正

平成２２年 ８月

　

３１日

　

改正

平成２３年 ９月

　

２０日

　

改正

平成２６年８月

　

９日

　

改正

平成２６年７月 １６日

　

改正

平成２９年 ７月 １５日

　

改正
令和 ２年 １１月

　

６日

　

改正

平成 ２６年８月

　

９

　

日

　

改正

平成２６年 ７月 １５日

　

改正

平成２９年７月 １６日

　

改正

令和２ 年 １１月

　

６日

　

改正

令和

　

６年 ７月

　

５

　

日

　

約市

ｒｏ
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令和５年度 第６回教育本部理事会

令和５年 （２０２３年）７月５日改正

新旧対照表

現

　

行 改

　

正

　

案 備

　

考

　　　　　　　　　　　

５２３

　　

公認スキー指導者検定基準及び実施要領

１ 指導員検定

１， 公認スキー指導者検定規程第８条に基づき、指導員検定

基準及び実施要領を、次のとおり定める。

（１）検定内容

　　

ィＷ『門朴Ｐふ・ 臭，Ａ，…目

　　　

する。

①実技種目は、次のとおりとする。

　

（基礎課程）

　

○プルークボーゲン

　　

緩斜面・整地

　

○滑走プルークから基礎パラレルターンへの展開

　　

緩斜面・整地

　

○基礎パラレルターン

　

小回り

　　

中急斜面・ナチュラル

　

○横滑りの展開

　　

中急斜面・ナチュラル

　

（実践課程）

　

○シュテムターン

　　

中急斜面・ナチュラル

　

○パラレルターン

　

大回り

　　

急斜面・ナチュラル

　

○パラレルターン

　

小回り

　　

中急斜面・不整地

　

○総合滑降

　

リズム変化

　　

総合斜面・ナチュラル

②理論町

　

理論の出題範囲は、日本スヤ

　　

肝

　

日本スヤ

　　　

鍬日ｒ粥オフィシャルブック、 ニニ．・′

　

－鼠ｈ

　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

］ｖノ′こ

めに、規約・規程とする。
（２）養成講習

①養成講習は、集合講習２８時間、自主学習１５時間、加盟団

体が実施する。
○基礎理論

　

１５時間（集合講習

　

６時間、自主学習

　

９時間）

○指導実習

　

６時間（集合講習

　

２時間、自主学習

　

４時間）

○実技実習

　

２２時間（集合講習

　

２０時間、自主学習

　

２時間）

②講師は、教育本部専門委員Ｌスキー技術員、スキーパト

　

ロール技術員、主管加盟団体長が特に認めた者とする。
③養成講習を未修了の受検者が、他の加盟団体へ移籍した

　

場合、受け入れ先の加盟団体は、当該年度の養成講習を

　

継続する。

　　　　　　　　　　　　

６２３

　　

公認スキー指導者検定基準及び実施要領

１， 公認スキー指導者検定規程第９条に基づき、公認スキー

指導員決 及てｉ：′γギ ス

　

ヒー”ｇ検定α二

施要領に凶」、必要な事項を定める。
２， 本如也ｍ仔府は、本連盟の窪裁鎮６条で定めた÷※牛皮

文言整理

文言追加

文言変更

養成講習と採点基準の頃番

号入換

８月１日か 翌年７月３１日まで夢いう^

１

　

スキー指導員検定

３， スヤ・

　

，ｎ”，

　　　　　

“

　

＝摺・^て′ね－“伍

ス

　

ん二；●．・ ・．”
、

÷ＬＬテスト及し

　　

．７ストから

なり、その総合赤嬉 ・トヘム

　　　　　　　　　

リロロ“一走りる。

（１） 事枯テストの種目は、 次のとおりとする‐

（基礎課程）

０プルークボーゲン

　

緩斜面・整地

○滑走プルークから基礎パラレルターンへの展開

　

緩斜面・整地

○基礎パラレルターン

　

小回り

　

中急斜面・ナチュラル

○横滑りの展開

　

中急斜面・ナチュラル

（実践課程）

○シュテムターン

　

中急斜面・ナチュラル

○パラレルターン

　

大回り

　

急斜面・ナチュラル

○パラレルターン

　

小回り

　

中急斜面・不整地

０総合滑降

　

リズム変化

　

総合斜面・ナチュラル

　　　　　　　　　　　　　　　　　

▲

　

ー，一イ一物、 規（２） 理論テス トの出題範囲は、 心・申の仏 ′

約・規程とし、
． ′． ・

　

一

　　　

′．ｒｎｂ する。

　　　　　　　　　　　　　

「一呉Ｖノーｍ

（３）：；

　　　　　　　　

ｎ佑

①

　

実技テストは、検定員３名の評価とし、 ３名の評価の

　

ホ”” ”、数

　

位を凹ぬ霜人） を当該種目の取得ポイント

　

とする。

②

　

実技テストは、各種目とも８０ポイントを基準とし、基

　

礎課程４種目中３種目が８０ポイント以上、 実践課程４種

　

目中３種目が８０ポイント以上とし、合計６４０ポイント以上

　

を合格とする。
③

　

理論テストは、満点に対して６０％以上を合格とする。
＠

　

総合判定は、同 ［ ／凝 焚ける＊●●７スト恥か慨※＄

　

テストの合格で、総合合格とする。
（４）養成講習

１▲
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（３）採点基準

①実技種即ま、検定員３名の評価とし、３名の平均値を当

　

該種目の取得ポイントとする。 ただし、 リ・鼎』笛１′青も

　

ｍぬＴＩレナス

②実技種旦は、８０ポイントを基準とし、基礎課程４種目中

　

３種目が８０ポイント以上、 実践課程４種目中３種目が８０

　

ポイント以上とし、合計６４０ポイント以上数得をも今千合

　

格とする。
③理論は満点に対して６０％以上をもラモ合格とする。

　　

”

　

．

　

”

　

－

　　　　　

』＝

　

←“”

　

・▲

　

十；

　

ワ

　

茎

　

．

　　　　

”

　

，’－“

　

↓

　

↓

　　　　

ロ

　

．叫

　　　　　　　　　　　　　

ｎ

　

”

　

′ｕ

　

．″

　　

ｙ

　　　　　　　　　　　　

ロ

　

ル

　

Ｊ

　　

‘いＨ

　

ロ

　

納

　　

孟ｆ’＋－．

　　

′，，，ル．ｈ，“爪が－．

　　

・ｈｌテ

　

ト

　

ｈー′

　

ーー；

　

ス

⑥総合判定は、実技・

　　

＾ん｝た芥もってＡｒｉとする。

口

　

準指導員検定

①

　

養成講習は、集合講習２８時間、自主学習１５時間とし、

　

加盟団体が実施する。
○基礎理論

　

１５時間（集合講習

　

６時間、自主学習

　

９時間）

○指導実習

　

６時間（集合講習

　

２時間、自主学習

　

４時間）

○実技実習

　

２２時間（集合講習

　

２０時間、自主学習

　

２時間）

②

　

養成講習会の講師は、本連盟の教育本部専門委員・ス

　

キー技術員・スキーパトロール技術員、主管加盟団体長

　

が特に認めた者とする。
③

　

養成講習を来修了の受検者が、他の加盟団体へ移籍し

　

た場合、受け入れ先の加盟団体は、当該年度の養成講習

　

を継続する。

　

の

　

兼歳。醤習の修了は、 聖縮間′←Ｊく発行する養蔵講習修了

　

敷二；スは”，＝・

　

「ヰリノ証明書、
′－－；ゐ。

ロ

　

スキー準指導員検定

４． ス

　

Ｔ；；；…Ｈｒ．」

　

．” 廿平及び十…ｎ広

スキー準指導員検定試験は、 串柿テスト及び理論テストか

らなり、 そ，↑…＾

　

▲

　　　　　　　

…ず」′”も合舎↑：；寸する。

（１） 実技テストの種目は、次のとおりとする。
（基礎課程）

０プルークボーゲン

　

緩斜面・整地

○滑走プルークから基礎パラレルターンへの展開

　

緩斜面・整地

○基礎パラレルターン 小回り

　

中急斜面・ナチュラル

○横滑りの展開

　

中急斜面・ナチュラル

（実践課程）

○シュテムターン

　

中急斜面・ナチュラル

○パラレルターン

　

大回り

　

急、斜面・ナチュラル

○パラレルターン 小回り

　

中急斜面・不整地

○総合滑降

　

リズム変化

　

総合斜面・ナチュラル

（２） 理論テストの出題範囲は、本・車“ｖノぽｚ

　　

．“て７物、 規

約・規程とし、当該年度の開催要項に明示する。
（３） 採点基準・合否判定方法

　

①

　

実技テストは、検定員３名の評価とし、３名の謎適聖

　

．ニニ（小醒占第１位をｍぬＴ入） を当該種目の取得ポ

　

イントとする。

②

　

空仕テストは、 乞錘目とも７５ポイ ントを基準とし、 基

　

礎課程４種目中３種目が７５ポイント以上、 実践課程４種

　

目中３種目が７５ポイント以上とし、合計６００ポイ ント以上

　

を合格とする。

　

③

　

理論テストは、満点に対して６０％以上を合格とする。
＠

　

総合判定は、同

　

午二′’…ｒドける実技テスト及び禰熱

　

テストの合格で、総合合格とする。
（４）養成講習

　

①

　

養成講習は、集合講習２８時間、自主学習１５時間とし、

　

加盟団体が実施する。

　

○基礎理論１５時間（集合講習

　

６時間、自主学習

　

９時間）

　

○指導実習

　

６時間（集合講習

　

２時間、自主学習

　

４時間）

養成講習の修了について

（３）④から移動

養成講習と採点基準の項番

号入換

　　　

ｒ^ ↓Ｌ：；ナ、 実特種目し珊熱とする。

①実技種目は、次のとおりとする。

　

（基礎課程）

○プルークボーゲン

　

緩斜面・整地

　

○滑走プルークから基礎パラレルターンへの展開

　

緩斜面・整地

○基礎パラレルターン 小回り

　

中急斜面・ナチュラル

○横滑りの展開

　

中急斜面・ナチュラル

　

（実践課程）

○シュテムターン

　

中急斜面・ナチュラル

○パラレルターン 大回り

　

急斜面・ナチュラル

　

○バラレノレターン 小回り

　

中急詠斜面・不整地

○総合滑降

　

リズム変化

　

総合斜面・ナチュラル

②理論

　　　　　　　

て

　

日赤．キ

　　

ー

　

日本へ÷

　

劃

；；；、 教育：±「ナフィシャルブック、 台Ｗ以本塁二言のた

めに、 円冬・規程とする。
（２）養成講習

①

　

養成講習は、集合講習２８時間、自主学習１５時間、加盟

団体が実施する。
○基礎理論１５時間（集合講習

　

６時間、自主学習

　

９時間）

○指導実習

　

６時間（集合講習

　

２時間、自主学習

　

４時間）

○実技実習２２時間（集合講習

　

２０時間、自主学習

　

２時間）

②

　

講師は、教育本部専門委員、スキー技術員、スキーパ

　

トロール技術員等とする。
③

　

養成講習を未修了の受検者が、他の加盟団体へ移籍し

　

た場合、受け入れ先の加盟団体は、当該年度の養成講習

　

を継続する。
（３）採点基準

①実技種目は、検定員３名の評価とし、３名の平均値を当

　

該種目の取得ポイントとする。 ただし、｛肌た竺１′寺も

☆官：ヤナフィシャルブック、 曾Ｗｒ^ 本塁，：；
－； ）た

ｚ^
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〔‘”Ｌ錘目とも、 ね′ｊくイントを基準とし、 基礎課程４種

　　

目中３種目が７５ポイント以上、実践課程４種目中３種目

　　

が７防ぎイント以上とし、合計６００ポイント以上取得をもう

　　

そ合格とする。

　

⑨理論は満点に対して６０％以上をも今千合格とする。

　　

砦

　

。ハ突 は語，．朝日昇副－－体′７、註しＨ日

　

’γよｈ符能刃一〆－

　

⑤総合判定は、同一年度内において、 実技・理論の合格を

　

もって合格とする。
３． この基準及び実施要領の改廃は、教育本部理事会の議決

　

による。

４÷』障伴÷具、リ

昭和６１年５月

　　　　

改訂

昭和６２年９月

　　　

改訂

平成４年１０月

　　　

改訂

平成５年６月２６日

　

改正

平成７年１０月１３日

　

改正

平成１１年１０月１８日

　

改正

平成１２年１０月２６日

　

改正

平成１５年７月１２日

　

改正

平成１６年６月２５日

　

改正

平成１９年７月５日

　

改正

平成２１年９月１８日

　

改正

平成２３年９月２０日

　

改正

平成２５年８月９日

　

改正

平成２５年１２月１７日

　

改正

平成２６年７月１５日

　

改正

平成２８年４月２０日

　

改正

平成２９年７月１５日

　

改正

平成３０年１２月１３日

　

改正

令和元年９月２７日

　

改正

令和元年１２月１１日

　

改正

令和 ２年 ７月

　

８日

　

改正

令和 ２年１１月

　

６日

　

改正

令和 ３年１２月２１日

　

改正

○実技実習２２時間（集合講習

　

２０時間、自主学習

　

２時間）

②

　

差ｈ：；

　　

へ”…’ーｔ

　

本連盟の教育本部専門委員・ス

　

キー技術員・スキーパトローノＬ，．…昌、 ↓言

が特に認めた者とする。
③

　

養成講習を未修了の受検者が、他の加盟団体へ移籍し

た場合、受け入れ先の加盟団体は、当該年度の養成講習

を継続する。
④

　

義鳶講習のィＥ参了は‐中佑冊体が発行する養市議習修了

「スキーパトロール技術員

等」 の 「等」 を削る。

スキー指導員検定に合わせ

「主管加盟団体長が特に認

めた者」 を追加

養成講習の修了について

（３）④から移動

附則は、施行日を下記に明

記し削る。

　　

′】●′▲

　　

．一月・一【閤炊が≠｝－▲

　

・’－－Ｊる。

　　　

干ＩＡ－

　

さすノ（ＦＪ′′

　　　　

】・

　　　　　　　　

ｉ

　　　　　　　　

ｉ

　

に

５， この基準及び実施要領の改廃は、教育本部理事会の議決

による。

昭和６１年５月

　　　

改訂

昭和６２年９月

　　　　

改訂

平成４年１０月

　　　

改訂

平成５年６月２６日

　

改正

平成７年１０月１３日

　

改正

平成１１年１０月１８日

　

改正

平成１２年１０月２６日

　

改正

平成１５年７月１２日

　

改正

平成１６年６月２５日

　

改正

平成１９年７月５日

　

改正

平成２１年９月１８日

　

改正

平成２３年９月２０日

　

改正

平成２５年８月９日

　

改正

平成２５年１２月１７日

　

改正

平成２６年７月１５日

　

改正

平成２８年４月２０日

　

改正

平成２９年７月１５日

　

改正

平成３０年１２月１３日

　

改正

令和元年９月２７日

　

改正

令和元年１２月１１日

　

改正

令和２年 ７月

　

８日

　

改正． 令和２年８月１日施行

令和２年１１月

　

６日

　

改正

令和３年１２月２１日

　

改正
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令和６年 （２０２３年）７月５ＥＩ改正

新旧対照表

現

　

行 改

　

正

　

案 備

　

考

　　　　　　　　　　　　

５２９

　　　　

公認スキーパトロール研修会規程

第１条

　

公認スキーパトロール研修会（以下「研修会」とい

う。） は、本連盟が主催する。ただし、加盟団体が主管」千

実施する場合、本連盟の承認を受けなければならない。 会場

は「（公財） 全日本スキー連盟公認スキーパトロール研修会

××会場」と称する。
第２条

　

ハ馴ス々

　

パトロールは、 所属ｒる力回日醐｛＊’プルム

ず、．研誓会場を自由に選ぶことができる。
２

　

‐

　

２ふ

　　

パＬｎ－” ふふｍｉお＾

　

ムトブに７÷

　　

ＪＩ

　

－

　　

－仲

　　　　　　　　　　　　

５２９

　　　　

公認スキーパトロール研修規程

第１条

　

二詰ス ヤ パトロール相

　　

８々納１．貝刀１号に定

めた公認スキーパトロール研修 （以下「研修会」とい

う。） は、 公、′

　　

＝法人全Ｈ★７↓

　　　

（以下 「÷連

盟」という。） が主催し「（公財） 全日本スキー連盟スキー

パトロール研修会××会場」 と称する。 ただし、加盟団体

が主管する場合は、本連盟の承認を受けなければならな

　

し、ｏ

第２条

　

本規程の年度は、本連盟の定款第６条で定めた事業

研修制度を定める規程のた

め規程名から 「会」 を削る

文言整理

文言追加

文言整理

教育本部資格更新認定事業

一覧表制定に伴う文言変更

発行物変更に伴う文言変更

語句整理

５１１，５３３に合わせる

教育本部部長を追加

項番号入換

文言整理

文言整理

項番号入襖

研修の実技・理論区分を定

めず， 必修単位のみ明記し

た。

文言追加

年度８月１日から翌年７月３１日までをいう。

第３条

　

研修会の会場は、参加者の所属する加盟団体によら

ず、自由に選ぶことができる。
２

　

研ｒ；△「鼎座右及（｛文昌，ｒ」”～

　　

●

　　　　　

●

　　

▲

　

士竺更

新認定事業一覧表に定めるとおりとする。

第４条

　

研修会の開催期日及び会場は、キ管団体のホームペ

ージ等で周知する。
２

　

研修会を主管する加盟団体は、１０月末日までに開催日

程、会場、責任者及び主任講師を本連盟に申請し、承認を

受けなければならない。また、開催日程、会場」責任者Ｌ
主任講師の変更、事業の中止等が生じた場合は、速やかに

変更届、中止届を本連盟に提出しなければならない。
３

　

‘

　　　

仕は白痴 、…；』、きなし・，湯合法‐ 他ひ１・

　　　

体と

　

合同で開催すること力 ぐきる。

第５条

　

研修会年度は、本連盟年度とする。
第６条

　

研修会は、責任者立会いのもとに、次の各号に掲げ

るとおり運営する。
（１）研修会の責任者は、本連盟の理事・教育本部部長・教

育本部専門委員、主管加盟団体長・副会長・教育本部理

事・安全対策部長、▽；Ｌｋ．

　　　　　

二

　　　

、 「～「音

者。
（且）研修△の主任講師は、 市＊帖の教育＝，リ，‐：二・ス

　

キーパトロール技術員とする。ナ披

　

太・田

　

Ｔ＝↓皆のス

　　　　　　　

▲” 一Ｍ竺公；二ついても同様の前橋いとす

　

キーパトローノｔ－」…－－

』
（３） 研修会の講師は、本連盟の安全対策専門委員・スキー

　　　　

＝

　　　　　　　　　　　　　　　

間

　　

．

　

Ｔ

　　

ず

　　　　

｝

　　　　　　

γ

　　　　　　

”

　　　　　

▲
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し
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つ

　

Ｌ
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－汗、″へ

　

し

　

７，ナメ

＊
第３条

　

研修会の開催期日及び会場は、オフィシャルブ・ソク

等で周知する。
２

　

研修会を主管する加盟団体は、１０月末日までに開催日

程、会場及び宴会発定責任者、並びに平定主任講師を本連盟
に申請し、承認を受けなければならない。また、開催日程、
ｒ^ロ捲じ ・

　

Ｊ，－白ト者、並びに手定主任講師の変更、事業

の中止等が生じた場合は、亙盈塩速やかに変更届、中止届を

本連盟に提出しなければならない。
第４条

　

研修会年度は、本連盟年度とする。
第５条

　

研修会は、責任者立会いのもとに、次の各号に掲げ

るとおり、一リラるもが；すも

（１）研修会責任者は、本連盟理事・教育本部専門委員、主

管加盟団体長・副会長・教育本部理事・安全対策部長 」委
員南←、または教育本部理事会が認めた者レ≠る。
（２）研修会は、…－しｖ、、 ス族４単位、 弾塾り蛍」＆と

し、１単位の研修時間は２時間以上とする。 ただし、都合Ｐｆγ

よ斗欠単位のある者は、別の会場において不足分を補うもの

き字る。
（３） 主任講師及び講師は、専門委員またはスキーパトロー

ル技術員とする。ただし、力が日中”ｔふ” ｒ′』＾

　

；－▼ヘゲ

　　　　　　　　　

ｕ”」，巨・・・Ｈ“′「
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Ｌ ミトロール技術員とする。 なお、．本連盟主催主管のスキ
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、 のス

　　

ー

　

パトロール技術員研修会についても同様の取扱いとする。△

　　

りふ，

　

ｒ”、ル一ｍ′し^
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、…●

　

、．・

　　

”′】Ｈｒｌｒ”

　

＾

　

．テノ「１，、÷プサ、 （４）研修会の必修単蓮は４単位とし、１単位の研修時間は

２時間以上とする。ただし、欠単位がある場合は、別の会

場で不足分を補うことができる

（４）本連盟が主ョ審÷主管する研修会の参加希望者は、開催

条で定めた内容とし、研修方法は土管団体が定めろ－
（６） 本連盟が主管する研修会の参加希望者は、開催要項に
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要項に示された期日までに、本連盟会員登録システムから申

込むもの壱字る。
（５）加盟団体が主管する研修会の参加希望者は、開催要項

に示された期日までに、主管加盟団体に申し込むもｍレナ

る。
（６）本連盟が主擁－－主管する研修会の主任講師は、参加者

の出欠を事業終了後２週間以内に、所定の様式により本連盟

に帰山しなければなない

（７）加盟団体が主管する研修会の報告責任者は、事業終了

後３週間以内に、本連盟会員登録システムで、出席登録を行

わなければならない。
第６条

　

研修会参加料は、各種公認・登録料金一覧表に定め

るが、加盟団体主管の研修会については、地域性及び参加

人員等によって増額し徴収することができる。
ｎ

　　　

鰭

　

ｎ

　

α幼

　

ｎ

　

僅

　　　

幼

　

ｎ

　

灯

　

ホ

　

ワ、ね

　

ｌ

　　　　　　　　　　　

ｒ

　

″

　

ｒｂ

　

＾

　

ハ

　

．

　

●

　　

＝
ム

　　　　

川

　

”小川

　

ム

　

ヌ、

　　

打′

　

Ｕ

　　

′

　

，

　　　　

′

　

′小

　

）明

　

け

　

捗り

　　　　　

“▼

　

］

　

－′

　

ダ

　

”Ｗ１

　

・
日後６１１・′１７３１、。

第７条

　

この規程の改廃は、 教育本部理事会の議決による。

昭 和６１年 ８

　

月

　

改訂

昭 和６３年 ５

　

月

　

改訂

昭 和６３年 ６

　

月

　

改訂

平成 ２

　

年１１月

　

改訂

平 成

　

５

　

年 ６

　

月

　

改正

平成７ 年１０月１３日

　

改正

平成８ 年１０月 １５日

　

改正

平成１２年９月２０日

　

改正

平成１５年６月２７日

　

改正

平 成１６年１１月

　

２

　

日

　

改正

平成１８年６月 １５日

　

改正

平成２０年６月２５日

　

改正

平成２１年９月１８日

　

改正

平成２２年８月３１日

　

改正

平成２３年９月２０日

　

改正

平成２５年７月

　

９

　

日

　

改正

平成２６年 ７月１５日

　

改正

平成２９年 ７月１５日

　

改正

令和 ２ 年１１月

　

６

　

日

　

改正

令和 ３ 年７月

　

７

　

日

　

改正

令和 ４ 年４月１８日

　

改正

示された期日までに、本連盟会員登録システムから申込

む。
（７）加盟団体が主管する研修会の参加希望者は、開催要項

に示された期日までに、主管加盟団体に申し込む。
（８）本連盟が主管する研修会の主任講師は、参加者の出欠

を事業終了後２週間以内に、所定の様式により本連盟に提

出する。
（９）加盟団体が主管する研修会の報告責任者は、事業終了

後３週間以内に、本連盟会員登録システムで、出席登録を

行え。
第７条

　

研修会参加料は、各種公認・登録料金一覧表に定め

るが、加盟団体主管の研修会については、地域性及び参

加人員等によって増額し徴収することができる。
第８条

　

この規程の改廃は、 教育本部理事会の議決による。

昭 和６１年 ８

　

月

　

改訂

昭 和６３年 ５

　

月

　

改訂

昭 和６３年 ６

　

月

　

改訂

平成 ２ 年１１月

　

改訂

平 成

　

５

　

年 ６

　

月

　

改正

平成７ 年１０月 １３日

　

改正

平成８ 年１０月 １５日

　

改正

平成１２年９月２０日

　

改正

平成１５年６月２７日

　

改正

平 成１６年１１月

　

２

　

日

　

改正

平成１８年６月１５日

　

改正

平成２０年６月２５日

　

改正

平成２１年９月１８日

　

改正

平成２２年 ８月３１日

　

改正

平成２３年９月２０日

　

改正

平成２５年７月

　

９

　

日

　

改正

平成２６年７月１５日

　

改正

平成２９年７月１５日

　

改正

令 和 ２ 年１１月

　

６

　

日

　

改正

令 和 ３ 年７月

　

７

　

日

　

改正

令和 ４ 年４月１８日

　

改正

令 和

　

５

　

年 ７

　

月

　

５

　

日

　　

輪正

文言削除



教育本部

　　　　　　　　　　　　

公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正案

令和６年 （２０２３年）７月５日改正

新旧対照表

現

　

行 改

　

正

　

案 備

　

考

　　　　　　　　　　　　

５３０

　　　　

公認スキーパトロール検定規程

（趣

　

旨）

第１条 この規程は、公認スキ←パトロール検定会（以下「検定

会」 という。） に関する必要な事項を定める。

（目

　

的）

第２条 検定会は、 スノースポーツを楽しむすべての人々に、 高

品質で安全・安心なサービスを提供できるスキーパトロールを

認定することを目的とする。

（実

　

施）

第３条 検定会は、本連盟の主催・主管で行う。
（周

　

知）

第４条

　

検定会開催要項は、本連盟ホームページ等で周知する。
（塗塵旦）
第５条 二′Ｌｉは、 二言…ム．

　　

，；員・スキーパトロ・ “↑±

体Ｔ昌等 し、
ｒ

　　　　

口

　　　　　　　　

；る^

（会

　

期）

第６条 会期は、２日間を原則とし、諸事情により、会期を変更

することができる。

（会

　

場）

第７条 会場は、１会場を原則とし、諸事情により、会場数を変

更することができる。

（受検資格）

第８条

　

－^ … ーコ＾亘で、
‘

　

● スト１靭以ト

２

　

赤十字救急員認定証の交付を受けているか、救急１課程修了

　

者（消防学校において、１３５時間以上の教育を受けた者）、医

　

師・看護師・准看護師又は、救急救命士の資格を有すること６‐

３

　

受検する年度の４月１日時点で、２０歳以上ｒ

　

｝爪旧人 仔昨

　

Ｔ．’↓

　　　

．

　

】

　　

ｒ

　

“ン′

　

Ｈ

　　　　　

・

　

ｒ^

　

ｙ

　

．

　　

，

　　　

，

　　　　　　　　

Ｖ′Ｎ

　　　　　　　　　

ｕ

　　

，

　　　　

．

　　

“・ノバ

　

ｖ，しず

　　

」－」ｎ

　

ロ

　

ｌ

　　

ｈ

　

、ｒ

　

ｔ

　

ｌｔｌ」ｒ

　

７ロ

　

ヘ１

　

ロ

　

ヴキ士．１

　

、久

　

，

　　　　　

Ｖ

　

”

　

↓

　　

日“

　　

●ノ

　

、′

　　

－

　　　

．

　

ノＪ

　　

Ｕ▲

　　

Ｈ

　

休

　　

、

　

じ

　

・

　　　

ノ

　

０

４

　

加盟団体が実施するスキーパトロール養成講習会を検定会ま

　

でに修了し、 養成講習修了証または所属加盟団体によって証

　

明された者。ただし、修了した養成講習の有効期間は３か年

　　　　　　　　　　　　

５３０

　　　　

公認スキーパトロール検定規程

（趣

　　

旨）

第１条 杢規程は、公認スキーパトロール検定会（以下「検定会」
という。） に関する必要な事項を定める。

（目

　　

的）

第２条

　

検定会は、スノースポーツを楽しむすべての人々に、高

品質で安全・安心なサービスを提供できるスキーパトロールを

認定することを目的とする。

（年

　　

度）

第３条

　

…
●

　　　　　　　　

＾

　

●
…の◆気・浅６条、止めた亨糸 文言追加

責任者、主任検定員、検定

員について定める

項番号入換

年度８月１日から翌年７月３１日までをいう。

（実

　　

施）

第４条

　

検定会は、本連盟の主催・主管で行う。
（周

　　

知）

第５条

　

検定会の開催要項は、本連盟ホームページ等で周知す

る。

（責任者・検定員）

第６条

　

核＊△″－白に者、↓言決定ｉ乃ぴ縮ま昌ｒ：以下のし端

　

りとする。

（，） 青ｆＴ言法、 、．－盟ｖノ鐸翠．饗ヱ嗣爪

，一会員‐ ｖｎ－

　　　

爪●” ▲．

　

÷ム／Ｗめた者

（２） 主林檎岸昌；ナ、 スキーパ トロール資格が有効な本；車明

ｖ 久工～搬専，．：え「十か「，繋げｔム

　

ホ，田

黍嘱した者

（３） 検定買法、 ス パトロール姿憎，：▼．幼′よド 班の安

　

ｆ…扇辱Ｌ
＋－・スヤ

　

パトロール，‐…昌ｖノ÷かｒ，‘粥：し、

　

★、由ａ日数吉 、ー豆が－”刊ｒ

　

｛妾

（会

　　

期）

第ヱ条

　

検定会の会期は、２日間を原則とし、諸事情により、会

期を変更することができる。

（会場・回数）

第且条

　

検定会の会場は、１会場を原則とし、諸事情により、会

場数を変更することができる。同一年度内ｖノ受検は、１回限

　

りとｔム

　

マニ右は‐ を為す会逗ｍ内、 １△ｒロ． 限り受検Ｊ

　

ることができる

（受検資格）

第９条

　

輪ｉＦ^ “－”）．・ ｛はし★

　

．

　　

ｒ．；；＝、身完了し

　

た者で、 次に掲げる各号い該当しなければならない^

（１１‐受検する年度の４月１日時点で２０歳以上

　

級 「スキープライズテスト Ａ角） に合せ｝

　

′

　

〆▽上十‐７、

　

準指導員以上の資格が有効な春

一且Ｌ 赤十字救急員認定証の交付を受けているか、救急１課程

　

修了者（消防学校において、１３５時間以上の教育を受けた者）、

　

医師・看護師・准看護師又は、救急救命士の資格を有すること

ＪＡＬ 加盟団体が実施するスキーパトロール養成講習会を検定



教育本部

　　　　　　　　　　　　

公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正案

　

とする。－

（合格者の手続）

第旦条 合格者は、検定会合格日をこ合格証が付与され、示された

　

期日までに、各種公認・登録料金一覧表に定める公認料・年

　

次登録料及びバッジ代を、本連盟会員登録システムで決済す

　

ることにより資格が認定される。 また、 次年度からの年次登

　

録料は、 他の登録料等と同時に納める。

（結果の報告及び発表）

第１０条 主任検定員は、検定会実施の結果を速やかに検定委員

　

長と本連盟に報告し、出席・合否結果を、事業終了後２週間

　

以内に、 所定の様式により本連盟に提出する。

２

　

検定会実施結果のうち、検定会成績は公表しない。
（検定基準）

第１１条 検定基準は、 別にこれを定める。

第１２条

　

この規程の改廃は、 教育本部理事会の議決による。

昭和６１年 ８月

　　　

改訂

昭和６３年 ５月

　　　

改訂

平成５年６月

　

２６日

　

改正

平成８年１０月 １５日

　

改正

平成１２年９月２０日

　

改正

平成１８年１１月１日

　

改正

平成２０年６月２５日

　

改正

平成２３年９月

　

２０日

　

改正

平成２５年７月

　

９日

　

改正

平成２８年７月 １６日

　

改正

平成２９年７月１５日

　

改正

令和２年 １１月

　

６

　

日

　

改正

会までに修了し、養成講習修了証または所属加盟団体によって

証明された者。ただし、修了した養成講習の有効期間は３か年

とする

（合格者の手続）

第１０条

　

合格者は、検定会合格日に合格証が付与され、示され

　

た期日までに、各種公認・登録料金一覧表に定める公認料・年

　

次登録料及びバッジ代を、本連盟会員登録システムで決済する

　

ことにより資格が認定される。また、次年度からの年次登録料

　

は、 他の登録料等と同時に納める。

（結果の報告及び発表）

第１１条

　

主任検定員は、検定会実施の結果を速やかに検定委員

長と本連盟に報告し、出席・合否結果を、事業終了後２週間以

　

内に、 所定の様式により本連盟に提出する。

２

　

検定会実施結果のうち、検定会成績は公表しない。
（検定基準）

第１２条

　

検定基準は、 別にこれを定める。

（規程の改廃）

第１３条

　

この規程の改廃は、教育本部理事会の議決による。

昭和６１年 ８月

　　　

改訂

昭和６３年 ５月

　　　

改訂

平成５年６月

　

２６

　

日

　

改正

平成８年１０月 １６日

　

改正

平成１２年９月２０日

　

改正

平成１８年１１月１日

　

改正

平成２０年６月 ２５日

　

改正

平成２３年９月 ２０日

　

改正

平成２５年 ７月

　

９

　

日

　

改正

平成２８年７月 １５日

　

改正

平成２９年７月 １５日

　

改正

令和２年 １１月

　

６

　

日

　

改正

令 和

　

５年７月

　

５

　

日

　

輪再

ｎＺ



教育本部

　　　　　　　　　　　　

公益財団法人全日本スキ」連盟規約・規程の改正案

令和５年度 第６回教育本部理事会

令和６年 （２０２３年）７月５日改正

新旧対照表

現

　

行 改

　

正

　

案 備

　

考

　　　　　　　　　　　

５３１

　　

公認スキーパトロール検定基準と実施要領

１，これ●

　　

●●

　　　

●

　

●
〆

　　　

ハ舗スキーパトロール検定規程

第１１条に基づき、 必要な事項を定める。

（１）検定要領

　

① スキー実技テスト

　　

○基礎種目テスト実施要領

　　

別表①のとおりとする。

　　

○搬送種目テスト実施要領

　　

別表②のとおりとする。

　

② 理論テスト

　　　

出題範囲は、 日オコヤ

　

弘佃｛＾備

　

規約・規程とし、

　　

所要時間６０分を原則とする。

　

③ 採点基準

　　

テストの採点基準は次のとおりとする。

　　

０スキー実技テストは、 １種目あたり１００ポイントとし、

　　

検定員３名の評価の平均値（小数一位を四捨五入）を当

　　

該種日の取得ポイントとする。６種目の合計が４５０ポイ

　　　

ント以上を合格とする。

　　

○理論テストは、１００点満点とし、６０％以上を合格とする。

（２）養成講習

　

① 養成講習は、集合講習２０，５時間、自主学習１７時間とし、

　

加盟団体が実施する。

　　

○理論講習１５時間（集合講習

　

６時間、自主学習

　

９時間）

　　

○実技講習２２．６時間（集合講習１４．５時間、自主学習

　

８時

　

間）

　

② 講師は，教者＊部専門禾昌

　

ｒ亦全対策部１主井はスキー

　　

パトロール技術員とし、 当該年度のスキーパトロール中央

　　

研修会またはスキーパトロール技術員研修会を修了してい

　

ること

　

③ 養成講習を未修了の受検者が、他の加盟団体へ移籍した

　　

場合、受け入れ先の加盟団体は、当該年度の養成講習を継

　　

続する。

２．この基準及び実施内容の改廃は、教育本部理事会の議決によ

る。

　　　　　　　　　　　

５３１

　　

公認スキーパトロール検定基準と実施要領

１， 公認スキ←パトロール検定規程第１２条に基づき、 公認スキ

ーパトロール快走…二逢廿こ挫宗

　

・

　　

…：γ闇Ｌ、必要な事項

を定める。

２， ÷●‘

　　

●
，度は、

ふ．・三のキム」６条 定めた亭｛こ，度 文言追加

メ日及史

文言追加

文言追加

文言追加

８月１日から翌年７月３１日までをいう。

３， スヤ

　

パトローノレ株定の蒜んトｕ…▲Ｌて′＋…ヮ‘な

スキーパトロール 被◆－ 仏、 美食／ス ト及Ｇ

　　

７ス ト

からなり、 そｖノ”合

　

ｈ′・ ‐も合ｄＨ走夕る。
（１）検定要領

① スキー実技テスト

　

０基礎種目テスト実施要領

　　

別表①のとおりとする。

　

○搬送種目テスト実施要領

　　

別表②のとおりとする。

② 理論テスト

　　

出題範囲は、 ÷

　　　　

三、二二言，”」物、 規約・規程とし

　

当

　　　　　　　　

：：ロスラる。 所要時間は６０分を原則とす

　

る。

③ 採点基準・合否判定方法

　

テストの採点基準は次のとおりとする。

　

０スキー実技テストは、１種目あたり１００ポイントとし、検

　　

定員３名の評価の平均値（小数一位を四捨五入）を当該種

　　

目の取得ポイントとする。６種目の合計が４５０ポイント以

　　

上を合格とする。

　

○理論テストは、１００点満点とし、６０％以上を合格とする。

　

Ｃ総凸÷一定Ｆふ、 同

　

÷＊｛．」ねいて、 実技ブスト、

　　

．
ノス

　　

トの両方を合格した場合、合格となる。
（２）養成講習

① 養成講習は、集合講習２０，５時間、自主学習１７時間とし、

　

加盟団体が実施する。

　

○理論講習１６時間（集合講習

　

６時間、自主学習

　

９時間）

　

○実技講習２２．５時間（集合講習１４．６時間、自主学習

　

８時間）

　

Ｃ士に”… …十

　

ｒ＝ ＾つとおりとする

② 養成講習会の講師は、本〒車卵の安全対策専門委員・スキーパ

　

トロール技術員とし、当該年度のスキーパトロール中央研修会

又はスキーパトロール技術員研修会を修了した萱

③ 養成講習を未修了の受検者が、他の加盟団体へ移籍した場

合、受け入れ先の加盟団体は、当該年度の養成講習を継続する。
の

　

Ｒ

　　

ｏ白のＴ珍」は、 十 －－「多」靴

　　　　

Ｙｎｐ斤屈ふ，霧－鞘／★″

　

－

　

－↓

　　　

’－

　

、

　

日

　

＝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＝

　

Ｌ

　　　　

ソ

　

Ｑｎ

４，この基準及び実施内容の改廃は、教育本部理事会の議決によ

る。

養成講習

養成講習は、集合講習２０，５時間、自主

盟団体が実施する。
理論講習１６時間（集合講習

　

６時間、
実技講習２２．５時間（集合講習１４．６時間
士輸… …十

　

ｒ＝ ＾つとおりとする
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昭和６３年５月

　　　　

改訂

平成５年６月

　

２６日

　

改正

平成１４年１１月

　

５日

　

改正

平成 １５年１１月

　

７日

　

改正

平成２３年９月 ２０日

　

改正

平成２４年９月 ２６日

　

改正

平成２６年８月

　

９

　

日

　

改正

平成２９年７月 １６日

　

改正

平成３０年１２月１３日

　

改正

令和元年１２月１１日

　

改正

令和５年４月

　

２０日

　

改正

昭和６１年８月

　　　　

改訂

昭和６３年５月

　　　　

改訂

平成５年６月

　

２６日
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平成１４年１１月

　

５日

　

改正

平成１５年１１月

　

７日

　

改正

平成２３年９月 ２０日

　

改正

平成２４年９月

　

２６日

　

改正

平成２５年８月

　

９

　

日

　

改正

平成２９年７月 １６日

　

改正

平成３０年１２月１３日

　

改正

令和元年１２月 １１日

　

改正

令和５年４月

　

２０日

　

改正
令 和

　

６年７月

　

５

　

日

　

輪正



令和５年度

　

第６回教育本部理－宴会

令和５年 （２０２３年） ７月５日改正

新１日対照表
現行 改正案 備考

講習科目の箇
条書き番号削
除

番号変更

講習科目の箇
条客き番号剛
除

文言変更

番号変更
行入れ換え

　

評価の観点
・ターン運動の
構成（ポジショ
ニング、エッジ
ング）

・斜面状況への
適応度（スピー
ドと回転弧のコ
ントロール）

・運動の質的内
客（バランス・リ
ズム・タイミン
グ）

区分 斜

　　　　

ー”ｍ－｛

　　　　

大］“

　　　　　

▼

　

ー

　

評＝・モキ

制動
技術

プルーク
ボーゲン

・整地／中急斜面
・中回り
・６回転～８回転

制動を主体とした回転技術 ・ターン運動の
構成（ポジシヨ
ニング、エッジ
ング）

．斜面状況への
適応度（スピー
ドと回転弧のコ
ント口一ル）

・運動の質的内
客（バランス・リ
ズム・タイミン
グ）

横滑り
．プルークスタンスでの左右の切換
え４回以上
・ピボット操作での左右の切換え４

して行う
・スピードコントロールとフオ
ールライン方向維持

横滑り

整地／中急斜面
・プルークスタンスでの左右の切換
え４回以上
・ピボット操作での左右の切換え４
回以上

・種類の異なる切り換えを連続
して行う
・スピードコントロールとフオ
ールライン方向維持

応用
技術

パラレルターン
（小回り）

整地／急斜面 各種地形・雷質への対応
滑らかで安定した操作

応用
技術

パラレルターン
（小回り）

　

総舶ノー”－

　

懲鮎′

　　

▲

　

一

滑らかで安定した操作

パラレルターン
（大回り）

，整地／急斜面 各種地形・言質への対応
滑らかで安定した操作

パラレルターン
〔大回り）

　

懲鮎′

　　

▲

　

一

滑らかで安定した操作

搬送技術

制限搬送
・整地／綴一中斜面
・大回りと浅回りｌｏ～１５隙門を含む複合コ

“仮傷病者を載せたアキ
ヤボートを後方１人操作
で搬送する

“安定を優先した
スムーズな操作

・指定条件の達成真下搬送 ・旗門間隔５ｍ以内、旗門距離ｌｏｍ以内のオ ヤポートを後方１人操作 真下搬送
‐整地／中～急斜面
・旗門間隔５ｍ以内、旗門距離ｌｏｍ以内のオ
プンゲート４セットで構成されたコース

・仮傷病者を載せたアキ
ヤポートを後方１人操作
で搬送する

　

ー

　

ー盗壬

　

１５‐：

　

′

時間 内容

　　　

日
序論

　　　

▲

　　　　　　

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　

・

　

一

　

時間

　

１，０

　

１，０

Ｉ

Ｉ

スノースポーツ事故の実態

　

④事故と法的責任
安全なスノースポーツ環境の創出に向けて

コ÷÷序論 １・０ ①スノースポーツを取り巻く環境

　

②スノースポーツに内在する危険
③スノースポーツ事故の実態

　

④事故と法的責任

に

　

１・０

　

１，５

③救助義務

　

④ジュニアスキーヤー、シニアスキーヤーの安全対策

　　　　　　　　

▼′

　

′

　　　

ｎ

　

」・▲

ス」

　

．｛

　　

ロ

　　

．．縄ぬ

　

１，０

　

１，５

Ｉ

「

救助義務

　

④ジュニアスキーヤー、シニアスキーヤーの安全対策

スふ

　

ベトロ

　　

．・朔皿～●

　

１，５ 「
スキーパトロールに求められる知識・技術
スキー場の運営

概論

　

１，５

　

１．５

③スキーパトロールに求められる知識・技術
④スキー場の江坐

医学

　

１．５

　

１・０

４ス

　

ー

　

の
①スノースポーツ救急法概論

　

②スノースポーツの外傷

　

障害

「ハ

　

ン

　

－・

　　　

へる」二Ｗ凧脈

　

．

　　　　　

・二↑」ＩＴ

　

Ｊ斌胴

スノースポーノｖー １５ 「
「
ズノ

　

「ｆ

　

‘川 ．^」よ輪

　

団スノ

　

ヌ，：： ；；外傷

　

障害

　　

－

　　

′・一

　

ノｖず‘

　

Ｊ
ＴＩＴ玩７＋

　

１・０ 「

　　

」”

　

＾－●

　　

●^

　

‘一

　

・保険じ

　

山宙ハ
．
．

　

１・０ ①′・ウンダー／

　

」艦へる」二Ｗ凧脈

　　　　　　　　　　

●^

　

▲一『・保険

　

＝

　　　

轡

　

２２，５
・

時間 内容

　　　　　　　

】
基礎種目制動技術

　

時間

　

３，Ｏ
プルークボ

　

γン

　

横滑り ［，…′ノルーク‘

‐

　

・‐口；′－

　　　　

…． ２，０ くラレルターン〔′」・皿ッ・大回り）



プ ハ

　

ハ…訂７キ

　

パトロ一月．鹸ま

　

せ

　

▲…目テスト（片開きプルーク）

　　　

飯（講習内輪筈

文言変更

分

＾

　　

ムニー‘ふ

　

パ トロ

　

ノ「 ，」

　

」

　　

目テ

　

ト（ｎ閉と ルーク） 『ｍ ＊

　

一，“ 区
分

・

　

‘：：

　

７

　　

．ｒ－ー目

　　

′、トロー・’Ｌ．

　　

斜面ノームー
‘

　　　　　　　

▲…

　　

丁

　　　　　　

ルー

　　　　　

蟹＝－′＝点
ドヌ

　　

三
▲

　　

口

　

】

　

”ル

制
動
技
術

片開きプ
ルーク

・整地／中斜面
・左右の切換え４回
・直滑降、切換え、停
止ゾーン指定

・スピードコント
ロールとフ才－ル
ライン方向維持
・滑らかで安定し
た切換え操作

・ターン運動の構成（ポジショニン
グ、エッジング）
・斜面状況への適応度（スピードと
回転弧のコントロール）
・運動の質的内容（バランス・リズ
ム・タイミング）

１００

　

ポイント満点と
し，７５ポイント以上
を合格とする。

制
動
技
術

片開きプ
ルーク

・整地／中斜面
・左右の切換え４回
・直滑降、切換え、停
止ゾーン指定

．スピードコント
ロールとフオール
ライン方向維持
・滑らかで安定し
た切換え操作

・ターン運動の構成（ポジショニン
グ、エッジング）
・斜面状況への適応度（スピードと
回転弧のコントロール）
・通勤の質的内容（バランス・リズ
ム・タイミング）

１００

　

ポイント満点と
し，７５

　

ドイント以上
を合格とする。

別塞⑤

　

公認スキ

　

パトロール検定

　

救急法テスト実施要領（講習内検定）

　

区分

　　　　

課題

　　　　　　　　

条件

　　　　　　　　　　

方法

　　　　　　　　　　

評価の観点

　　　　　　　　

合否判定
止血

　　

出血に対す

　

・検定員は、受検者を亭

　

・救助者と傷病者は

　

ａ，直接圧迫止血法

　　　　　　　　

１

　

種目あたり

　　　　

る手当とし

　

前にパデイを組ませ、‐‐

　

向かい合つて位置

　

・患部の状況にあった保護ガー

　

１００

　

ポイントと

　　　　

て、直接圧迫

　

方を救助者、他方を傷病

　

する。

　　　　　　　　

ゼを当て、手全体で圧迫してい

　

し，８種目の合計

　　　　

止血法（１種

　

者とする。

　　　　　　　

‐救助者は、検定員

　

るか

　　　　　　　　　　　　　　　

が６００ポイント

　　　　

目）と止血帯

　

‐具体的に、患部及び状

　

の「始め」の合図で、 ・救助者の位置、姿勢は良いか 以上を合格とす

　　　　

止血法（２種

　

態を指定する。

　　　　　

手技を開始する。

　　

ｂ，止血帯止血法

　　　　　　　　　

る。

　　　　

目）を出題す

　

・傷病者の体位は、検定

　

・救助者は、検定員

　

‐止血帯を巻き付ける位置は正

　　　　

る。

　　　　　

員が指示する。

　　　　　

の「止め」の合図で、

　

しいか

　　　　　　　　　

・止血帯は、素早〈実施

　

手技を終了する。

　　

・棒やロッドの固定は確実にで

　　　　　　　　　

することが原貝ｌｉであり

　

・検定員は手技を採

　

きているか

　　　　　　　　　

制限時間は設けないが、

　

点する。

　　　　　　

・三角巾やバンドは緩くないか

　　　　　　　　　

検定中に緊縛時間が長

　

・救助者と傷病者

　

※種目ごとに以上のポイントを

　　　　　　　　　　

くならないように配慮

　

は、 役割を交代す 目安に判定する

　　　　　　　　　

する。

　　　　　　　　　　

る。
包帯

　　

・こ，，－〆」ソ

　

・～

　　　　

，^^

　

℃亭

　

・……日－．…－ぬ

　

ａ，”Ｍ”

　

」ｕ凸－正は除〈）
固

　

定

　

る手当とし

　

前にバディを組ませ、←

　

向かい合って位置

　

・確実に患部を覆っている

　

（

　

副

　

て、 三角巾

　

方を救助者、他方を傷病

　

する。

　　　　　　　　

か

　

“きずにあった厚さ、広さに
子

　

を

　

（額，頭，前

　

者とする。

　　　　　　　

・救助者は、検定員 なっているか
使

　

用

　

腕ａ，膝，腕

　

・救助者は、保護ガーゼ、

　

の「始め」の合図で、

　

ｂ．包帯の巻き方
し

　

な

　

のつりａから

　

三角巾等を用意する。

　　

手技を開始する。

　　

・手順通りに出来ているか

　

・
い

　

も

　

４種目）を出

　

・具体的に、患部及びき

　

・救助者は、検定員

　

たるみがなく保護ガーゼが支持
の）

　　

題する。

　　　

ずの状態を指定する。

　　

の「止め」の合図で、

　

されているか

　

‐患部を十分に

　　　　

・骨折、脱臼、 ‐傷病者の体位は、検定

　

手技を終了する。

　　

覆えているか

　

・本結びになっ

　　　　

捻挫に対す

　

員が指示する。

　　　　　

・検定員は手技を採

　

ているか

　

・末端の処理はよい

　　　　

る手当とし

　

・三角巾は開き三角巾の

　

点する。

　　　　　　　

か

　　　

て、副子を使

　

状態から始める。

　　　　

・救助者と傷病者

　

ｃ，締め具合

　　　　

用しない固

　

・制限時間は、概ね次の

　

は、 役割を交代す

　

・きずにあった締め具合になっ

　　　　

定（鎖骨骨折

　

時間を目安とする。

　　　

る。

　　　　　　　　　

ているか

　　　　

固定，足首総

　　

三角巾１枚を使用す

　　　　　　　　　　　　

ｄ，結び目の位置

　　　

挫固定から

　

るものは１分３０秒

　　　　　　　　　　　　　　

・基本的に外側、上部で結ばれ

　　　　

１種目）を出

　　

三角巾２枚を使用す ているか

　

‐きずを避けた位置

　　　　

題する。

　　　

るものは２分３０秒

　　　　　　　　　　　　　　

で結ばれているか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｅ、その他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・傷病者を手荒に取り扱ってい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ないか

　

‐保護ガーゼ、包帯の扱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

いは良いか

　

・全体のバランス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

は良いか

　

‐時間内にできたか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※以上のポイントを目安に判定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

する

　　

、

　

ハｉｍズ十

　

パ トロ

　

１「

　　

－

　

曳′卓 球テス ト室↓↓

　

．－「

　

閉＝
区分 課題 条件 方法 評価の観点 合否判定
止血

包帯

る手当とし
て、直接圧迫
止血法（１種
目）と止血帯
止血法（２種
目）を出題す
る。

前にバデイを組ませ、ー
方を救助者、他方を傷病
者とする。
・具体的に、患部及び状
態を指定する。
・傷病者の体位は、検定
員が指示する。
・止血帯は、素早く実施
することが原則であり
制限時間は設けないが、
検定中に緊縛時間が長
くならないように配慮
する。

向かい合って位置
する。
・救助者は、検定員
の「始め」の合図で、
手技を開始する。
・救助者は、検定員
の「止め」の合図で、
手技を終了する。
・検定員は手技を採
点する。
・救助者と傷病者
は、 役割を交代す
る。

・患部の状況にあった保護ガー
ゼを当て、手全体で圧迫してい
るか
・救助者の位置、姿勢は良いか
ｂ，止血帯止血法
・止血帯を巻き付ける位置は正
しいか
・棒やロッドの固定は確実にで
きているか
・三角巾やバンドは緩くないか
※種目ごとに以上のポイントを
目安に判定する

１００

　

ポイントと
し，８種目の合計
が６００ポイント
以上を合格とす
る。

固

　

定
（

　

副
子

　

を
使

　

用
し

　

な
い

　

も
の）

る手当とし
て、 三角巾
（額，頭，前
腕ａ，膝，腕
のつりａから
４種目）を出
題する。
・骨折、脱臼、
捻挫に対す
る手当とし
て、副子を使
用しない固
定（鎖骨骨折
固定，足首総
挫固定から
１種目）を出
題する。

前にバデイを組ませ、←
方を救助者、他方を傷病
者とする。
・救助者は、保護ガーゼ、
三角巾等を用意する。
・具体的に、患部及びき
ずの状態を指定する。
‐傷病者の体位は、検定
員が指示する。
・三角巾は開き三角巾の
状態から始める。
・制限時間は、概ね次の
時間を目安とする。
三角巾１枚を使用す

るものは１分３０秒、
三角巾２枚を使用す

るものは２分３０秒

向かい合って位置
する。
・救助者は、検定員
の「始め」の合図で、
手技を開始する。
・救助者は、検定員
の「止め」の合図で、
手技を終了する。
・検定員は手技を採
点する。
・救助者と傷病者
は、 役割を交代す
る。

・確実に患部を覆っている
か

　

“きずにあった厚さ、広さに
なっているか
ｂ．包帯の巻き方
・手順通りに出来ているか

　

・
たるみがなく保護ガーゼが支持
されているか

　

‐患部を十分に
覆えているか

　

・本結びになっ
ているか

　

・末端の処理はよい
か
ｃ，締め具合
・きずにあった締め具合になっ
ているか
ｄ，結び目の位置
・基本的に外側、上部で結ばれ
ているか

　

‐きずを避けた位置
で結ばれているか
ｅ、その他
・傷病者を手荒に取り扱ってい
ないか

　

‐保護ガーゼ、包帯の扱
いは良いか

　

・全体のバランス
は良いか

　

‐時間内にできたか
※以上のポイントを目安に判定
する

固

　

定
（

　

副
子

　

を
使

　

用
し

　

な
い

　

も
の）

る手当とし
て、 三角巾
（額

　

頭，前
腕ａ

　

膝

　

腕
のつりａから
４種目）を出
題する。
・骨折、脱臼、
捻挫に対す
る手当とし
て、副子を使
用しない固
定（鎖骨骨折
固定，足首捻
挫固定から
１種目）を出
題する。

前にバディを組ませ、←
方を救助者、他方を傷病
者とする。
・救助者は、保護ガーゼ、
三角巾等を用意する。
・具体的に、患部及びき
ずの状態を指定する。
・傷病者の体位は、検定
員が指示する。

　

．” －ＭＴ－伍中の
状態から始める。
・制限時間は、概ね次の
時間を目安とする。
三角巾１枚を使用す

るものは］分３０秒、
三角巾２枚を使用す

るものは２分３０秒

向かい合って位置
する。
・救助者は、検定員
の「始め」の合図で、
手技を開始する。
・救助者は、検定員
の「止め」の合図で、
手技を終了する。
・検定員は手技を採
点ずる。
・救助者と傷病者
は、 役割を交代ず
る。

．確実に患部を覆っている
か

　

・きずにあった厚さ、広さに
なっているか
ｂ．包帯の巻き方
・手順通りに出来ているか

　

・
たるみがな〈保護ガーゼが支持
されているか

　

・患部を十分に
覆えているか

　

・本結びになっ
ているか

　

・末端の処理はよい
か
ｃ，締め具合
・きずにあった締め具合になっ
ている力、
ｄ，結び目の位置
‐基本的に外側、上部で結ばれ
ているか

　

・きずを避けた位置
で結ばれているか
ｅ，その他
・傷病者を手荒に取り扱ってい
ないか

　

・保護ガーゼ、包帯の扱
いは良いか

　

・全体のバランス
は良いか

　

・時間内にできたか
※以上のポイントを目安に判定
する

モト［一 弘ご△士

　　

□－

　

ノｗご土Ｔス ト車”し

　　

ｒ 別表⑥

　

公認スキ

　

パトロール検定

　

ロープ操法丁スト実施要領 （講習内検定）
区分 課題 条件 方法 訂，－・翌二点

１

　

種目あたり
区分 課題 条件 方法

　　　　

髪」．－ｉ占
・ｉ金ｖノ人ささ

　　

一

　

］”疋
１

　

種目あたり
プ 操
法

日本スキ
ば，外径７，０～１２，ｏｍｍ，長さ
５ｍ，材質はロープ検定種目
に適したものとする。
・検定員は、結びの種類を
指定する。

の「始め」の合図で、
手技を開始し，「止
め」の合図で、手技
を終了する。
・検定員は評価の観

しているか）
・末端の長さ（ー握り程度の長
さか）
・結束の強さ（結びが緩んでい
ないか）

１００

　

ポイントと
し，８種目の合計
が６００ポイント
以上を合格とす
る。

プ操
法

程等刊行物
に示す結び
の種類から
８種目を出
題する。

よ，外径７，０～１２，０顧，長さ
５ｍ，材質はロープ検定種目
に適したものとする。
・検定員は、結びの種類を
指定する。

の「始め」の合図で、
手技を開始し，「止
め」の合図で、手技
を終了する。
・検定員は評価の親

しているか）
・末端の長さ〔一握り程度の長
さか）
・結束の強さ〔結びが緩んでい
ないか）

１００

　

ポイントと
し，８種目の合計
が６００ポイント
以上を合格とす
る。

教程安全綿
に示す結び
の種類から
８種目を出
題する。



片手で保持した状態で待機
する。
・制限時間は，全種目とも
４０秒とする。

る。 たか） 片手で保持した状態で待機
する。
・制限時間は． 全種目とも
４０秒とする。

る。 ）



教育本部

　　　　　　　　　　　　

公益財団法人全日本スキ←連盟規約・規程の改正案

令和６年度 第６回教育本部理事会

令和５年 （２０２３年）７月５日改正

新１日対照表

現

　

行 改

　

正

　

案 備

　

考

　　　　　　　　　　　

５３２

　　　　

公認スノーボー ド指導者規程

（目

　　

的）

第１条

　　

この規程は、公益財団法人全日本スキー連盟 （以

下「本連盟」という。）公認規程に基づき、公認スノーボ

ード指導者 （以下「指導者」という。） に関し、必要な事

項友常胎ス｝レル日的レナス

（定

　　

義）

第２条

　　

指導者とは、本連盟公認スノーボード指導員、公

認スノーボード準指導員をいう。
（任

　　

務）

第３条

　　

指導者は、スノーボード界の先達として自覚と誇

　

りをもって、その普及発展に努めなければならない。
（資

　　

格）

第４条

　　

指導者は、
人…”…

　

、Ｌ”た右Ｔ

一 ドム：．↓Ｈｒ日｛″憲十Ｚところにより、 で〃．^ ↓
－÷となる

　

‐しぶ′ふＺ

　

｛＋」

　

ｔｈｉ日芸資故 ”ロ；－ヒ」 ｎ・る場合

　

汀ｒ↑ｉ」；昌・”′

　

＝

　

ふ

　

Ｇ

　

Ｆｂｌ」１

　

つ÷÷１，・ス↓ロ ・^Ｌ

　　

」ム，十召

　

し１

　

つ÷・Ｈｑｉ辻

　　　　　　　

］

　　　　　　　

．・・

　　

Ｌ

　　

し＼ノ

　

、

　

〕

　　

、

　

、

　　　　

ｏ

　　　　　

ｒ

　　

α“

　　

】

　

’

　

い

　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

」

　　

Ｖ

　　　

、

　

｝Ｈ

　

サＪ

　

一÷ス

　

｝

　

し｛｛ワｉやキナ－．・

（活動の範囲）

第５条

　　

指導者は、本連盟の加盟団体、所属団体及び公認

スキー学校等において活動することを原則とする。
（有効期間）

第６条

　　

資格の有効期間は、合格年度及び更新年度から２

年間とする。

　　　　　　　　　　　

５３２

　　　　

公認スノーボード指導者規程

（目

　　

的）

第１条

　

本規程は、公益財団法人全日本スキー連盟（以下「本

連盟」という。）公認規程に基づき、公認スノーボード指

導者 （以下「指導者」 という。）に関し、必要な事項を定

める。
（年

　　

度）

第２条

　

本棚坦か年驚け、大浦朗の余熱黛６条で定めた亨業
文言追加

文言変更

ス日”弾”

「指導者研修会」→ 「指導

者研修」

年度８月１日から翌年７月３１日までをいう。

（定

　　

義）

第且条

　

本規程の指導者とは、本連盟公認スノーボード指導

員、公認スノーボード準指導員をいう。
（任

　　

務）

第４条

　

指導者は、スノーボード界の先達として自覚と誇りを

　

もって、その普及発展に努めなければならない。
（資

　　

格）

第５条

　

指導者は、二鼠スノーボード

　

：挿か葛匁と▼定納｛

虚÷会で合格した者に付与され、仝同 …マｍ

　　　　　　　　　　　　　　　　

，…ｖノ白格を有する

（活動の範囲）

第６条

　

指導者は、本連盟の加盟団体、所属団体及び公認スキ

ー学校等において活動することを原則とする。
（有効期間）

第７条

　

資格の有効期間は、合格年度及び更新年度から２年間

とする。

（義

　　

務）

第８条

　

指導者は、 次の各号に掲げる義務を負う。
（１）指導者は、指導者の任務を完遂するため、資格有効期

限内に、公認スノーボード指導者研修を最低２年に１回受

講し、修了しなければならない。
（２） 指導者は、加盟団体の事業には、優先的に参加しなけ

ればならない。
（資格の停止）

第９条

　

指導者が、指導者研修を２年続けて未修了の場合は、
指導者の資格を停止する。資格停止中の者は、指導活動を

行うことができない。

（資格停止の解除）

第１０条

　

指導者の資格の停止解除は、公認スノーボード指導者

研修修了により資格の停止を解除できる。
（資格の喪失）

第１１条

　

指導者で、次に掲げる各号の一つに該当する者は、指

（義

　　

務）

第７条

　　

指導者は、次の各号に掲げる義務を負うものと≠

る。
（１） 指導者は、指導者の任務を完遂するため、資格有効期

　

限内に、公認スノーボード指導者研修を最低２年に１回受

　

講し、 修了しなければならない。

（２） 指導者は、加盟団体の事業には、優先的に参加しなけ

ればならない。
（資格の停止）

第８条

　　

指導者が、指導者研修会を２年続けて未修了の場

合は、指導者の資格を停止する。資格停止中の者は、指導

　

活動を行うことができない。
（資格停止の解除）

第９条

　　

指導者の資格の停止解除は、公認スノ←ボード指

　

導者研修修了をもって資格の停止を解除できる。
（資格の喪失）

第１０条

　　

指導者で、次に掲げる各号の一つに該当する者は、



教育本部

　　　　　　　　　　　　

公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正案

　

Ｔ…中′＼【、辺Ｌ．：；

　

←

　

ｈ

　　　　　　　

一 、 …・・ロＶノー↑ニセ喪；、ラる。
（１）本連盟会員登録規程第４条の規定により、会員の資格

を喪失したとき

（２）本連盟の規約に違反し、指導者としての体面を汚すよ

　

うな行為があったとき

（３）資格の年次登録料を納期までに納入しないとき

（登録料の納期）

第１１条

　　

第３条に定める指導者は、各種公認・登録料金－

覧表に定める年次登録料を、 毎年会員登録料と同時に、所

定の期日までに納めるものとする。
（規程の改廃）

第１２条

　　

この規程の改廃は、教育本部理事会の議決による。

平 成１０年１０月

　

５

　

日

　　

制定

平成１２年９月２０日

　　

改正

平成１４年６月２８日

　　

改正

平成１７年６ 月１５日

　　

改正

平成２３年９月２０日

　　

改正

平成２５年７月

　

９

　

日

　　

改正

平成２９年７月１５日

　　

改正

平成２９年８月２２日

　　

改正

令 和２年１１月

　

６

　

日

　　

改正

令 和 ３年 ９月

　

２７日

　　

改正

導者の資格を喪失する。
（１）本連盟会員登録規程第４条の規定により、会員の資格

を喪失したとき

（２）本連盟の規約に違反し、指導者としての体面を汚すよ

　

うな行為があったとき

（３）資格の年次登録料を納期までに納入しないとき

２

　

前項第１号、第２号については、理事会の決定によん

（登録料の納期）

第１２条

　

第３条に定める指導者は、各種公認・登録料金一覧表

に定める年次登録料を、毎年会員登録料と同時に、所定の

期日までに納める。
（規程の改廃）

第１３条

　

この規程の改廃は、 教育本部理事会の議決による。

平 成１０年１０月

　

５

　

日

　　

制定

平成１２年９月２０日

　　

改正

平成１４年６月２８日

　　

改正

平成１７年６月１５日

　　

改正

平成２３年９月２０日

　　

改正

平成２５年７月

　

９

　

日

　　

改正

平成２９年７月 １５日

　　

改正

平成２９年８月２２日

　　

改正

令 和２年１１月

　

６

　

日

　　

改正

令 和 ３年 ９月

　

２７日

　　

改正

令和５年 ７

　

月

　

５

　

日

　　

恥置

「理事会の決定により」 を

第１項から削り、 第２項に

いれる



教育本部

　　　　　　　　　　　　

公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正案

令和５年（２０２３年）７月５日改正

新旧対照表

現

　

行 改

　

正

　

案 備

　

考

　　　　　　　　　　　

５３３

　　　

公認スノーボード指導者研修会規程

第１条

　

公認スノーボード指導者規程第７条第１項第１号に

定める指導者研修会（以下「研修会」という。）は、本連盟が

主催し、加盟団体主管のもとに行い←会場は「（公財）全日本

スキー連盟スノーボード指導者研修会××会場」と称する。

第２条

　

ス′ ：“・

　

ｒ…” ー

　

”帆ハ′

　

ぞ

　

れ。サロ肌

　

ｆｒｌ州キワ

　

々

　

ん～１

　

，”｛１

　

口′７、●
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」．１

　

‐帆

　　　

」ム々 “，

　　

＝

　

人

　

．ァ

　

●
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・

　　　

．

　

′

　

，

　　

▲

　　

ｊ＼ハ′

　

▲

　　

」Ｊ

　

Ｖ′

　

′

　　　　　　　　　　　　　　

ノ

　

、

　　

ｒ

　　　　

．

　

ー′

　

ｒソ．

　　　　　　

．・一

　

ソジ′

　

′イ”

　

Ｔ

　　

一“」二」デるものとする。／こだし

　

参加する研修会

場は、面Ｈ

　　　

ｒ：…

　

執らず、自由に選ぶことができる。
２

　

７

　

′

　

ボ

　

ドｍｉｈ鄭修△

　

コ

　

′

　

ポ

　

ぃ技術・員研廟絵寿

　　

１

　　

‐γ“ハー；れつ
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．
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第３条

　

額醤ムリニ

　　

日特だ会脱’↓ 土管ｉ…ｍ…浄が、 開

催要項で告示する。
２

　

研修会を主管する加盟団体は、１０月末日までに開催日

　

程、会場及び宴会予定責任者並びに手定主任講師を本連盟

　

に申請し、承認を受けなければならない。また、開催日程、
会場及び聾Ｚ４￥商

　

責任者並びに平定主任講師の変更、事業

　

の中止等が生じた場合は、 可及的速やかに変更届、中止届

を本連盟に提出しなければならない。
３

　

工Ｂ一、

　

ｗ－，′【一一

　　　　　　　

・↑こん：：、Ｒぐ行うこと

ができる。

第４条

　

研修会年度は、本連盟年度とする。
第５条

　

研修会は、責任者立会いのもとに、次の各号に掲げ

　

るとおり運営するも臥』奉る。
（１） 研修会責任者は、本連盟理事・教育本部専門委員、主

　

管加盟団体長・副会長・教育本部理事、または教育本部

　

理事会が認めた者し孝る。
（２） 研修会は、

　　

として、 突け２単情、

　　

１※ィ′’しし‐

　　

１単位の研修時間は２時間以上とする企ただし、 拠金屋

　　

より友鎖ｆかのある者は、別の会場において不足分を補う

　

ことができる。

（３） 主任講師及び講師は、 専門委員またはスノーボード技

　

術員とする。ただし、
．

　　　

ｉ

　　　

ｆ・［１１１ソ＝１１′斎、

　

ナ，．・

　

′・

　

、

　　　　　

．‘

　

＝】

　　　

一

　

１′． “

　　

また、主任講師は、スキー指導者研修会と同時開催され

　　

スｒｄ（、 ス▼

　

』、坐”ｍ′』＾
－つ１．

　

●

　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′，±

　　

－おを者お

　　

ることができる。 なおも ＳＡＪ主催主管の技術員研修会

　　

についても，．…

　

”．”
．・とする。

　　　　　　　　　　　　

５３３

　　　　

公認スノーボード指導者研修規程

第１条

　

公認スノ」ボード指導者規程第８条第１項第１号に

　

定めた公認スノーボード指導者研修 （以下「研修会」とい

　

う。） は、 公；；；：ｉ１を人全日本ス十

　

速目月 （以下 「大浦Ｈ月－

　

という）が主催し、加盟団体主管のもとに行い「（公財）全

　

日本スキー連盟スノーボード指導者研修会××会場」 と称

する。
第２条

　

本規程の年度は、本連盟の定款第６条で定めた事業

研修制度を定める規程のた

め規程名から 「会」 を削る

条番号変更

文言整理

文言追加

主語の入襖

文言整理

教育本部資格更新認定事業

‐覧表制定に伴う文言変更

文言変更

語句整理

文言変更

語句整理

教育本部部長を追加

文言整理

項番号入襖

「実技２単位、理論１単位」

を「３単位」に変更

年度８月１日から翌年７月３１日までをいう。

第３条

　

研二二 二・【．十、 参加者ｖノ′ノ，閥；る加明冊体によら

ず、自由に選ぶことができる。

新認定事業一覧表に定めるとおりとする，

第４条

　

蟹ｒ＾を＋巳Ｊる〃＝＝屈伏ｚ十

　

日目

団体のホームページ等で周知する。
２

　

研修会を主管する加盟団体は、１０月末日までに開催日程、
会場Ｌ責任者及び主任講師を本連盟に申請し、承認を受け

　

なければならない。また、開催日程、 会場Ｌ責任者」主任

講師の変更、事業の中止等が生じた場合は、速やかに変更

届、中止届を本連盟に提出しなければならない。
３

　　　　

…はが緊…、…，げ、きたし

　

易誉は、 伸．の農繁ｍ鼻

　

合面、ニニ；ることができる。

第５条

　

研修会年度は、本連盟年度とする。
第６条

　

研修会は、責任者立会いのもとに、次の各号に掲げ

　

るとおり運営する。
（１） 研修会の責任者は、本連盟の理事・教育本部部長・教

育本部専門委員、主管加盟団体長・副会長・教育本部理事、
又は本連盟の教育本部理事会が認めた者。

　　　　　　　　　　　　　

ム

　　　

のみ ，↑＊：も門支艮・ス（２） 馴 ↓｛－ノ士ｒ，‐ふこごよ、
●＝

　

一

ノーボード椿術昌とする。 また、スキー指導者研修会を同

門，ｍｎ；；ス旧△

　

＋′ず

　

…汐一喜），るこしが ご声ろ^

　

ナ′似

広液閉十樫土管のスノーボート．^ 二．
ｍ竺；についても同

の取扱いとする

師は、スキー指導者研修会と同時開催さ ミー ド柊術員・ナショナノレスノーボー ドデ

ｒｄ（

　　

ス、「

　　

』、坐”ｒ↑′』＾ １・

　　

●

　

′，±

　　

－あヰ者“ 一・ＳＡＪスノーボー ドデモンストレーターとする。 なお

様の取扱いとする。
（４） 研修会は、 ３酎‘むとし （１鞘ィ市′ノ，，ノ彪

　

●

　

’＋２－二，閏を

原則とする）、実稜での実施を原則とする。ただし、欠単位



教育本部

　　　　　　　　　　　　

公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正案

（４） 研修会の参加希望者は、開催要項に示された期日まで

　

に、主管加盟団体に申込むも…；ナニ

（５）研修会を主管する加盟団体の報告責任者は、事業終了

　

後３週間以内に、本連盟会員登録システムで、 出席登録

　

を行わなければならない。
第６条

　

研修会参加料は、各種公認・登録料金一覧表に定め

るが、加盟団体主管の研修会については、地域性及び参加

人員等によって増額し徴収することができる。

がある場合は、別の会場で不足分を補うことができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　

「

　

一」｛＋

　　

ｎｒ′しコｍ日Ｚｉ

　　

．（５）＝月影ム

　

ー劉．… ・ 明け

　　　　　　　

Ｊ

　　　

そのふもギす，要な＝．員をもつ

　

Ｌ

　　　

し、

　

士官

　　　　

ｒニノジ、止ラる。 毎十度の，研
”－一目ぬＬ▲、．＝ｒぷ

いて論定し、周知する。
（６） △；の「

　　

●

　　　　　　　　　　　　　

Ｌ．口Ａ‐ ト記

　

の事項を紐二０ せてヰ批することを認、治る

（７） ÷＊”…．

　　　　　

．

　

…・

　

一・ｎｒ”・ ー・ｂｊるｅラーニング、 書

籍等を補助的な教材として作成し、ＳＮＳ等を利用し、研修課

　

題のｍリ

　　　　　　　　　

，

　　　　　　

ｒ，，っ

　

，，′，．クム

　　　　

は、

参加前にｅラーニング、 書籍等をネ目陳する

（８）研修会の参加希望者は、開催要項に示された期日まで

に、 主管加盟団体に申込む。
（９）研修会を主管する加盟団体の報告責任者は、事業終了

後３週間以内に、本連盟会員登録システムで、出席登録を

行２。
第７条

　

研修会参加料は、各種公認・登録料金一覧表に定め

るが、加盟団体主管の研修会については、地域性及び参加

人員等によって増額し徴収することができる。

第８条

　

この規程の改廃は、教育本部理事会の議決による。

平成１０年１０月５日

　

制定

平成１２年９月２０日

　

改正

平成１４年６月２８日

　

改正

平成１４年１１月５日

　

改正

平成１６年６月２５日

　

改正

平成１６年１１月２日

　

改正

平成１７年６月１５日

　

改正

平成１８年６月１５日

　

改正

平成１９年７月５日

　

改正

平成２３年９月２０日

　

改正

平成２５年７月９日

　

改正

平成２６年７月１５日

　

改正

平成２９年７月１５日

　

改正

令和３年１１月

　

６日

　

改正

令和３年 ７月

　

７日

　

改正

令和 ４年 ４月１８日

　

改正

令和

　

５年 ７月

　

５日

　

約定

スキーに合わせる

スキーに合わせる

スキーに合わせる

文言削除

　　

Ｊ

　　　

そのふもギす，要な＝．員をヰ

項を紐二０ せてヰ批することを認、治る

　

ナー

　

、。

第７条

　

この規程の改廃は、 教育本部理事会の議決による。

平成１０年１０月５日

　

制定

平成１２年９月２０日

　

改正

平成１４年６月２８日

　

改正

平成１４年１１月５日

　

改正

平成１６年６月２５日

　

改正

平成１０年１１月２日

　

改正

平成１７年６月１５日

　

改正

平成１８年６月１５日

　

改正

平成１９年７月５日

　

改正

平成２３年９月２０日

　

改正

平成２５年７月９日

　

改正

平成２６年７月１５日

　

改正

平成２９年７月１５日

　

改正

令和 ３年１１月

　

６日

　

改正

令和 ３年 ７月

　

７日

　

改正

令和 ４年 ４月１８日

　

改正
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令和６年（２０２３年）７月５日改正

新旧対照表

現

　

行 改

　

正

　

案 備

　

考

　　　　　　　　　　

５３４

　　　

公認スノーボード指導者検定規程

（公認スノーボード指導者検定の種類）

第１条

　

公認スノーボード指導者検定は、次の各号に掲げる

２種類とする。
（１）スノーボード指導員検定

（２）スノーボ←ド準指導員検定

１ スノーボード指導員検定

（スノーボード指導員検定）

第２条

　

スノーボード指導員検定について、次のとおり定め

る。

（実

　　　

施）

　　　　　　　　　　　　

日◆^ 庫．^

　

ハリ下ｒ路．↓＾

　

．１・ｒ・ニ

　

、第３条

　

アノーヤ

　

……”′

　

は、本連盟の主催・主管で行う。
（周

　　　

知）

第４条

　

検定会開催要項は、本連盟ホームページ等で周知す

る。

（検

　

定

　

員）

第５条

　

検定闘士 △，ふ俳」↓円ふ・ Ｅふら；；きれたスノー

　

ボードＡ級検定員３名以上で構成する。
２

　

検定員の人数は、受検者数に応じて会場ごとに定める。

（会

　　　

期）

第６条

　

△ー”

　

として３日間とし、同期鞭こ行う。塗塗

　　　　　　　

ｕ

　

－＝～．い．… ：ある場合は、会期を変

　

更することができる。

（会

　　　

場）

第７条

　

受検者は、各検定会場の内、１会場に限り受検する

ことができる。

（検定基準・実施要領）

第８条

　

スノ←ボ

　

ド叱活醐・●には、 スノーボー ドの実技、

　　　

；し・ニニ”ついＬ』ニ・し、検定基準及び実施要領は別

　　　　　　　　　　　

６３４

　　　　

公認スノーボード指導者検定規程

（公認スノーボード指導者検定の種類）

第１条

　

公認スノーボード指導者検定は、次の各号に掲げる２

種類とする。
（１）スノーボード指導員検定

（２）スノーボード準指導員検定

（年

　　

度） 文言追加

責任者、主任検定員、検定

員について定める。

文言整理

文言整理

文言整理

度８月１日から翌年７月３１日まで寿いう

１ スノーボード指導員検定

（スノーボード指導員検定）

第３条

　

スノーボード班地員÷‘」｛以下「山寺昌栓キＡ１とい

ヱＬ‐Ｌについて、次のとおり定める。
（実

　　　

施）

第４条

　

指導員検定会は、本連盟の主催・主管で行う。
（周

　　　

知）

第５条

　

撞導旦検定会坐開催要項は、本連盟ホームページ等で

周知する。
（責任者・検定員）

笛 象

　

携道自給中△ｍ書は妾

　　

士は姶完昌恥探検常昌ｚ十樹下

のとおりとする

　　　　

＝’－

　

． ’．・ 一幸公ご萱めた者委員、 ▽‘］ゑ

　　　

つふ月，，

（２） 土ｆＴ二 胃は、 スノーボ

　

ドＰ－．^ た員言．今．；有益′，ノ

、＊Ｂ日ｍ ノーボード豊，，～□の中かた“ｆ干し、大浦明勘育本

部長諺Ｓ委嘱した者

のスノーボード専門委員・スノーボー ド柊術昌・ナショナル

スノーボー ドデモンストレーター及びＳＡＴスノーボー ドデ

モンストレーターの中かれ湿す↑し、，÷
．－【Ｍ

　

′

　

＝

　

Ｆ”－ 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｍ少１月メコト…，，｝

した者

４） 倫キ昌は、 スノ・

　

ボ・

　

ドＡ′ｍ．^ か昌３名－）′ト、
…

　

●

　

ずる

て５）検定員の人数は、受検者数に応じて会場ごとに定める

（会

　　　

期）

　　　　

呂ふす△″△湖〆． ３日間す‐屑印？ し、 同期日に第７条 ・…”
行う。賓告畢慣により、 会期を変更することができる。

（会場・回数）

第８条

　

指導二”‘

　

＾

　

ノ会場は、 ３二；を原則とし、ぇ廿－，－－」

　

より、会場数を密草するこ ができる 同一年度内の受検は、

　

１

　　

りとし‐三輪台－小、各検定会場の内、 １会場に限り受

検することができる。
（検定基準・実施要領）

第９条

　

指導旨検定会は、 スノーボー ドの・こＬ丁スト蒋〔
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に定める。

（受検資格）
第９条

　

スノーボード指導員受検者は、受検年度の本連盟会

員登録を完了した者で、次に掲げる各号に該当しなければ

ならない。 ただし、 三：ぶ，皮，↓ドムー”’ 醇し ス

（１） 受検する年度の４月１日翼産、２１歳以上の春

　

｝

　　　

ｒＨ

　

＾“へ

　　　　　

１▲｝、Ｌ

　　

．

　　

ｏ日

　

晶

　

一」ふ′

　

ホー クＬｉγ一；’珠

　

納

　

ず言旨

ゑ仏一ばＦｏ

　

ロ

　

ー

　

ロ 、ト

　　　

▲

　　

ワ

　

ロつ１ロ ÷？′＄や★′－．・糸

（２）公課スノーボード淵世導員のニニ」 し、 白二，一ぜ

含めず２年じ′トす”帽していろ考一ただし、嘗豹捨止者汐

陸～；
（３）加盟団体が主催するスノーボード指導者養成講習カリ

キュラム（以下「養成講習」という。）を７ノード

　

ｒｒー

導員検定会までに修了し、養成講習修了報告書または所属

加盟団体によって証明された者。ただし、修了した養成講

習の有効期間は翌年度までとする。養成講習の内容は別に

定めるｒ
（特別推薦による受検）

第１０条

　

核術漢手権を除く全日本選手権、ＦＩＳ公認大会等

の競技会において、３回以上入賞した者は、スノーボード

準指導員資格を有していなくても、加盟団体長の推薦によ

　

り特別推薦書を本連盟に提出し、教育本部理事会の承認を

得て、当該年度のヌ

　

′－ポ」率指導員検定会の受検手続き

を行い、検定会で受検することができる。なお、特別推薦

書の提出期限は受検する年度の１０月末日までとし、△宣大

会名、種目、順位を付記し、その証明書類技ブド当欺＃府ｍ

　　　　　

＝Ｍ」帯”して提出する。

テストを空祢し、検定基準及び実施要領は別に定める。
（受検資格）

第１０条

　

』 １４櫓々Ａの受検言な、受検年度の本連盟会員登録

を完了した者で、次に掲げる各号に該当しなければならない。
（１） 受検する年度の４月１日時点で２１蔀・｝′上

（２）晋検する年度の３年席前までに、スノーボード準指導員

を取得し、資格が有効な者

（３）加盟団体が主催するスノーボード指導者養成講習カリキ

　

ュラム （以下「養成講習」 という。） を指導員検定会までに

修了し、養成講習修了報告書又は所属加盟団体によって証明

　

された者。 ただし、修了した養成講習の有効期間は翌年度ま

でとする。
ル ハ

　

資の内容は別に定める

（特別推薦による受検）

第１１条

　

オリンピックに前 言、 又は３＝ｙ ト全日‐ｒご丁；； ｛柁

術ｉ巽手権を除く）‐ ＦＩＳ公認大会等の競技会において入賞

　

した者は、スノ←ボード準指導員資格を有していなくても、
加盟団体長の推薦により特別推薦書を本連盟に提出し、教育

本部理事会の承認を得て、当該年度の指導員検定会の受検手

続きを行い、検定会で受検することができる。 なお、特別推

薦書の提出期限は受検する年度の１０月末日までとし、本連盟

　

かへ日 二▲す了後、出場人ニセ、種目、順位を付記し、その

証明書類を添付して提出する。

（合格者の手続）

第１２条

　

合格者は、検定会合格日に合格証が付与され、示され

　

た期日までに、各種公認・登録料金一覧表に定める公認料・

　

年次登録料及びバッジ代を、本連盟会員登録システムで決済

　

すること；こより資格が認定される。また、次年度からの年次

　

登録料は、他の登録料等と同時に納める。
（結果報告及び発表）

第１３条

　

主任検定員は、検定会実施の結果を速やかに検定委員

　

長と本連盟に報告し、 出席・合否結果を、事業終了後２週間

　

以内に、所定の様式により本連盟に提出する。
２

　

検定会実施結果のうち、検定会成績は公表しない。
（特別推薦による合格）

第１４条

　

本連盟以外の団体のスノーボード指導者が、本連盟の

　

スノーボード指導員資格を希望する場合は、本連盟の会員登

　

録完ヱ後、加盟団体長の推薦により特別推薦書を本連盟に提

　

出し、 教育本部理事会の承認を得て手続後、スノーボード指

　

導員の資格を取得することができる。 日本スノーボード協会

　

（ＪＳＢＡ） の公認資格についてはＡ級インストラクターと

　

する。 なお、特別推薦書の提出期限は３月末日までとし、既

　

得資格のライセンス証（写） を添付し提出する。

文言整理

文言整理

会員登録を完了しているこ

とが前提となるため文言追

加

オリンピック出場者を第１

項に入れ第２項を削る

「当該年度の会員登録証明

書類」を削る

　

ワ

　

ノーＹドトー ・にｌｉロムム，；ムが－．^

　

Ｊ′・キカ‘仝：；、・

　

．^ ↓＾

　

－

　

－．^

　　

ス｝

　

しＪぎ琉｛も７

　　

Ｊュ↓、 ‘」

　

．^

　

、Ｔｂ口ぱギハヘ１^ ロ→：ロ ÷７，．し

　

ｔ

　　　

．ｒ．『ロ

　

ー

　

＾

　

』 癒着ロ

　

士′′旨コ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

可下ｍ

　

＾

　

日 ”．一

　

丁

　

′

　

隻１１；

　　

，。

（合格者の手続）

第１１条

　

合格者は、検定会合格日に合格証が付与され、示さ

れた期日までに、各種公認・登録料金一覧表に定める公認

料・年次登録料及びバッジ代を、本連盟会員登録システム

で決済することをこより資格が認定される。また、次年度か

　

らの年次登録料をま、他の登録料等と同時をこ納める。
（結果報告及び発表）

第１２条

　

主任検定員もま、検定会実施の結果を速やかに検定委

員長とイゞ

　

‘．γ警告；ることとし、出席・合否結果を、事

業終了後２週間以内に、所定の様式により本連盟に提出す

　

る。

２

　

検定会実施結果のうち、検定会成績は公表しない。
（特別推薦をこよる合格）

第１３条

　

本連盟以外の団体のスノーボード指導者が、本連盟

　

のスノーボード指導員資格を希望する場合は、本連盟会員

登録後、加盟団体長の推薦により特別推薦書を本連盟をこ提

　

出し、教育本部理事会の承認を得て手続後、スノーボード

　

指導員の資格を取得することができる。日本スノーボード

　

協会（ＪＳＢＡ）の公認資格をこついてはＡ級インストラク

　

ターとする。なお、特別推薦書の提出期限は３月末日まで
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緑証勝屠類を添付し提出する。

ｎ スノーボード準指導員検定

（スノ」ボード準指導員検定）

第１４条

　

スノーボード準指導員検定について必要な事項を

定める。
（実

　　　

施）

第１５条

　

７ノーボー ド，．日，．
二′^ ↓＾汁、本連盟が主催し、

加盟団体の主管で行う。
２

　

加盟団体が単独で開催できない場合は、他の加盟団体と

共同主管で開催することができる。
（申

　　　

請）

第１６条

　

フ，ノ・ ボ・ 「Ｔ」：ｒ二丈△を主管する加盟団体

は、１０月末日までに開催日程、公瓜＝じ ′人了 ＝．▲””

びに手定主任検定員を本連盟に提出し、承認を受けなけれ

ばならない。また、開催日程、会場及び宴会茎蒐責任者並

びに予定主任検定員の変更、事業の中止等が生じた場合

は、可及的速やかに変更届、中止届を本連盟に提出しなけ

ればならない。
（公

　　　

示）

第１７条

　

フソ’－．ご÷

　

，二，↓ｒ

　

ｌ員拳÷△の開催要項は、主管加

盟団体が公示する。
（検

　

定

　

員）

第１８条

　

検京昌は、 一

　　　

＆＝、Ｐ

　

ー

　

さわ秀スノ

　

ボ

ードＡ級検定員を含むＢ級検定員以上の検定員資格を有

する者３名以上で構成し．その中に本連盟教育本部専門委

員主たはスノーボー ド柊術昌１名以 ト再会まなけ 好か

　

らない。

（実施回数、会期）

第１９条

　

フノ・．ギ

　

ト 二 半目÷，」△は、同一年度内におい

　

て、実技と理論試験を１回ずつ実施することを原則とし、
受検者数の多いときは回数を増やすことができる。

２

　

同一年度内の受検は、共同キ管また；：ニル１；＝

　

＝体へ委

託の場合も含めて、１回に限るものとする。
３

　

一』

　　

しして３日間とし、受検者数ｒノ多少、人…
戦況．そｖ．ニ

　　　

デ，Ｒがあるしき法労 ℃；ることができ

　

る。

（検定基準・実施要領）

　　　　　　　　　　

－倫津は、 スノ」ボー ドの実第２０条

　

スノーボー ド三－“′

　

技Ｌ
一”

．．【．．，【：ついて中接し、検定基準及び実施要領

　

は別に定める。
（受検資格）

第２１条

　

スノーボ

　

ド言【，．′‐又
′^女な、受検年度の本連盟

　

登録会員で、 次に掲げる各号に該当しなければならない。

　　　　　　　　

ー

　

●．・

　

柏Ｆ′＋「４に；南日月

　

．

　

・

　

し一←ス

（１）受検する年度の４月１日里庄、１８歳以上の春。

　

｝が視会爪
，一とは、：

　

ｎ－－；▲↓…６冬’γ誉め馴れた事

　

””〔Ｆマ

　

ｕ・・１．”・、‐一斗票” ′“」１．・

　

Ｅ］ｒ、≧う。

（２）前年度までにスノーボ」ド級別テスト１級を取得した

者『

ロ

　

スノーボード準指導員検定

（スノーボード準指導員検定）

第１５条

　

スノ」ボート掌」鮒三 三．貼

　

｛以ｒ 「〒－－曾ｇ” ＝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一Ｗ

　　

Ａ－

という，２‐について、 次のとおり定める。

（実

　　

施）

第１６条

　

準指導員検定会は、本連盟が主催し、加盟団体の主管

で行う。
２

　

加盟団体が単独で開催できない場合は、他の加盟団体と合

同で開催することができる。
（申

　　

請）

第１７条

　

準指導員検定会を主管する加盟団体は、１０月末日ま

　

でに開催日程、会場Ｌ責任者及び主任検定員を本連盟に提出

　

し、承認を受けなければならない。また、開催日程、会場、
責任者Ｌ主任検定員の変更、事業の中止等が生じた場合は、
速やかに変更届、 中止届を本連盟に提出しなければならな

　

し、。
ｒ周

　　　

知）

第１８条

　

準指導員検卓△を士官すス；…

　　　　　　　　

・貝を主

　　　

＝ふりノー、一ム｛

　

ノ等Ｌ面ム一 る。

（責任者・検定員）

第１９条

　

三富活＝」◆会の青ｆ千者、十′′以｛昌形』二↓旨は以

下のとおりとする。”

文言追加

文言整理

「共同主管」 → 「合同」

語句整理

文言整理

責任者、主任検定員、検定

員について定める

語句整理

会期を３日間→２日間に変

更

語句整理

語句整理

スノーボードプライズテス

トを追加

体の主管で行う。
団体が単独で開催できない場

萱で開催することができる。
請）

委員‐ １－刀ぜ酬団体豆・酷た三・封

の教育本部理事会が認めた者

（２） キｆＴ後定員は、 スノーボー ドＡニニふ昌次炊べ′・・．・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▲′”小４

速脹教膏÷守市警委員・スノ・ ボ・ ド廿婚目の十かれ…”

し、 十貝……

　　　

”” 帆…した者

　　

体長ご：；した者

①ハノーボー ドＡー．^ 定員又はスノ・ ご

　

ドＢ′ｍＬ^ 定員峯控

　

刀し阿ｖ”“侶

◎ソノ

　

ボー ドＡ狐；、ヰｉｌ名以ト、木、幽標教育÷… ，Ｊ冨

員・スノーボード技術員１名以１－汐含胎ス

（実施回数、会期）

第２０条

　

準指導員検定会は、同一年度内において、車桔テスト

　

と理論テストを１回ずつ実施することを原則とし、受検者数

の多いときは回数を増やすことができる。
２

　

同一年度内の受検は、 各●

　　

．“

盟団体へ委託の場合も含めて、１回限りとする。
３

　

会期は、 ２日間を原則とし、諸事情により変更することが

できる。

（検定基準・実施要領）

第２１条

　

準指導員検定会は、スノーボードの実技テスト及び理

論テストを実施し、検定基準及び実施要領は別に定める。
（受検資格）
第２２条

　

準指導員検定会の受検者は、受検年度の本連盟登録会

　

昌容緑を完了した者で、次に掲げる各号に該当しなければな

　

らない。

（１）受検する年度の４月１日時点で１８歳以上

（２）骨給する年度 二三 階までにＬスノーボード級別テスト

１級 （スノーボー ドプライ ズテストを含む

　

） に合格した者

（３）加盟団体が主催する養成講習をＬ準指導員検定会までに
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（３）加盟団体が主催する養成講習をコ′－ポート↑；；専員

検定会までに修了し、養成講習修了報告書によって証明さ

れた者『
２

　

前項第３号の養成講習については、基礎理論４時間、指

導実習２時間、実技実習１２時間とし、修了した養成講習の

有効期間は翌年度までとする。
（受検手続）

第２２条

　

フソ’

　

ド

　

，
… 旧” 一▲

　

’、ｈし

　

、一’ 一一 …

　　　　　　　　　　　　　　　

｛…ｒｔ′ｄ，］」土冨「′－…閣

委託したときは、委託した加盟団体は、委託先の加盟団体

　

に、所属会員の受検の受け入れを依頼し、おらか」巳み承諾

も雷ておくものとする。
（合格者の手続）

第２３条

　

合格者は、検定会合格日に合格証が付与され、示さ

れた期日までに、各種公認・登録料金一覧表に定める公認

料・年次登録料及びバッジ代を、本連盟会員登録システム

で決済することにより資格が認定される。また、次年度か

　

らの年次登録料は、 他の登録料等と同時に納める。
（結果の報告）

第２４条

　

主任検定員は、検定会実施の結果を、検定責任者を

経て、主管加盟団体長へ報告する｝≧≧≠る。

２

　

主管加盟団体の報告責任者は、事業終了後３週間以内

に、本連盟会員登録システムで、出席・合否登録を行う。
（特別推薦による合格）

第２５条

　

本連盟以外の団体のスノーボード指導者が本連盟

のスノーボード準指導員資格を希望する場合は、本連盟会

員登録後、加盟団体長の推薦により特別推薦書を本連盟に

提出し、教育本部理事会の承認を得て手続後、スノーボー

　

ド準指導員の資格を取得することができる。日本スノーボ

ード協会（ＩＳＢＡ）の公認資格についてはＢ級インスト

　

ラクター、日本プロスキー教師協会（ＳＩＡ）の公認資格

についてはスノーボー ド・ステージ□として活動中の者と

する。 なお、 特別推薦書の提出期限は３月末日までとし、
既得資格のライセンス証 （写）、 当．▲，

．

　

人昌▽”△ョ」 【

書類を添付し提出する。
（規程の改廃）

第２６条

　

この規程の改廃は、教育本部理事会の議決による。

平 成１０年１０月

　

５

　

日

　

制定

平成１２年 ９月２０日

　

改正

平成１３年 ９月２８日

　

改正

平成１４年 ６月２８日

　

改正

平 成１４年１１月

　

５日

　

改正

平成１５年 ６月２７日

　

改正

平成１６年 ６月２５日

　

改正

平 成１７年 ６月１５日

　

改正

平 成１８年１１月

　

１日

　

改正

平 成１９年 ７月

　

５日

　

改正

平成２３年 ９月２０日

　

改正

平 成２５年 ８月

　

９日

　

改正

平成２６年 ４月１５日

　

改正

平 成２６年 ７月１５日

　

改正

平 成２９年 ７月１５日

　

改正

令 和

　

２年１１月

　

６日

　

改正

令和

　

３年 ９月２７日

　

改正

修了し、養成講習修了報告書によって証明された者

２

　

前項第３号の養成講習については、基礎理論４時間、指導

実習２時間、 実技実習１２時間とし、修了した養成講習の有効

期間は翌年度までとする。
３

　

可ー員に定める〕

　　

Ｊ

　　

‐の｛客員．ロ血γ窟める

（受検手続）

第２３条

　

準指導員検定金を他の主管加盟団体に委託する加盟団

体は、事前に委託先の加盟団体に、所属会員の受検の受け入

れを依頼し、承諾を得る。
（合格者の手続）

第２４条

　

合格者は、検定会合格日に合格証が付与され、示され

た期日までに、 各種公認・登録料金一覧表に定める公認料・

年次登録料及びバッジ代を、本連盟会員登録システムで決済

することにより資格が認定される。また、次年度からの年次

登録料は、他の登録料等と同時に納める。
（結果の報告）

第２５条

　

主任検定員は、検定会実施の結果を、検定責任者を経

て、主管加盟団体長へ報告する。
２

　

主管加盟団体の報告責任者は、事業終了後３週間以内に、
本連盟会員登録システムで、出席・合否登録を行う。

（特別推薦による合格）

第２６条

　

本連盟以外の団体のスノーボード指導者が本連盟のス

　

ノーボード準指導員資格を希望する場合は、本連盟の会員登

録完了後、加盟団体長の推薦により特別推薦書を本連盟に提

出し、教育本部理事会の承認を得て手続後、スノーボード準

指導員の資格を取得することができる。 日本スノーボード協

会（ＪＳＢＡ）の公認資格についてはＢ級イ ンストラクター、

　

日本プロスキー教師協会 （ＳＩＡ） の公認資格についてはス

ノーボー ド・ステージ□として活動中の者とする。 なお、 特

別推薦書の提出期限は３月末日までとし、既得資格のライセ

ンス証（写） を添付し提出する。
（規程の改廃）

第２７条

　

この規程の改廃は、教育本部理事会の議決による。

平 成１０年１０月

　

５

　

日

　

制定

平成１２年 ９月２０日

　

改正

平成１３年 ９月２８日

　

改正

平成１４年 ６月２８日

　

改正

平 成１４年１１月

　

５日

　

改正

平成１５年 ６月２７日

　

改正

平成１６年 ６月２５日

　

改正

平 成１７年 ６月１５日

　

改正

平 成１８年１１月

　

１日

　

改正

平 成１９年 ７月

　

５日

　

改正

平成２３年 ９月２０日

　

改正

平 成２５年 ８月

　

９日

　

改正

平 成２６年 ４月１５日

　

改正

平 成２６年 ７月１５日

　

改正

平 成２９年 ７月１５日

　

改正

令 和

　

２年１１月

　

６日

　

改正

令和

　

３年 ９月２７日

　

改正

令 和

　

５年 ７月

　

５日

　

術中

スキーに合わせる

語句整理

語句整理

語句整理

「当該年度の会員登録証明

書類」を削る



教育本部

　　　　　　　　　　　　

公益財団法人全日本スキ」連盟規約・規程の改正案

令和５年度 第６回教育本部理事会

令和５年 （２０２３年）７月５日改正

新旧対照表

現

　

行 改

　

正

　

案 備

　

考

　　　　　　　　　　　

５３６

　

公認スノーボード指導者検定基準及び実施要領

１

　

公認スノーボード指導員検定基準

１， 公認スノーボード指導者検定規程第８条に基づき、公

　

認スノーボード指導員検定基準及び実施要領を次のと

　

おり定める。

　

′１、徐守歯痛

　　

、▲

　

′

　　　

，^

　　

’

　

．日

　　　

、

　　　　　　　　　　　

Ｈ

　

し

　　　　　　　

し一トス

　

①実技種目は、次のとおりとする。

　　　

（実践種目）

　　　　

○フリーラン （急斜面）

　　　

○フリーラン（中急斜面）

　　　　

○フリーラン （緩斜面）

　　　

（指導種目）

　　　　

○ミ ドルターン （中斜面）

　　　

○ショートターン （中斜面）

　　　　

○トラバース～スピン（緩斜面）

　

◎理論

　　　

理論の出題範囲は、 日本スノ

　

ポ

　

，
●●▲

　　

日本ス

　　

し

　

＝－ ｛＾は Ｍ

　

ｒ
，
．・ Ｔ鳥コ＝眺’・ンドブック、 資

　　

粘”‘｛．^言のために、規約・規程とする。

　

（２）養成講習

　

①養成講習は、集合講習１２時間、自主学習６時間、加盟

　　

団体が実施する。

　　

０基礎理論４時間（集合講習３時間、自主学習１時間）

　　

○指導実習２時間（集合講習１時間、自主学習１時間）

　　

○実技実習１２時間（集合講習８時間、自主学習４時間）

　

②講師は、教育本部専門委員Ｌスキー技術員、スノーボ

　　

ード技術員Ｌスキーパトロール技術員、主管加盟団体

　　

長が特に認めた者とする。

　

③養成講習を末修了の受検者が、他の加盟団体へ移籍し

　　

た場合、受け入れ先の加盟団体は、当該年度の養成講

　　

習を継続する。

　

（３）採点基準

　

①実技種目は、検定員３名の評価の平均値を当該種目の

　　

取得ポイントとする。ｒ

　

’“

　

ぷ′、′Ｌ”

　

ｒ庖 」飴

　　　　　

・′寺十．

　　

”

　　

．し一トス

　

②実技種目は、 １種目当たりｒｌｏｏポイントとし、 ６種

　　

目の評価の合計が４８０ポイント以上を合格とする。 た

　　

だし、実技種目の合計が４８０ポイ ント以上であっても、

　　　

６種目中５種目が８０ポイント以上でなければならな

　　　

し、。

　

③理論は、１００点満点とし、６０点以上をもｒラモ合格とす

　　　　　　　　　　　

５３６

　

公認スノーボード指導者検定基準及び実施要領

１． 公認スノーボード指導者検定規程第９条に基づき、公認

スノーボー ド世ｉ首呂栓定形び公熱、スノーボート‐ｒ．－」“二棟

定の検定基準及び土．’－－１▼関し、え：し

　

〆 －

２． △．‐鱈の●
”｛は、

ふＬ’
－【の ム：弟６条ぐ定めた卒業・，ま

養成講習と採点基準の項番

号入換

６０点→６０％

（パトロールに合わせる）

　

８月１日から翌年７月３１日までをいう。

１ スノーボード指導員検定

３． スノーボ

　

ド；二『二棟疋……

　

一角最じ；－

　

スノ

　

ボ

　

ｒ…“”“ｒＭ

　　

‘ｉ、 史性テスト及（ 坪。冊７ス

トからなり、 その総合ｎ三 …り□］
↓＝÷す る。

Ｊ↓Ｌ実技テストの種目は、次のとおりとする。
（実践種目）

○フリーラン（急斜面）

○フリーラン（中急斜面）

○フリーラン（緩斜面）

（指導種目）

○ミドルターン（中斜面）

○ショートターン（中斜面）

○トラバース～スピン（緩斜面）

（２） 理論テストの出題範囲は、 △

　

●

　

｛．

　

』，，山勘‐規

　　　　

▲

　

しし、 当－^

　

＝^ ー約・●
．

　　　　

●

　

．・ 昨ホ－－

　　

－ ；示する。
（３）採点基準・合台ｒ，止刀広
①

　

実技テストは、 検定員３女が；市価 し、 ３名の評価の

　

ｍ伯佑 （小数ー位を四抄ｉ入） を当該種目の取得ポイ ント

　

とする。

②

　

坐比テストは、 １種目当たり１００ポイントとし、 ６種目

　

の評価の合計が４８０ポイント以上を合格とする。 ただし、

　

実技種目の合計が４８０ポイント以上であっても、６種目中

　

５種目が８０ポイント以」；でなければならない。
③

　

理論テストは、１００点満点とし、６０逸以上を合格とする。

＠

　

総合判定は、面

　

，ノーＹｋリメ÷
Ａノスト及じ坪論

　

テストの合格で、 総合合格とする。

（４）養成講習

①

　

養成講習は、集合講習１２時間、自主学習６時間とし、加

　

盟団体が実施する。

　

○基礎理論４時間 （集合講習３時間、自主学習１時間）

　

○指導実習２時間 （集合講習１時間、自主学習１時間）

　

○実技実習１２時間 （集合講習８時間、自主学習４時間）

②

　

養成講習会の講師は、本連盟の教育本部専門委員・ス

　

キー技術員・スノーボード技術員・スキーパトロール技

　

術員、 主管加盟団体長が特に認めた者とする。

　

③

　

養成講習を末修了の受検者が、他の加盟団体へ移籍し



教育本部

　　　　　　　　　　　　　

公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正案

　　　

る。

　　

，

　

ｖ

　　　　　　

”－ム

　

，｝＋

　　

±縁”－”′，｛－ス；Ｔ‘：ス且

　　　　　

′～「

　　　　　　　　　

ノ

　　

．／

　　

イ

　　

．い

　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　

▼

　　　

′

　

ｕ

　　

．▼

　　　

′

　　　

‐

　　　

ｙ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

”・′

　　　

ィ

　　

報止讃＊キヱ十所砺軒加盟．団体ｍ－正Ｒ日重ねトｈ確認 る

　

⑤総合判定は、 ズ浸・

　　

「Ａ抱きもって合格とする。

ロ

　

公認スノーボード準指導員検定基準

　　

ｎ

　　　

・、竺“ワ

　

′，

　　

い、

　　　　

▲

　　

”′

　

●．

　

●

　

．

　　　

＝

　　　

炎ん’▼乍テノ４キ

　　　

ワ

　　

”．

　　　　　　

ルー・′

　

●

　

ノ

　　　　　

′、．

　　　　

・

　

▼．．

　　

－

　　

－

　　

．′

　

▼

　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　

一

　　　　　

′

　

Ｌ

　

、

　　

′

　　

ノ

　　

ド

　

ドシゼｔｂｉ，員検～

　

＝ゥ徽峻洋

　

梅」イ筆

　

を砂〃、とセレヘ

礼洲。

　　

／

　

イ

　

、

　

．人

　　　

、▲

　

′

　　

ｒ．が

　

‘^

　　

′．（１

　　　　　　　　　　　

＝”ー目と

　　

，とする。

　　　　　

・ｌｎ′－ｖコだｆま、‐

　

ｒ

　　

①実技種目は、次のとおりとする。

　　　

（実践種目）

　　　

○ミドルターン（中急斜面）

　　　

○ショートタ」ン （中急斜面）

　　　

○フリーラン（中急斜面）

　　

（指導種目）

　　　

○ミドルターン（緩中斜面）

　　　

○スイングｔｏスイング（緩中斜面）

　　　

○トラバース～ジャンプ （緩斜面）

　　

⑨ 畑全△

　　　

理論の出題範囲は、 日本スノーボート…－

　　

日本ス

　　　　　　　　　　　　　　

ハンドブック、 資

　　

袖．^ｉＦマニ者ｖノんめに、 規約・規程とする。

　

（２）養成講習

　

① 養成講習は、集合講習１２時間、自主学習６時間、加盟

　　

団体が実施する。

　　

○基礎理論４時間（集合講習３時間、自主学習１時間）

　　

○指導実習２時間（集合講習１時間、自主学習１時間）

　　

０夫ゑ大言・２時間（集合講習８時間、自主学習４時間）

　

② 講師は、教育本部専門委員、スキー技術員、スノー

　　　

ボード技術員、スキーパトロール技術員、主管加盟

　　　

団体長が特に認めた者とする。

　　　　　　

－Ｑへ、Ｌりｌｖノ；鷺有が、他の加盟団体へ移籍

　

③ 二，
．・遇Ｈ帖

　

．

　　　

した場合、受け入れ先の加盟団体は、当該年度の養

　　　

成講習を継続する。

　

（３） 採点基準

　　

① 実技種旦は、検定員３名の評価とし、３名の平均値

　　　

を当該種目の取得ポイントとする。 ただ』、ポイン

　　　

トは、少数点第１位を四捨五入とする。

　　

② 実技種目は、 １種目当たり、１００ポイ ントとし、 ６種

　　　

目の評価の合計が４５０ポイント以上を合格とする。た

　　　

だし、 実技種目の合計が４５０ポイ ント以上であって

　　　

も、６種目中５種目が７５ポイント以上でなければなら

　　　

なし、。

　　

③ 理論は、１００点満点とし、６０点以上をも今千合格とす

　　　

る。

　

④ 業し：′”－^

　

；

　

▲

　

‘”－“”－－、ヮ汝ｈ

　　　　　　

「ｉ土幻“

　

｛÷↓ －ｉｔ：言，彊

　　　　　

イ

　　

．い

　

Ｈ

　

口

　

〕・’－

　

．ｕ

　

″

　　　　　　　　　　　　　　　　

．・

　　　　

【【

　

′

　

，日‘し

　

小

　　

ノ

　

”げＭ｛

　

ノ

　

缶

　　

⑤ 総合判定は、同

　

●
， ｛において、実技・理論の合

　　　

格をもって合格とする。

　

３， この基準及び実施要領の改廃は、 教育本部理事会の議

　　

決による。

　

た場合、受け入れ先の加盟団体は、当該年度の養成講習

　

を継続する。
④

　

萱

　

」ふ習のｉ多」は、
…””議す÷”

、
．一丁りん

　　　　

Ｄ，少」

　

報告書 留ゴ「；，

　　　

， ，．一切青」：」；；る。

ロ

　

スノーボード準指導員検定

４． スノーボー ド＝，［讐日検定の検定日：椎恥ごヰ批方法

　　　　　　　　

、

　

．●

　

． ・・Ｌ

　

士”テスト及び；’^ ７スノ

　

ポ

　

ト≠」↓

ストからなり、 そ－－
－＾治箔から合否・Ｔ；＆９Ｑ。

（１） 実技テストの種目は、次のとおりとする。
（実践種目）

○ミドルターン（中急斜面）

○ショ」トターン（中急斜面）

０フリーラン（中急斜面）

（指導種目）

○ミドルターン（緩中斜面）

○スイ ングｔｏスイング（緩中斜面）

０トラバース～ジャンプ（緩斜面）

（２） ，脚フストの」． 二・

　

は、本連盟の教程等刊行物、規

約，規程とし、 当畝十皮の

　　　

・ヌト明示づる。

（３）採点基準・合］「，十止刀迄

①

　

実技テストは、検定員３名の評価とし、３名の評価の

　

平均値を当該種目の取得ポイントとする。 ポイントは、

　

少数点第１位を四捨五入する。
②

　

実柿テストは、 １種目当たり１００ポイントとし、 ６種目

　

の評価の合計が４５０ポイント以上を合格とする。 ただし、

　

実技種目の合計が４５０ポイント以上であっても、６種目中

　

５種目が７５ポイント以上でなければならない。
③

　

理論テストは、１００点満点とし、６０％以上を合格とする。

④

　

総合判定は、 同

　

ｒ｛／一 輪ける÷山γスト形も： ・

　

テストの合格で、総合合格とする。
（４）養成講習

①

　

養成講習は、集合講習１２時間、自主学習６時間とし、加

　

盟団体が実施する。
○基礎理論４時間（集合講習３時間、自主学習１時間）

○指導実習２時間 （集合講習１時間、自主学習１時間）

○実技実習１２時間 （集合講習８時間、自主学習４時間）

②

　

塾一二

　　

へ

　　

”’ー．ュ

　

本連盟の教育本部専門委員・ス

　

キー技術員・スノーボード技術員・スキーパトロール技

　

術員、 主管加盟国；÷長が持とγ認淫，′有とする。
③

　

養成講習を末修了の受検者が、他の加盟団体へ移籍し

　

た場合、受け入れ先の加盟団体は、当該年度の養成講習

　

を継続する。

　

の

　

叢ｎｖ‐．白のノーＥる」は、 ｆ

　　　　　　　　　　　　　

‐間白Ｌ‘多」

　　　　　　　　　　　　

，

　

ノ叫ッＪ青・

　　　　

ブ

　

Ｑｏ

５， この基準及び実施要領の改廃は、 教育本部理事会の議決

による。

平成１０年１０月５日

　

制定

平成１２年９月２０日

　

改正

平成１４年６月２８日

　

改正

平成１５年６月２７日

　

改正

平成２１年９月１８日

　

改正

養成講習の修了について

（３）④から移動

養成講習と採点基準の項番

号入換

６０点→６０％

（パトロールに合わせる）

養成講習 の修了につ いて

（３）④から移動
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公益財団法人全日本スキ」連盟規約・規程の改正案

平成２３年９月２０Ｒ

　

改正

平成２９年７月１５日

　

改正

平成３０年１２月１３日

　

改正

令和２年１１月６日

　

改正

令和４年７月５日

　

改正

令和５年７月５日

　

改正

平成１０年１０月５日

　

制定

平成１２年９月２０日

　

改正

平成１４年６月２８日

　

改正

平成１５年６月２７日

　

改正

平成２１年９月１８日

　

改正

平成２３年９月２０日

　

改正

平成２９年７月１５日

　

改正

平成３０年１２月１３日

　

改正

令和２年１１月６日

　

改正

令和４年７月５日

　

改正
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公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正案

令和６年 （２０２３年）７月６日改正

新１日対照表

現

　

行 改

　

正

　

案 備

　

考

　　　　　　　　　　　

５４２

　　

公認クロスカントリースキー指導者規程

（目

　　

的）

第１条

　

この規程は、公益財団法人全日本スキー連盟（以下

　

「本連盟」という。）公認規程に基づき、公認クロスカント

　

リースキー指導者（以下「指導者」という。）に関し、必要

な事項を定めることを日的とする。
｛定

　　

義勢

第２条

　

指導者とは

　

本咽車開会郭ノ′ｈ７｛、／ＬＩＩ

　

スセ「「世

　

；酋呂去′－・ム

（任

　　

務）

第３条

　

指導者は、 クロスカントリースキー界の先達として

　

自覚と誇りをもって、その普及発展に努めなければならな

　

いｏ

（資

　　

格）

第４条

　

指導者は、全国共通の資格を有する。

（活動の範囲）

第５条

　

指導者は、本連盟の加盟団体、所属団体及び公認ス

キー学校等において活動することを原則とする。
（有効期間）

第６条

　

資格の有効期間は、合格年度及び更新年度から２年

間とする。

　　　　　　　　　　　

５４２

　　

公認クロスカントリースキー指導員規程

（目

　　

的）

第１条

　

杢規程は、公益財団法人全日本スキー連盟（以下「本

連盟」という。）公認規程に基づき、公認クロスカントリー

スキー指導員（以下「指導旦」という。） に関し、必要な事

項を定める。
（年

　　

度）

策２条

　　　　　

…」★．・

　　　

●
…のんふ ６条、．」…え事業

規程名変更

「指導者」→「指導員」

定義を削る

年度について追加

「指導者」→「指導員」

文言追加

「指導者」→「指導員」

教育本部資格更新認定事業

覧表制定に伴うメ６夏更

文言整理

年度８月１日から翌年７月３１日までをいう

（任

　　

務）

第３条

　

指導旦は、クロスカントリースキー界の先達として

自覚と誇りをもって、その普及発展に努めなければならな

　

し、。

（資

　　

格）

第４条

　

．［計昌は、
“馴ヶロスカントリース、

、

　

，

　

昌輸愈

　

－

　

．γ完治ナ 満座全て０柁した有に”：され、 全中・

資格を有する。
（活動の範囲）

第５条

　

指導旦は、本連盟の加盟団体、所属団体及び公認ス

キー学校等において活動することを原則とする。
（有効期間）
第６条

　

指導員の資格の有効期間は、合格年度及び更新年度

から２年間とする。
（義

　　

務）

第７条

　

指導員は、次の各号に掲げる義務を負う。
（１） 指導旦の任務を完遂するため、資格有効期限内に、公

認クロスカントリースキー指導旦研修を最低２年に１回受

講し、修了しなければならない。
（２） Ｍ

　

＾つ山

　　

及び，セ昌の口…甲刑”ふ・ 徽日［－。…

　

甲

　　

疋；米 ‐ ん－

　

＊ るし換りとする

（且） 指導員は、加盟団体の事業には、優先的に参加しなけ

ればならない。

（資格の停止）

第８条

　

指導員星、クロスカントリース 十日道日研修を２

年続－ｊ

　

」、，り丁ｖノ易合は、指導員の資格を停止する。 資格

停止中の者は、指導活動を行うことができない。
（資格停止の解除）

第９条

　

指導員の資格の停止解除は、公認クロスカントリー

（義

　　

務）

第７条

　

指導者は、次の各号に掲げる義務を負う。
（１）指導者の任務を完遂するため、資格有効期限内に、公

　

認クロスカントリースキー指導者研修を最低２年に１回

　

受講し、修了しなければならない。
（２）指導者は、加盟団体の事業には、優先的に参加しなけ

ればならない。

　　　　　　　　　　　

ｍ胸人

　　

／′＼縄７

　

ふ

　　　

Ｍ い

　

”絡
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▲
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】揺‘ド；÷▼

　　

”、Ｌ

　　　

Ｖ

　

Ｖ′

　　　　

▼′
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Ｖ

　

Ｖ“Ｈ

　

一

　

．附、

　　　　

ｒｌｒ′々 ↓

　

′寿「〒１

　

ヂー

　

ザ、″へ

　

し

　

７，／【；

　　

；▼

　

′ノｌ

　　　　

ｔ

　　　　

Ｚ’ナハｌ

　

ｒｌｒ”″

　　　　

’ソ

　

．

　

Ｅｙ

　　

」

　

．／

　　

Ｊ

　　　　

一

　

′

　

一

　　

Ｕ

　　　

′

　　　

－

　　　

′

　　　

い

　　

′

　　

Ｕ

　　　　

・一

　

．‐‐

　

ｙ

　　

、

　　　　　

′

　　　　

Ｗ

　　

一

　　

γ

　

．・／

　　

．／

　　

了が場合〃：…，．
、、間二１ ない。

　

凧

　　

“馴“

　

ｎ

　

ヮふ、へ

　

ｌｒ」ヮ

　

し ”

　

”亘鼠｛人

　

ゑ′“

　

口

　　　　

、ｕノ

　　　　　　　

′

　　　　　　　

ｒ

　　

′

　

・／▼

　

▼

　　　

．

　　

ノ

　　　　　

′

　

・

　　

、

　　　　

・口

　　　　

′

　

・●′

　

▼

　　　　　　　　

－′

　

ｒ

　

「

　　　　

ｒ＋

　　

；ｒ，百；アシ始ドゲｒけ‘』↓

　

″

　　

，Ｔ

　

去ず”′ハ

　

し

　

７，／′；

　　　

｝▼

　

′Ｊ

　　　　

．い

　

、

　　　

”●Ｊ

　　

ハ

　

．－

　　　

．

　　　

Ｖ

　　　

、

　

’●′

　

．

　

・ｒ′

　

‐

　

‐

　

．ｒ′

　　

」

　　　

Ｖ

　

‘

　

－

　　

〕

　　　

′

　　

」

　　　

′

　　　　

い

　　

′

　　

Ｑ

　　　　

ｒ

　

」

　

．」

　　　　

Ｔ

　　　

もナＴ

　

＋“

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．・′”．１

　

ナー，Ｌ÷

（資格の停止）

　　　　　　　　　　

．

　　

▼一Ｊｎ″』＾－ムムｎしな心一つたとき第８条 指導者で、２

　

＝：－′、明

は、指導員の資格を停止する。資格停止中の者は、指導活

動を行うことができない。
（資格停止の解除）

第９条

　

指導者の資格の停止解除は、公認クロスカントリー

’１



教育本部

　　　　　　　　　　　　

公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正案

スキー指導旦研修修了により資格の停止を解除できる。
（資格の喪失）

第１０条

　

指導員で、次に掲げる各号の一つに該当する者は、
指導員の資格を喪失する。

（１）本連盟会員登録規程第４条の規定により、会員の資格

を喪失したとき

（２）本連盟の規約に違反し、指導旦としての体面を汚すよ

　

うな行為があったとき

（３）資格の年次登録料を納期までに納入しないとき

２

　

前項第１号、第２号については、理事会の決定による。
（登録料の納期）

第１１条

　

第１条に定める指導員は、各種公認・登録料金一覧

表に定める年次登録料を、毎年会員登録料と同時に、 所定

の期日までに納める。
（規程の改廃）

第１２条

　

この規程の改廃は、教育本部理事会の議決による。

平成１１年１０月１８日

　

制定

平成１３年９月２８日

　

改正

平成１４年６月２８日

　

改正

移行平成２０年９月１６日改正

平成２１年９月１８日

　

改正

平成２２年８月３１日

　

改正

平成２５年７月９日

　

改正

平成２６年７月１５日

　

改正

平成２７年７月１４日

　

改正

平成２９年７月１５日

　

改正

平成２９年８月２２日

　

改正

令和２年１１月６日

　

改正

令和３年７月７日

　

改正

令和５年７月５日

　

を正

「理事会の決定により」 を

第１項から削り、 第２項に

いれる

ｚ^



教育本部

　　　　　　　　　　　　

公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正案

令和５年 （２０２３年）７月５日改正

新旧対照表

現

　

行 改

　

正

　

案 備

　

考

　　　　　　　　　　　

５４３

　　

公認クロスカントリースキー検定員規程

（目

　　

的）

第１条

　

本連盟公認規程に基づき、公認クロスカントリース

キー検定員 （以下「検定員」という。） に必要な事項を定め

る。

（任

　　

務）

第２条

　

検定員は、クロスカントリースキーの普及発展の推

進者となる人材であることを認識し、公平な三文｛

　

より、
検定会及びバッジテストを円滑↓」，；酋し、その普及発展に

務めなければならない。

（資格及び検定範囲）

第３条

　

紬↓二ｎ

　　

Ａ一”
．二

　

貫稲を有する。

２

　

検定員が、検定できる範囲は、次の各号に掲げるとおり

とする。
（１）公認クロスカントリースキー検定員検定

（２）公認クロスカントリースキー指導員検定

（３） 公認クロスカントリースキーバッジテスト

３

　

検定員の資格検定については、別に定める。

（有効期間）

第４条

　

資格の有効期間は、合格年度及び更新年度から２年

間とする。

　　　　　　　　　　　　

６４３

　　

公認クロスカントリースキー検定員規程

（目

　　

的）

第１条

　

才胡狸”、ノ′、共貼団粋人全日本スキー道明 （以下「本

道盟Ｌという） ム…－：に基づき、 公認クロスカントリー

スキー検定員 （以下「検定員」 という。） に関し、必要な

事項を定める。
（年

　　

度）

第２条

　

｛・拷鶏かにな法、 イ・

　

ｍ－－～…飛６条・Ａｒ中 出”

　

年府８月１日から零．年７月３１日までをいう

（任

　　

務）

第３条

　

検定員は、クロスカントリースキーの普及発展の推

進者となる人材であることを認識し、検定会及びバッジテ

　

ストを公正公平に実施し、その普及発展に務めなければな

　

らない。

（資

　　

格）

第４条

　

後々目は、
ハ舗クロスカントリース

　

検定＝検定

文言整理

文言追加

文言整理

文言整理

文言削除

資格の有効期間は上記に規

定されているため削る

／；」ぐ定めた紬・公で合格した有ｉ－付与され、 全国共通の

資格▲角‘る。

（塗定の範囲）

第５条

　

検定員が、各々姶岸できる範囲は、次の各号に掲げ

るとおりとする。
（１）公認クロスカントリースキー検定員検定

（２）公認クロスカントリースキー指導員検定

（３） 公認クロスカントリースキーバッジテスト

２

　

検定員の資格検定については、別に定める。
（有効期間）

第且条

　

検定員の資格の有効期間は、合格年度及び更新年度

から２年間とする。

（義

　　

務）

第７条

　

検定員は、次の各号に掲げる義務を負う。
（１）検定員は、検定員の任務を完遂するため、資格有効期

　

限内に、 公認クロスカントリースキ」検定員クリニックを

最低２年に１回受講し、修了しなければならない。
一三Ｌ検定員は、加盟団体の事業には、優先的に参加しなけ

　

ればならない。

（資格の停止）

第８条

　

検定員が、 ２年続けてクリニックに参加しなかった

　

ときは、検定員の資格を停止する。 資格停止中の者は、検

　

定員として活動ができない。
（資格停止の解除）

第９条

　

検定員の資格の停止解除は、公認クロスカントリー

（義

　　

務）

第５条

　

検定員は 次の各号に掲げる義務を負うも；９‐≧；中る。

　

ス

　　　

＊＋＊ダ１

　　　

～

　

Ｗ

　

Ｕ

　　　

．」・」

　

】

　

、

　　

げ・′、－．

　

・”

　

，

　

”Ｖノ只川

　

，

　　

，，

　

１

　　

ＩＪ

　　

ｙｏ

３

　

検定員は、検定員の任務を完遂するため、資格有効期限

内に、 公認クロスカントリースキー検定員クリニックを最

低２年に１回受講し、修了しなければならない。
４

　

検定員は、加盟団体の事業には、優先的に参加しなけれ

ばならない。
（資格の停止）

第６条

　

検定員で、２年続けてクリニックに参加しなかった

　

ときは、検定員の資格を停止する。資格停止中の者は、検

定員として活動ができない。
（資格停止の解除）

第７条

　

検定員の資格の停止解除は、公認クロスカントリー



教育本部

　　　　　　　　　　　　

公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正案

　

スキー検定員クリニック修了をもって資格の停止を解除で

きる。

（資格の喪失）

第８条

　

検定員で、次に掲げる各号の一つに該当する者は、

ｑｆム

　

ー‐凡，－

　

・ スに貝の資格を喪失する。
（１） 本連盟会員登録規程第４条の規定により、 会員の資格

を喪失したとき

（２） 本連盟の規程に違反し、検定員としての体面を汚すよ

　

うな行為があったとき

（３） 資格の年次登録料を納期までに納入しないとき

（登録料の納期）

第９条

　

第１条に定める検定員は、各種公認・登録料金一覧

表に定める年次登録料を、毎年会員登録料と同時に、所定の

期日までに納めるもｍと字る。
（規程の改廃）

第１０条

　

この規程の改廃は、教育本部理事会の議決による。

平成１１年１０月１８日

　

制定

平成１４年６月２８日

　

改正

平成１５年６月２７日

　

改正

移行平成２０年９月１６日改正

平成２１年９月１８日

　

改正

平成２５年７月９日

　

改正

平成２７年７月１４日

　

改正

平成２９年７月１５日

　

改正

平成２９年８月２２日

　

改正

令和２年１１月６日

　

改正

スキ←検定員クリニック修了により資格の停止を解除でき

る。

（資格の喪失）

第１０条

　

検定員で、次に掲げる各号の一つに該当する者は、
検定員の資格を喪失する。

（１）本連盟会員登録規程第４条の規定により、会員の資格

を喪失したとき

（２）本連盟の規程に違反し、検定員としての体面を汚すよ

　

うな行為があったとき

（３）資格の年次登録料を納期までに納入しないとき

２

　

前項第１号、第２号については、理事会の決定による。

「理事会の決定により」 を

第１項から削り、 第２項に

いれる

（登録料の納期）

第１１条

　

第１条に定める検定員は、各種公認・登録料金一覧

表に定める年次登録料を、毎年会員登録料と同時に、所定の

期日までに納める。

（規程の改廃）

第１２条

　

この規程の改廃は、教育本部理事会の議決による。

平成１１年１０月１８日

　

制定

平成１４年６月２８日

　

改正

平成１５年６月２７日

　

改正

移行平成２０年９月１６日改正

平成２１年９月１８日

　

改正

平成２５年７月９日

　

改正

平成２７年７月１４日

　

改正

平成２９年７月１５日

　

改正

平成２９年８月２２日

　

改正

令和２年１１月６日

　

改正

令和５年７月５日

　　

輪霞



教育本部

　　　　　　　　　　　　

公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正案

令和５年 （２０２８年）７月５日改正

新「旧対照表

現

　

行 改

　

正

　

案 備

　

考

　　　　　　　　　　　

５４４

　　

公認クロスカントリースキー指導者検定規程

（目

　　

的）

第１条

　

この規程は、本連盟公認規程及び公認クロスカントリ

ースキー指導萱規程第１条に基づき、公認クロス力ントリー

スキー指導員検定に関し、必要な事項を定める。

　　　　　　　　　　

５４４

　

公認クロスカントリースキー指導員検定規程

（目

　　

的）

第１条

　

杢規程は、本連盟公認規程及び公認クロスカントリ

ースキー指導旦規程第１条に基づき、公認クロスカントリ

ースキー指導員検定に関し、必要な事項を定める。

規程名変更

文言追加

責任者、主任検定員、検定員

について定める

文言整理

文言追加，整理

文言整理

文言整理

第２条

　

ハ訓″ｈ‐７ 、／Ｌ“－‐７↓ 一口ニニｒ；ｒ｛

　

いｒ下ｍ：素

　

′１

　

、

　

方

　

ｈ

　

ワ

　

市、′

　

Ｌ

　

１ｔ，

　

ワ

　

、

　　　　　

”ロ

　

’^←」

（実

　　

施）

第３条

　

クロスカントリースキー指導員検定会は、本連盟の主

催・主管で行う。
（周

　　

知）

第４条

　

検定会開催要項は、 本連盟ホームページ等で周知す

る。
て検

　

定

　

昌）

第５条

　

▲↓．」員は、
ふこふ－．●

　

．●

　

●

　

＝
．｝

　

じ；；されたクロスカ

　

ントリースキー檎定昌瞥格を有する検定昌３名以 卜で繕虚

する。
２

　

検定員の人数は、受検者数に応じて会場ごとに定める『

（会

　　

期）

第６条

　

会期は、２日間を原則とし、諸事情により、会期を変

更することができる。

（会

　　

場）

　　　　　　　　　　

Ｕ

　　

とし、…＊÷：▲ より、
人一” 、第７条

　

会場は、２人Ｌ口★

　

＝

　　　　　　　　　　　　　

ニゼ

亦面することができる。

暑

　

受検者は１会場に限り受検するこしができろ

（検定基準）

　　　　　　　　　

．・ｒ

　

▲とし、 主 し一－‘第８条

　

途ヰ“－…Ｂ…

２

　

検定基準は、別に定める。
（受検資格）
第９条

　

受検者は、受検年度の本連盟会員登録を完了した者

　

で、，二三 階主 管」クロスカントリーバッジテスト１極を

　

合せ

　

していなければならない。

（１）受検年度の４月１日ナニノ・ソ－：

　

←｛．

　　

ノ’ｈワ， 、ノＬ

在籍８月１日か 翌年７月３１日まで夢いう一

（実

　　

施）

第３条

　

クロスカントリースキー指導員倫↓（以下「倫↓△・

　

という。）は、本連盟の主催・主管で行う。
（周

　　

知）

第４条

　

検定会の開催要項は、本連盟ホームページ等で周知

する。
（青任者・桧定員）

第５条

　

検定会の責任者、主任検定員及び検定員は以下のと

おりとする

（１） 音”：；ｉ、｛、．－γ，

　

攻買、 又は，↑ば…のノ琢メＨ「

（２） 土ｆＴニキ白け

　

クロスカントリース

　

．▲↓昌涜駒

が有効な本連盟の教育本部クロスカントリー専門委員の

　

中から、弾′Ｔし、 爪，↓ｍをｘ白…

　

Ｅ…ニーした者

（３） 絵岸昌‘す

　

クロスカントリースキー検定昌資格が有効

　　　　　　　　　　

日

　

～洲＝

　

又Ｕ÷

　

－

　

′よ舟１卓口頭ｖノ秋ｒｌ↑＃専門 ′^”

　

／大のクロスカントリ・ 普及

　　　

，地ｈろ者の中から婆射

　

し、 ムーふ

　　

＝

　

＝

　

情か二…した者

（４） 検定昌‘ナ

　

クロスカントリース

　

ニキ昌３名以トで

構成する

」且上検定員の人数は、受検者数に応じて会場ごとに定める

（会

　　

期）

第６条

　

検定会の会期は、２日間を原則とし、諸事情により、
会期を変更することができる。

（会場・回数）

第７条

　

検定会の会場は、
ハ紹クロスカントリース★

　

；火定

　

呂桧密会と同じ会場で宰鮪することを原則とし、同一年度

　

内の受検は、 １

　　

り する

（検定基準）

第８条

　

検庁△″Ｊニ‘Ｌ／イム，」汁日品．凸とし、
↓’・

，日と理

論講習、実技テストと理論テストを行う。
２

　

捻常会の検定基準は、別に定める。
（受検資格）
第９条

　

検定会の受検者は、受検年度の本連盟会員登録を完

　

了した者で、 次 煽げる名月に緒１２１ナＮナ２１Ｚギからない

（１）受検する年度の４月１日時点で２１歳以上

普及

　　　

，地ｈろ者の中から婆打
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’＋

　　

－★…Ｈｏ″，“

　

コ，－－Ｇ姿』′？抱逓トＬＪ－

　　　　

・一・、

　　

」

　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　

′．・・

　　

′・’

　

′

　　

′・・▼・「

　

．

　

′，，

　

」

　

－ゴー（

　

Ｕ

　

ノ′

　　

▲

　　

日

　

′ゾ

　　　

ト

　

ヌ買わご“

　

口

　

ｎ｛

　

ｈ

　

一レ

　

ノ

　

１‐

　

●

　

、ニ

　　

ノ

　

、′

　　

「

　

；

　

／Ｊ

　

Ｕ▲

　

Ｈ

　

小

　　

、

　

］、

　　　

ノ

　

０

（特別推薦による受検）

第１０条 世界選手権・ワール ドカップ・アジア大会・「ーベーシ

　

アード出場又は全日本選手権及び国体においてユ」国陽はと入

賞した者は、 前年度までに、 クロスカントリーバッジテス ト

　

１級に合格していなくても、加盟団体長の推薦により特別推

薦書を本連盟に提出し、教育本部理事会の承認を得て、当該

年度のクロスカントリースキー指導員検定会の受検手続き

　

を行い、検定会で受検することができる。ただし、 Ｔ！

　

；

　　　　　　　　

、 特別推薦書の提出期限は受検する年

度の１０月末日までとし、本連盟会員登録後、入賞大会名、種

　

目、順位を付記し、 その証明書類を添付して提出する。

（２）受検する年度の前年度までに、クロスカントリ←スキ 文言整理

オリンピックを第１項に入

れる、文言整理

一級別テスト１級に合格した者

（特別推薦による受検）

第１０条

　

オリンピック・世界選手権・ワール ドカップ・アジ

ア大会・ユニバーシアード出場者Ｌ又は３回以上全日本選

手権・（リレ：麟核は除く）及し口背 （リし

　

．ｉん‘］除く）

において入賞した者は、 前年度までに、クロスカントリー

スキーバッジテスト１級に合格していなくても、加盟団体

長の推薦により特別推薦書を本連盟に提出し、教育本部理

事会の承認を得て、当該年度のクロスカントリースキー指

導員検定会の受検手続きを行い、検定会で受検することが

できる。なお、特別推薦書の提出期限は受検する年度の１０

月末日までとし、本連盟墾会員登録窪ヱ後、入賞大会名、
種目、順位を付記し、その証明書類を添付して提出する。

（合格者の手続）

第１１条

　

検定会のＡ命名は、検定会合格日ｔこ合格証が付与さ

れ、示された期日までに、各種公認・登録料金一覧表に定

める公認料・年次登録料及びバッジ代を、本連盟会員登録

システムで決済することにより資格が認定される。 また、
次年度からの年次登録料は、他の登録料等と同時に納める。
（結果報告及び発表）

第１２条

　

検定会の主任検定員は、検定会実施の結果を速やか

に検定委員長と本連盟に報告し、 出席・合否結果を、事業

終了後２週間以内に、所定の様式により本連盟に提出する。
２

　

検定会実施結果のうち、検定会成績は公表しない。
（規程の改廃）

第１３条

　

この規程の改廃は、 教育本部理事会の議決による。

平成１１年１０月１８日

　

制定

平成１２年９月２０日

　

改正

平成１３年９月２８日

　

改正

平成１５年６月２７日

　

改正

平成１９年７月５日

　

改正

移行平成２０年９月１６日改正

平成２２年８月３１日

　

改正

平成２５年７月９日

　

改正

平成２６年７月１５日

　

改正

平成２９年７月１５日

　

改正

令和２年１１月６日

　

改正

令和３年７月７日

　

改正

令和５年７月５日

　

前面

（合格者の手続）

第１１条

　

合格者は、検定会合格日に合格証が付与．され、示され

た期日までに、各種公認・登録料金一覧表に定める公認料・年

次登録料及びバッジ代を、本連盟会員登録システムで決済す

ることにより資格が認定される。また、次年度からの年次登録

料は、他の登録料等と同時に納める。
（結果報告及び発表）

第１２条

　

主任検定員は、検定会実施の結果を速やかに検定委員

長と本連盟に報告し、出席・合否結果を、事業終了後２週間以

内に、所定の様式により本連盟に提出する。
２

　

検定会実施結果のうち、検定会成績は公表しない。
（規程の改廃）

第１３条

　

この規程の改廃は、教育本部理事会の議決による。

平成１１年１０月１８日

　

制定

平成１２年９月２０日

　

改正

平成１３年９月２８日

　

改正

平成１５年６月２７日

　

改正

平成１９年７月５日

　

改正

移行平成２０年９月１６日改正

平成２２年８月３１日

　

改正

平成２５年７月９日

　

改正

平成２６年７月１５日

　

改正

平成２９年７月１５日

　

改正

令和２年１１月６日

　

改正

令和３年７月７日

　

改正
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令和５年度 第６回教育本部理事会

令和５年 （２０２３年）７月５日改正

新旧対照表

現

　

行 改

　

正

　

案 備

　

考

　　　　　　　　　　　　

５４６

　

公認クロスカントリースキー検定員検定規程

（目

　　

的）

第１条

　

この規程は、 本連盟公認規程及び公認クロスカント

　

リースキー検定員規程第３条第３項に基づき、公認クロス

カントリースキー検定員桧穿か′下 「船中呂絵穿１しいス

　

、

に必要な事項を定める。

（実

　　

施）

第２条

　

検定員検定会 （以下、「検定会」 という。） は、本連

盟の主催・主管で行う。
（周

　　

知）

第３条

　

検定会開催要項は、本連盟ホームページ等で周知す

る

　　　　　　　　　　　　

６４５

　

公認クロスカントリースキー検定員検定規程

（目

　　

的）

第１条

　

杢規程は、本連盟公認規程及び公認クロスカントリ

ースキー検定員規程第４条第２項に基づき、公認クロスカ

ントリースキー検定員検定に関してＬ必要な事項を定める。
て年

　　　

庶Ｉ

第２条

　

本相程の年磨け

　

本；南”月り定款第６条で完治′ｔ学泉 文言追加

語句整理

語句整理

第４条の検定の範囲は、６４３

公認クロスカントリースキ

ー検定員規程に明記されて

いるため削る

責任者、主任検定員、検定

員について定める

文言追加

文言整理

年度８月１日か 翌年７月３１日までをいう。

（実

　　

施）

第３条

　

クロスカントリースキー検定員検定（以下、「検定会」

　

という。） は、本連盟の主催・主管で行う。
（周

　　

知）

第４条

　

検定会の開催要項は、本連盟ホームページ等で周知

するＬ

（責任者・検定員）

第５条

　

検定会の目

　　　　　　　

′－目及び検定 宣 し入卜の

ｈと≠る。

　

／１

　

、

　

・、盟’万

　

ｎ

　

ワ

　

ふ・／

　

Ｌ

　

ＩＩ

　

」－ワ

　

、・

　　

＝

　

▼

　

＝●・

　

’・

　

、｛

　

′

　　　　　　

‐

　　　　　　

ｒい

　

／

　　

ｒ

　　

′

　

・ノＹ

　

ｙ

　　　

．

　　

ノ ′

　

●

　　

、

　　　　

ｒ′

　

▼

　　　

′

　　

．ｒ′

　

▼

　　　　

｛へ

　

′り、

　　　

－

　

力

　

ｎ

　

７

　

、ノ

　

Ｌ

　

ＩＩ

　

←ー７↓

′ｑ、

　

”－ーノ７

　

ｈ７ ・ノト１１

　　

「ふ

　　　

”÷

　

，”・ｔニリ

　

ー

（会

　　

場）

第５条

　

検定は、公認クロスカントリースキー指導員検定会

及びクロスカントリースキーバッジテスト 桟‘下 「バ

　

’リ

テフ，｝」という。）において実施することを原則とし、蓮強

…↓は年１回限りとする。

（検 定員）
第６条

　

検定は、本連盟会長から委嘱された検定員資格を有

すス途定員３名以 トボ、 これにお労り、 冷定員の人数は、

受検者数に応じて会場ごとに定める。

おりとする

　

委員、 又リ÷

　

ｒ

　

ｍ“・標月↑

　　

ず△／；……めた者

（２） ＋′Ｔ粋定員は、 クロスカントリース

　

；，入を自害格が

　

有効な本；由明の耕育＊部クロスカントリー専門委員の中

　　　　　　　

Ｍ貌日傘ｐ”Ｋご：；しん各

　

かれ：票”し、 ÷

　　　　　　　

ヒ

ｒ３） 検定員は、 クロスカントリースヤ

　

，：会穿員資格が有効

わ▲

　

．

　　　

＝

　

●

　

ムムふｕｕ入口・Ｌ↓ふ員、 ▽ｈｉ

　

．

　

・

体のクロスカントリースキ 曹乃””に滋わる者の中から

遡江し、 市

　

Ｍ貌官ヰ。”Ｋ” ハ ．しん石

（４） 検定員は、 クロスカントリースキー検定昌３女－）′トで

構成する

Ｊ且Ｌ検定員の人数は、受検者数に応じて会場ごとに定める
（会

　　　

期１

第６条

　

」↓‘」会 △
…，ふ、 ２日間を原則とし、 諸宇治により、

△飽を亦面することができる“

（会場・回数）

第７条

　

検定会の会場は、公認クロスカントリースキー指導

員検定会及びクロスカントリースキーバッジテス トにおい

　

て実施することを原則とし、同一年度内ｖノ受検息、 １回限

　

りとする。
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（受検資格）

第７条

　

受検者は、受検年度の本連盟会員登録を完了した者

　

で、 畳宗：クロスカントリース

　

；』

　　

”：Ｔ，｛ふら２年

を経過した者。 ｒｍ恒Ａｍ＃府しけ

　

本山連盟の定開鰐臥巻条

　

ヲ。

（検定の内容）

第８条

　

検定は、実技と理論を行う。
２

　

実技の合格基準は、埋堕点に対して、合・否の的中率が

７０％以トルもって合格とし、採点は、実際の検定を対象に

行うことを原則とする。
３

　

理論は、クロスカントリースキー検定基準及び実施要領、
その他検定に必要な事項を内容として行い、 合格基準は、
満点に対して７０％以上とする。

（合格者の手続）

第９条

　

合格者は、検定会合格日に合格証が付与され、 示さ

れた期日までに、各種公認・登録料金一覧表に定める公認料・

年次登録料及びバッジ代を、 本連盟会員登録システムで決済

することにより資格が認定される。 また、次年度からの年次

登録料は、他の登録料等と同時に納める。
（結果報告及び発表）

第１０条

　

主任検定員は、検定会実施の結果を速やかにクロス

カントリー委員長と本連盟に報告し、出席・合否結果を、事

業終了後２週間以内に、所定の様式により本連盟に提出する。
２

　

検定会実施結果のうち、検定会成績は公表しない。
（規程の改廃）

第１１条

　

この規程の改廃は、教育本部理事会の議決による。

平成１１年１０月１８日

　

制定

平成１２月９月２０日

　

改正

平成１４年６月２８日

　

改正

平成１５年６月２７日

　

改正

移行平成２０年９月１６日改正

平成２５年７月９日

　

改正

平成２９年７月１５日

　

改正

令和２年１２月９日

　

改正

（受検資格）

第８条

　

検定会の受検者は、受検年度の本連盟会員登録を完

了した者で、 受検する年度の３午酔前までに、 クロスカン

　

トリースキー指導員を取得し、資格が有効な者－
（検定基準）

第９条

　

満＊≠の満ヰ｛”

　

－胤日途＊仝とし、 主」二

　

言と理

一…－αぴ－…フストと

　　

フストを行う。

２

　

実柊テストの合格基準は、 第５案じｒ示したキｆ千検定昌柘

び検定員の軽占 （某～佑七・ に対して、検定会受検者の合・

否の的中率が７０％以上で合格とし、採点は、実際の検定を

対象に行うことを原則とする。
３

　

理論テストは、 クロスカントリースキー検定基準及び実

施要領、その他検定に必要な事項を内容として行い、合格

基準は、満点に対して７０％以上とする。
４

　　　　　

‐

　　　　　

７

　

ス

　

トの；，、岡

　　　　

ｚ＋

　　

〆ぐ，田ｐ“〃，ｒ－－ィ，＊“′

　　　　　　

，．Ｈ′ｎ

文言整理

文言整理

スキーに合わせる

スキーに合わせる

とし‐
‘

　

●・
，

臨め

　

”
豊…『蹴爪 る

ストの合格で、総合合格とする。
（合格者の手続）

第１０条

　

検定会の合格者は、検定会合格日に合格証が付与さ

れ、示された期日までに、各種公認・登録料金一覧表に定

める公認料・年次登録料及びバッジ代を、本連盟会員登録

システムで決済することにより資格が認定される。また、
次年度からの年次登録料は、他の登録料等と同時に納める。

（結果報告及び発表）

第１１条

　

検定会の主任検定員は、検定会実施の結果を速やか

にクロスカントリー委員長と本連盟に報告し、出席・合否

結果を、 事業終了後２週間以内に、所定の様式により本連

盟に提出する。
２

　

検定会実施結果のうち、検定会成績は公表しない。
（規程の改廃）

第１２条

　

この規程の改廃は、教育本部理事会の議決による。

平成１１年１０月１８日

　

制定

平成１２月９月２０日

　

改正

平成１４年６月２８日

　

改正

平成１５年６月２７日

　

改正

移行平成２０年９月１６日改正

平成２５年７月９日

　

改正

平成２９年７月１５日

　

改正

令和２年１２月９日

　

改正

令和５年７月５日

　

的中

ｎＺ



教育本部

　　　　　　　　　　　　　

公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正案

令和５年度 第６回教育本部理事会

令和６年 （２０２３年）７月５日改正

新旧対照表

現

　

行 改

　

正

　

案 備

　

考

　　　　　　　　　

５４７

　

公認クロスカントリースキーバッジテスト基準

　　　　　　　

及び実施要領

１

　

公認クロスカントリースキーバッジテスト規程第８条第

２項に基づき、公認クロスカントリースキー級別テスト（以

下、「テスト」という。） の基準及び実施要領について、必

要な事項を定める。
２

　

２級及び３級は、講習内において検定することができる。
受検種目はクラシカル又はスケーティングの一方を選択し

て受検できる。 この場合、 クラシカルの種目は、 ２級は２

級の項符号ａ、 ｂ、 ｃ、 ｅ、 ｆの種目とし、 ３級は３級の

項符号ａ、 ｂ、 ｃ、 ｄの種目とする。 スケーティングの種

囲ま、 ２級は２級の符号ｅ、 ｇ、 ｈ、 ｉ、ｊの種目とし、
３級は３級の符号ｄ、 ｅ、 ｆ、 ｇの種目とする。

３

　

テスト種目及び判定基準は次のとおりとし、検定時のコ

ース条件等の内容は、別表①のとおりとする。
（１）１級 （全種目必修）

ａ， ダイアゴナル

ｂ， ワンキックダブルポーリング

　

ｃ， ダブルポーリング

ｄ， ターン

ｅ， ダウンヒル

　

ｆ，クラシカル総合滑走

ｇ， ギア２ （クイック）

ｈ． ギア３ （スーパー）

　

ｉ． ギア４ （ラピッド）

　

ｊ． スケーティング総合滑走

（２） ２級 （種目選択）

　

ａ． ダイアゴナル

ｂ． ワンキックダブルボーリング

　

ｃ． ダブルポーリング

ｄ， ターン

ｅ， ダウンヒル

　

ｆ．クラシカル総合滑走

ｇ． ギア２ （クイック）

ｈ， ギア３ （スーパー）

　

ｉ． ギア４ （ラピッ ド）

　

ｊ． スケーティング総合滑走

（３）３級 （種目選択）

　

ａ， ダイアゴナル （ただしウオークで）

　

ｂ， ヘリンボーン

　

ｃ． ダブノレポーリング

ｄ． ダウンヒル

　

ｅ． ギア１ （ダイアゴナル）

　

ｆ． ギア２ （クイック）

ｇ． ギア３ （スーパー）

　　　　　　　　　

５４７

　

公認クロスカントリースキーバッジテスト基準

　　　　　　　

及び実施要領

１

　

公認クロスカントリースキーバッジテス ト規程第８条第

２項に基づき、公認クロスカントリースキー級別テスト（以

下、「テスト」 という。） の基準及び実施要領に園」、 必要

な事項を定める。
２

　

２級及び３級は、 講習内において検定することができる。

受検種目はクラシカル又はスケーティングの一方を選択し

て受検できる。 この場合、 クラシカルの種目は、 ２級は２

級の項符号ａ、 ｂ、 ｃ、 ｅ、 ｆの種目とし、 ３級は３級の

頃符号ａ、 ｂ、 ｃ、 ｄの種目とする。 スケーティ ングの種

目は、 ２級は２級の符号ｅ、 ｇ、 ｈ、 ｉ、 ｊの種目とし、

３級は３級の符号ｄ、 ｅ、 ｆ、 ｇの種目とする。

３

　

テスト種目及び判定基準は次のとおりとし、検定時のコ

ース条件等の内容は、別表①のとおりとする。
（１）１級 （全種目必修）

　

ａ， ダイアゴナル

　

ｂ． ワンキックダブルポーリング

　

ｃ． ダブルボーリング

ｄ． ターン

ｅ． ダウンヒル

　

ｆ．クラシカル総合滑走

ｇ， ギア２ （クイック）

ｈ， ギア３ （スーパー）

　

ｉ， ギア４ （ラピッド）

　

ｊ，スケーティング総合滑走

（２） ２級 （種目選択）

　

ａ． ダイアゴナル

　

ｂ． ワンキックダブルボーリング

　

ｃ． ダブルボーリング

　

ｄ． ターン

ｅ． ダウンヒル

　

ｆ，クラシ力ル総合滑走

ｇ， ギア２ （クイック）

　

ｈ， ギア３ （スーパー）

　

ｉ． ギア４ （ラピッド）

　

ｉ．スケーティング総合滑走

（３）３級 （種目選択）

　

ａ． ダイアゴナル （ただしウォークで）

　

ｂ， ヘリンボーン

　

ｃ， ダブルボ←リング

ｄ， ダウンヒル

　

ｅ． ギア１ （ダイアゴナル）

　

ｆ． ギア２ （クイック）

　

ｇ． ギア３ （スーパー）



教育本部
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４

　

採点は、級別に単独で行うことを原則とする。 ただし、

　

実際は必要に応じて難易度をつけ、 適宣合併して行うこと

　

もできる。

５

　

合格基準は１級、２級、３級とも合計で満点の７０％以上

　

とする。ただし、１級は、各種目配点の７０％に満たない種

　

目は２種目以内とし、総合滑走は、標準タイムは設けず、

　

テスト用にセットされたコースを歩かずに滑走しきること

　

で合格とする。
６

　

採点基準やコース条件は、別表１、「Ｍ．三
▲ｒ、「」 ′し

　

’Ｔ′ザ～ヵ１

　

‐

　　

・▲－

　

ー”こ

　

ノこめに」″）とおりとする。

７

　

本連盟公認ポピュラークロスカ ントリー大会において、

　

１ｏｋｍ以上完走した者は、主管団体に完走したことを証明で

　

きる資料を添付し２級を申請することができる。 主管加盟

　

団体はそれを審査し２級合格を認めることができる。

　

また、５如以上完走した者は、完走したことを証明でき

　

る資料を提出し３級を申請することができる。 主管加盟団

体はそれを審査し３級合格を認めることができる。
８

　

本連盟加盟団体主催の選手権大会 （県高校大会や国体予

　

選会は含まない） において、前年までに２級を合格した者

　

で、 クラシカル、 フリー両種目において５ｋｍ以上を完走

　

した者は、主管加盟団体に当該大会のリザルト及び検定員

　

１名の検定証明書を添付し１級を申請することができる。

　

主管加盟団体はそれを審査し１級合格を認めることができ

　

る。

　

また、 ５ｋｍ以上を完走した者は、 主管団体に当該大会

　

のリザルトを添付し２級を申請することができる。 主管加

　

盟団体はそれを審査し２級合格を認めることができる。
９

　

この基準の改廃は、教育本部理事会の議決による。

平成１１年１０月 １８日

　

制定

平成１６年 ６月

　

２７日

　

改正

移行平成２０年９月１６日

　

改正

平成２１年 ９月 １８日

　

改正

平成２９年 ７月１６日

　

改正

平成２９年 ８月

　

２２日

　

改正

令和元年１２月 １１日

　

改正

令和 ３年９月

　

２７日

　

改正

４

　

採点は、級別に単独で行うことを原則とする。 ただし、

　

実際は必要に応じて難易度をつけ、適宣合併して行うこと

　

もできる。

５

　

合格基準は１級、 ２級、３級とも合計で満点の７０％以上

　

とする。 ただし、１級は、各種日配点の７０％に満たない種

　

目は２種目以内とし、総合滑走は、標準タイムは設けず、
テス ト用にセットされたコースを歩かずに滑走しきること

　

で合格とする。
６

　

検定内容は、 別表１のとおりとする。
７

　

本連盟公認ポピュラークロスカントリ」大会において、

　

１ｏｋ皿以上完走した者は、主管団体に完走したことを証明で

　

きる資料を添付し２級を申請することができる。 主管加盟

　

団体はそれを審査し２級合格を認めることができる。

　

また、 ５加以上完走した者は、完走したことを話．明でき

　

る資料を提出し３級を申請することができる。 主管加盟団

体はそれを審査し３級合格を認めることができる。
８

　

本連盟加盟団体主催の選手権大会 （県高校大会や国体予

　

選会は含まない） において、 前年までに２級を合格した者

　

で、 クラシカル、 フリー両種目において５ｋｍ以上を完走

　

した者は、 主管加盟団体に当該大会のリザルト及び検定員

　

１名の検定証明書を添付し１級を申請することができる。
主管加盟団体はそれを審査し１級合格を認めることができ

　

る。

　

また、 ５ｋｍ以上を完走した者は、主管団体に当該大会

　

のリザルトを添付し２級を申請することができる。 主管加

　

盟団体はそれを審査し２級合格を認めることができる。
９

　

この基準の改廃は、教育本部理事会の議決による。

平成１１年１０月 １８日

　

制定

平成１５年 ６月 ２７日

　

改正

移行平成２０年９月１６日

　

改正

平成２１年 ９月 １８日

　

改正

平成２９年 ７月 １５日

　

改正

平成２９年 ８月

　

２２日

　

改正

令和元年１２月 １１日

　

改正

令和３年９月

　

２７日

　

改正

令和 ５ 年 ７

　

月

　

５

　

日

　

改正

刊行物変更に伴う文言変更



教育本部

　　　　　　　　　　　　

公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正案

令和５年 （２０２３年）７月５日改正

新１日対照表

現

　

行 改

　

正

　

案 備

　

考

　　　　　　　　　　　　　

５４８

　　　

公認クロスカントリースキ←指導萱検定基準

１，この基準は、本連盟公認規程に基づき、公認クロスカントリ

ースキー指導者検定規程第８条第２項に基づき、指導員検定基準

を定める。

（１）講習内容

①

　

実技講習は、 １単位を９０分とし、 ３単位とする。

内容

　

ａ

　

ダイアゴナル

ｂ

　

ワンキックダブルポーリング

ｃ ダブルポーリング

ｄ ダウンヒル

ｅ

　　

ターン

ｆ クラシカル総合滑走

ｇ

　

ギア２ （クイック）

ｈ

　

ギア３ （スーパー）

ｉ

　

ギア４ （ラピッド）

ｊ スケーティング総合滑走

②

　

｛“

　　

は１単位夢９０分 し、 ２聞 一

　　　

とする。

内容

　

ａ クロスカントリースキー概論

ｂ 技術論

ｃ トレーニング・栄養，休養

ｄ

　

用具の選定

ｅ

　

スキーのチューンナップとワックシング

ｆ スキーと安全

ｇ 指導計画

ｈ

　

競技規則（特にＰＣＣ関連条項）

ｉ

　

競技会の運営と参加

ｉ ツーリングスキー

（２）採点基準

① 実技の各種目は、要求水準に対して７０％以上の達成率をもっ

て合格とする。 要求水準は、１級より高く設定されるが、判定の

ポイントは１級と同じとし、 総合滑走のタイムは合否要件とせ

ず、地形に適した技術を使い分けているか否かを観察し滑走し切

れば合格とする。
② 理論は、満点に対して７０％以上の得点率をもって合格とす

る。

　　　　　　　　　　　　　

５４８

　　　

公認クロスカントリースキ←指導旦検定基準

１， この基準は、本連盟公認規程に基づき、公認クロスカントリ

ースキー指導員検定規程第８条第２項に基づき、指導員検定基準

を定める。

（１）講習内容

①

　

大ｙ－

　

’Ｚ修単位は３田倍しし、 １田山は９０分とする。

（内容）

ａ

　

ダイアゴナル

ｂ

　

ワンキックダブルポーリング

ｃ ダブルポーリング

ｄ ダウンヒル

ｅ

　　

夕←ン

ｆ クラシカル総合滑走

ｇ

　

ギア２ （クイック）

ｈ

　

ギア３ （スーパー）

ｉ

　

ギア４ （ラピッド）

ｊ スケーティング総合滑走

②

　

…．

　　

爪～ん｝…′寺は２単指 １ム

　

１半特は９０分←する

（内容）

ａ クロスカントリースキー概論

ｂ 技術論

ｃ トレーニング・栄養・休養

ｄ

　

用具の選定

ｅ

　

スキーのチューンナップとワックシング

ｆ スキーと安全

ｇ 指導計画

ｈ

　

競技規則（特にＰＣＣ関連条項）

ｉ

　

競技会の運営と参加

ｊ ツーリングスキー

（２） ÷

　

′スト及し－－７スト小姉」”・

① ≠ルフスト一ノ；

　　

，．ｊ、要求水準に対して７０％以上の達成

率で合格とする。要求水準は、１級より高く設定するが、宜査判

定のポイントは１級と同じとする

　

総合滑走のタイムは合否到達

要件とせず、地形に適した技術を使い分けているか否かを観察し

滑走し切れば合格とする。
② 理論テストは、 満点に対して７０％以上の得点で合格とする。

規程名変更

文言整理

①

　

にそろえる

文言整理
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（３）実技検定内容 （３）実技検定内容

規程名変更に伴う変更

ク
ラ
シ
カ
ル
走
法

ダイ ア ゴナ

ノレ

・上り斜度

９～１５％

，距離は６００

ワンキツク

ダブル

ポーリング

ダブル

ボーリング

クラシカノレ

総合滑走

・標高差１０

～２０ｍ程度

の登りを１か

所、標高差２

０～２５ｍ程

度の登りを １

ヵ所、 計２か

所を含む合計

登高６０～９

ｏｍ程度のコ

ース・距離は

５，ｏｏｏｍ

ク
ラ
シ
カ
ル
走
法

ダイ ア ゴナ

ノレ

ワンキツク

ダブル

ポーリング

ダブル

ポ←リング

クラシカノレ

総合滑走

・標高差１０

～２０ｍ程度

の登りを １か

所、標高差２

０～２５ｍ程

度の登りを １

カ所、 計２ か

所を含む合計

登高６０～９

ｏｍ程度のコ

一ス・距離は

６，ｏｏｏｍ

・上り斜度

９～１５％

・距離は５００

・アン・ジュレ

ー ショ ン部

分

・距離は５００

・アンジュレ

ー ショ ン部

分

．距離は６００

・アンジュレ

ー ショ ン部

分

，距離は５００

・アンジュレ

ー ショ ン部

分

．距離は５００

ダ
ウ
ン
ヒ
ル

ダウンヒル （左右力←ブ含む）

ダ
ウ
ン
ヒ
ル

ダウンヒル （左右カーブ含む）

・下り斜度は－１５～一２５％

・距離はｌｏｏｍ

・下り斜度は－１５～－２５％

・距離はｌｏｏｍ

種
目

　　

＝ス
ケ
ー
テ
ィ
ン
グ
走
法

ギア２

（クイック）

ギア３

（スーパー）

ギア４

（ラピッド）

スケーテイン

グ総合滑走

・標高差１０

～２０ｍ程度

の登りを１か

所、標高差２

０～２５ｍ程

度の登りを １

ヵ所、 計２か

所を含む合計

－登高６０～９

ｏｍ程度のコ

ース

．距離は５，０００

普 ギア２

（クイック）

ギア３

（スーパー）

ギア４

（ラピッド）

スケーテイン

グ総合滑走

ケ
ー
テ
イ
ン
グ
走
法

・上り斜度

９～１５％

，距離は５００

・アンジュレ

← ショ ン部

分

，距離は５００

・アン・ジュレ

ー ショ ン部

分

，距離は５００

・標高差１０

～２０ｍ程度

の登りを１か

所、標高差２

０～２５ｍ程

度の登りを １

カ所、 計２か

所を含む合計

登高６０～９

ｏｍ程度のコ

ース

・距離は５，０００

・上り斜度

９～１５％

・距離は５００

・アンジュレ

ー ショ ン部

分

・距離は６００

・アンジュレ

ーション部分

・距離は５００

（４）公認クロスカントリースキ←指導萱検定規程第１０条第各

項に該当する者は、実技検定を免除する。ただし、講習会を受講

し、 理論検定を受けなければならない。

２． この基準の改廃は、 教育本部理事会の議決による。

平成１１年１０月１８日

　

制定

平成２０年 ９月１６日

　

改正

平成２９年 ７月 １５日

　

改正

令和

　

３年 ７月

　

７日

　

改正

令和

　

３年 ９月 ２７日

　

改正

（４）公認クロスカントリースキ一指導員検定規程第１０条に該

当する者は、実技検定を免除する。ただし、講習会を受講し、理

論検定を受けなければならない。
２． この基準の改廃は、 教育本部理事会の議決による。

平成１１年１０月 １８日

　

制定

平成２０年 ９月 １６日

　

改正

平成２９年 ７月 １５日

　

改正

令和

　

３年 ７月

　

７日

　

改正

令和

　

３年 ９月

　

２７日

　

改正

令和 ５年７月

　

５

　

日

　

改正



教育本部

　　　　　　　　　　　　

公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正案

令和５年 （２０２３年）７月６日改正

新旧対照表

現

　

行 改

　

正

　

案 備

　

考

　　　　　　　　　　　

５５１

　　　　　

公認スキーパトロール規程

（目

　　

的）

第１条

　

この規程は、公益財団法人全日本スキー連盟 （以下

　

「本連盟」という。）公認規程に基づき、公認スキーパトロ

ール （以下 「スキーパトロール」 という。） に関し、 必要な

事項を定めるγとを目一揖ど中る。

　　　　　　　　　　　

５５１

　　　　　

公認スキーパトロール規程

（自

　　

白勺）

第１条

　

杢規程は、公益財団法人全日本スキー連盟（以下「本

連盟」という。）公認規程に基づき、公認スキーパトロール（以

下 「スキーパトロ←ル」 という。） に関し、 必要な事項を定め

る。

（年

　　

度）

第２条

　

本規程の年度は、本連盟の定款第６条で定めた事業
定義を削る

年度について追加

規程名訂正

文言削除

′’１′も１

　

、｛ｏ

（使

　　

命）

第３条

　

スキーパトロ・ノＬは、 スノースポ←ツを楽しむすべ

　

ての人々に、高品質で安全・安心なサービスを提供するこ

　

とを、その使命とする。
（理

　　

念）

第４条

　

スキーパトロールは、 スキー場のマイスターとして

すべてのスキーヤーから信頼される存在となるべきであ

　

る。 そのために必要な知識と技術に加え、 ホスピタリティ、

　

弛まぬ向上心、パトロール同士の強い連帯感、リーダーシ

　

ップ、責任感を兼ね備えることが望ましい。
（目

　　

標）

第５条

　

スキーパトロールの使命や理念を達成するために、

　

以下の知識や技術を習得し、絶えずその研鎗に努めなけれ

　

ばならない。

（１）スノースポーツのリスク分析と傷害予防・安全マナー

　

指導に関すること

（２）スキー場の整備と巡視等の安全対策に関すること

（３） 傷病者の救護・搬送・事故処理に関すること

（４）索道からの旅客救助に関すること

（５）バックカントリー・雪崩・気象に関すること

（資

　　

格）

第６条

　

スキーパトロールは、 公認スキーパトロール検定会

　

規程に定めた検定会で合格した者に付与され、全国共通の

　

資格を有する。
（有効期間）

第７条

　

資格の有効期間は、 合格年度及び更新年度から２年

　

間とする。

年度８月１日から響年７月３１日までをいう

（使

　　

命）

第３条

　

スキーパトロールは、 スノースポーツを楽しむすべ

ての人々に、高品質で安全・安心なサービスを提供するこ

　

とを、 その使命とする。

（理

　　

念）

第４条

　

スキーパトロールは、 スキー場のマイスターとして

すべてのスキーヤ

　

から信頼される存在となるべきであ

　

る。そのために必要な知識と技術に加え、ホスピタリティ、

　

弛まぬ向上心、パトロール同士の強し連帯感、リーダーシ

　

ップ、責任感を兼ね備えることが望ましい。
（目

　　

標）

第５条

　

スキーパトロールの使命や理念を達成するために、

　

以下の知識や技術を習得し、絶えずその研鍍に努めなけれ

　

ばならない。

（１）スノ←スポーツのリスク分析と傷害予防・安全マナー

指導に関すること

（２）スキー場の整備と巡視等の安全対策に関すること

（３） 傷病者の救護・搬送・事故処理に関すること

（４）索道からの旅客救助に関すること

（５）バックカントリー・雪崩・気象に関すること

（資

　　

格）

第６条

　

スキーパトロールは、公認スキーパトロール検定規

　

程に定めた検定会で合格した者に付与され、 全国共通の資

　

格を有する。
（有効期間）

第７条

　

資格の有効期間は、合格年度及び更新年度から２年

　

間とする。

（義

　　

務）

第８条

　

スキーパトロールは、次の各号に掲げる義務を負う。
（１）公認スキーパトロール資格者は、スキーパトロールの

　

使命を完遂するため、資格有効期限内に、公認スキーパ

　　

トロール研修を最低２年に１回受講し、 修了しなければ

　　

ならない。また、その他の関連研修も積極的に受けなけ

　　

‘半からない^

（義

　　

務）

第８条

　

スキーパトロールは、次の各号に掲げる義務を負う

そ“＠と一にる。

（１） 公認スキーパトロール資格者は、スキーパトロールの

　

使命を完遂するため、 資格有効期限内に、公認スキーパ

　　

トロール研修を最低２年に１回受講し、修了しなければ

　

ならない。また、 その他の関連研修も積極的に受けるも



教育本部

　　　　　　　　　　　　

公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正案

　

の する^

（２）スキーパトロールは、加盟団体や所属団体の事業には

　

優先的に参加しなければならない。
（３） スキー場の常勤・非常勤・ボランティアスキーパトロ

　

ールは、スキー場の安全管理・安全指導や救護活動に積

　

極的に関与するものとする。
（４） その他救護活動等への協力を求められた場合、積極的

　　

に関与するもの する

（資格の停止）

第９条

　

スキーパトロールが、 公認スキーパトロール研修会

を２年続けて未修了の場合は、 スキーパトロールの資格を

停止する。 資格停止中の者は、 スキーパトロ」ルとして活

動ができない。
（資格停止の解除）

第 １０ 条

　

スキーパトロ・たつ資格の停止を解除しようとす

　

る者は、公認スキーパトロール研修修了をもって資格の停

止を解除できる。
（資格の喪失）

第１１条

　

スヤ

　

ペトロールで、次に掲げる各号の一つに該当

　　　　　　　

◆＾爪Ｍ‐ ・一より、フキーパトロールの資

　

する場合は、 壇ｒ”ー

　

格を喪失する。
（１） 本連盟会員登録規程第４条の規定により、会員の資格

を喪失したとき

（２） 本連盟の規約に違反し、スキーパトロールとしての体

面を汚すような行為があったとき

（３） 資格の年次登録料を納期までに納入しないとき

（登録料の納期）

第１２条

　

第１条に定めるスキーパトロールは、各種公認・登

録料金一覧表に定める年次登録料を、毎年会員登録料と同

　

時に、所定の期日までに納めるものと字る。
（規程の改廃）

第１３条

　

この規程の改廃は、 教育本部理事会の議決による。

平成２５年７月９日

　

制定

平成２９年７月１５日

　

改正

平成２９年８月２２日

　

改正

令和２年１１月６日

　

改正

（２）スキーパトロールは、加盟団体や所属団体の事業には

　

優先的に参加しなければならない。
（３） スキー場の常勤・非常勤・ボランティアスキーパトロ

　

ールは、スキー場の安全管理・安全指導や救護活動に積

　

極的に関与しなければならない。
（４） その他救護活動等への協力を求められた場合、積極的

　　

に関与．しなけわ‘ヂからない

（資格の停止）

第９条

　

スキーパトロールが、公認スヤ

　

ペトロール研修を

　

２年続けて末修了の場合は、スキーパトロールの資格を停

止する。 資格停止中の者は、スキーパトロールとして活動

ができない。

（資格停止の解除）

第１０条

　

スキーパトロールの資格の停止を解除しようとする

者は、公認スキーパトロール研修修了により資格の停止を

解除できる。
（資格の喪失）

第１１条

　

スキーパトロールで、次に掲げる各号の一つに該当

　

する場合は、スキーパトロールの資格を喪失する。
（１）本連盟会員登録規程第４条の規定により、会員の資格

を喪失したとき

（２）本連盟の規約に違反し、スキーパトロールとしての体

面を汚すような行為があったとき

（３）資格の年次登録料を納期までに納入しないとき

２

　

前項第１号、 第２号については、 畑市会″）決定による。

「研修会」→「研修」

「理事会の決定により」 を

第１項から削り、 第２項に

いれる

（登録料の納期）

第１２条

　

第１条に定めるスキーパトロールは、各種公認・登

録料金一覧表に定める年次登録料を、毎年会員登録料と同

時に、所定の期日までに納める。
（規程の改廃）

第１３条

　

この規程の改廃は、 教育本部理事会の議決による。

平成２５年７月９日

　

制定

平成２９年７月１５日

　

改正

平成２９年８月２２日

　

改正

令和２年１１月６日

　

改正

令和５年７月５日

　

商市



教育本部

　　　　　　　　　　　　

公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正案

令和５年 （２０２３年）７月６日改正

新１日対照表

現

　

行 改

　

正

　

案 備

　

考

　　　　　　　　　　　

６６２

　　　　

公認スノーボ」ド検定員規程

（目

　　

的）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

ハ帽ー畜４冬第１条

　

この規程は、
ハ『７ノ

　

ポー 汀日”日

基づき、公認スノーボード検定員（以下「検定員」という。）

に関し必要な事項を定める。

（任

　　

務）

第２条

　

検定員は、 兇て↓台′デｒ７^ ワ

　

′－デーＬｒｔ昌

」ｒスノーボード普及・発展の基幹となる人材であること

　

を認識し、厳正公平なる判定によって、検定会及びスノー

ボードバッジテストを円滑に運営し、 そ“：」二Ｕか，“

　

～

上五心地辻なければならない。
（検定員の種類）

第３条

　

検定員は、 Ａ級、Ｂ級、 Ｃ級の３種類とし、以下の

とおりとする。
公認スノーボードＡ級検定員（以下「Ａ級検定員」という。）

公認スノーボードＢ級検定員（以下「Ｂ級検定員」という。）

公認スノーボードＣ級検定員（以下「Ｃ級検定員」という。）

（検定の範囲）

第４条

　

Ａ・Ｂ・Ｃ級検定員が、各々検定できる範囲は、次

　

の各号に掲げるとおりとする。
（１） Ａ級検定員

①

　

スノーボード指導員検定会 （養成講習会の講師を含む）

②

　

スノーボード準指導員検定会（養成講習会の講師を含む）

＠

　

スノーボードバッジテスト（事前講習の講師を含む）

＠

　

フリ′

　

．ド

　

ドＡ級検定員検定会

＠

　

コノーヤ

　

ドＢ級検定員検定会

⑥

　

〆 煮」半Ｃ級検楽長検定会

（２）Ｂ級検定員

①

　

スノーボード準指導員検定会（養成講習会の講師を含む）

②

　

スノーボードバッジテスト（事前講習の講師を含む）

＠

　

フノ ーボー ドＤ加・▲÷ニムゑ′；△

′コハ

　　

つ

　

ノ一－Ｙドー ド ′而．^ ↓Ｈｒ^ ↓＾

（３） Ｃ級検定員

　　　　　　　　　　　

５６２

　　　　

公認スノーボード検定員規程

（目

　　

的）

第１条

　

本規程は、公益ハ；－，ム人金Ｈムス

　

Ｌ．…（堺ｒｒ本

三－ という ），ム

　　

」『基づき、 公認スノーボー ド検定

員（以下「検定員」という。）に関しＬ必要な事項を定める。
｛年

　　

度）

第２条

　

▲●

　　

ダ〕＋′＊は、 本‐ふ“の＊議弟６条 ぐ止めた÷※

文言変更

文言追加

文言変更

条番号入換

文言整理

年度８月１日から翌年７月 ３１日までをいう。

（任

　　

務）

第３条

　

検定員は、スノーボードの普及・発展の基幹となる

人材であることを認識し、検定会及びスノーボードバッジ

テストを公正公平に実施しなければならない。
（検定員の種類）

第４条

　

検定員は、Ａ級、Ｂ級、Ｃ級の３種類とし、以下のと

おりとする。
公認スノーボードＡ級検定員（以下「Ａ級検定員」という。）

公認スノーボードＢ級検定員（以下「Ｂ級検定員」という。）

公認スノーボードＣ級検定員（以下「Ｃ級検定員」という。）

（資

　　

格）

第５条

　

Ａ級検定員は、本連盟において検定を行い、Ａ 級検

定昌検定会てＡ格した者に付亨され、 全中”こ ノ賃金を有

する。

２

　

Ｒ２踊輪定員及びＣ級検定員は、加盟団体が開催するスノ

　

ーボー ド△釦桧常ｇ佳作今 （以下 「－Ａ級栓完全１ という。）

に準ずるスノーボードＥ摂桧定菖検定会（以下「Ｂ級検定会」

　

という。）、 スノ

　

ボード（蝦輸た昌鼠な金 （以下 「 ｍＬ^ー、

会－

　

いう

　

て合格した者に付与され、
＾口

有する

（検定の範囲）

第６条

　

Ａ・Ｂ・Ｃ級検定員が、各々検定できる範囲は、次の

各号に掲げるとおりとする。
（１） Ａ級検定員

①

　

スノーボード指導員検定会 （養成講習会の講師を含む）

②

　

スノーボード準指導員検定会（養成講習会の講師を含む）

③

　

Ａ級検定会

④

　

Ｅ級二‘；′

⑤

　

ｒ爆姶発会

＠

　

スノーボードバッジテスト（事前講習の講師を含む）

（２）Ｂ級検定員

①

　

スノーボード準指導員検定会（養成講習会の講師を含む）

②

　

スノーボードバッジテスト（事前講習の講師を含む）

③

　

Ｂ級検定会

④

　

Ｃ級検定会

（３） Ｃ級検定員

①スノーボードバッジテストの内、級別テスト（事前講習の

及・発展の基幹となる人材であること

なる判定によって、検定会及びスノー

①スノーボー ドバッジテストの内、 級別テスト （事前講習の

　

①スノーボー ドバッジテストの内、 級別テスト （事前講習の
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講師を含む）

（実

　

施）

第５条

　

フ，ノ・ ボ・ ド ｛^ｍ：」｛三・二

　

二 急、本連盟の主催・

　

主管で行う。
２

　

エクムキポ半上Ｂ郷娩密日給定全及じハノ・ ボ・ ド（｛可二

　

定員検定会は、本連盟が主催し、加盟団体の主管で行う。
（公

　

認）

第６条

　

Ａ弧姶完爵＋

　

★蒲旧において絵定を行い、会せし

　

た者を公認する。
２

　

Ｂ及びｒ′掴．^ 士員は、 加開閉体の

　

‘

　

ｊ‐るＡｉ燕』ＩＦｇ準

　

ずる始発Ｆ狭いて合格した者を公認、する。
（有効期間）
第７条

　

資格の有効期間は、合格年度及び更新年度から２年

　

間とする。

講師を含む）

（実

　　

施）

第７条

　

Ａ級検定会は、本連盟の主催・主管で行う。
２

　

Ｂ級検定会及びＣ級検定会は、本連盟が主催し、加盟団

　

体の主管で行う。

（有効期間）
第８条

　

資格の有効期間は、合格年度及び更新年度から２年

　

間とする。

（資格の継続）

第９条

　

検定員は、検定員の任務を完遂するため、資格有効

期限内に、 スノーボー ド検定員クリニック （以下 「クリニッ

ク」という。）を最低２年に１回受講し、修了しなければな

らない。

現行規程第６条を改正案第

５条に移動

教育本部資格更新認定事業

一覧表制定に伴う文言変更

「理事会の決定により」 を

第１項から削り、 第２項に

いれる

　　

弔

　　　

’

　

＝ＦＱ

　

ロ

　

マ

　

ロ｛、ト

（資格の継続）

第８条

　

検定員は、検定員の任務を完遂するため、資格有効

期限内に、スノーボード検定員クリニックを最低２年に１回

受講し、修了しなければならない。ただし、！メ：ｍ名 歌こ掲げ

業－菩表に定めるとおりとする

（資格の停止）

第１０条

　

検定員が、クリニックを２年続けて未修了の場合は、
検定員の資格を停止する。
（活動の停止）

第１１条

　

スノーボード指導者資格が停止基建喪失している場

合や、検定員資格が停止している場合は、検定員として活動

ができない。

（資格停止の解除）

第１２条

　

検定員資格の停止解除は、クリニック修了により資

格の停止を解除できる。
（資格の喪失）

第１３条

　

検定員で、次に掲げる各号の一つに該当する者は、
検定員の資格を喪失する。
（１）本連盟会員登録規程第４条の規定により、会員の資格

　

を喪失したとき。
（２） 本連盟の規約に違反し、検定員としての体面を汚すよ

　

うな行為があったとき

（３）資格の年次登録料を納期までに納入しないとき

（４）スノーボード指導員及びスノーボード準指導員の資格

　

を喪失したとき
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●

　　

ノ

　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　

．

　　　　

・

　　

Ｊ

　

し４

　　

、．

　

ｉ、ワ
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ドｎ

　

′－．^

　

）

　　　　

′

　　　　　　　

●

　　　　　　

’
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・．′”－ム

　

（Ｆイ
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一一・
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●
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●
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、ノ

　　　　　　

′▼・

　　　　　

．

　　　　　

，

　　

．′

　

．ｒ

　　　

′

　　

▼

　

，′．

　　　

山人

（資格の停止）

第９条

　

検定員が、‐２′←デ

　

ド．^ ↓日クリニックを２年続

けて未修了の場合は、検定員の資格を停止する。
（活動の停止）

第１０条

　

スノーボード指導者資格が停止している場合、又は

スノーボード指導者誓格を喪失している場合や、ユ≠ 虚

ぷ検定員資格が停止している場合は、検定員として活動がで

きない。
（資格停止の解除）

第１１条

　

検定員資格の停止解除は、スノ

　

ー↑

　

，：二
・三ノ′リ

ニックの修了をもって資格の停止を解除できる。
（資格の喪失）

第１２条

　

検定員で、次に掲げる各号の一つに該当する者は、

山．”

　

－‐礼，しより、決定員の資格を喪失する。
（１）本連盟会員登録規程第４条の規定により、会員の資格

を喪失したとき『

講師を含む）
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うな行為があったとき『

　　　　　　　　　　　　　　　　　

（クリニック）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

数目小向）資格

　

一定事業うな行為があったとき『
（３）資格の年次登録料を納期までに納入しないとき『
（４）スノーボード指導員及びスノーボード準指導員の資格

を喪失したときｒ
（クリニック）
笛ＩＱ冬

　

７

　

′一ギー ド桧衆昌クリニックは、 資質の向上及び

資格の選纏のため、別に定める公認スノーボード検定員クリ

ニック開催基準要項に示された内容により実施する。
（検定会場）
第１４条

　

７′

　

デードＡ級検定員検定会は、スノーボード指

導員検定会において実施することを原則とする。
２

　

フソ′

　

ギ

　

ドＢ′ｍ＝・一＝・人“

　

フ

　

ノ

　　

せ

　

・

呂桧穿△′γ扱いす宙愉ナス

　

ー

　

レも同日－１レナス

　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ノ

　　　　

ｗ

　　

一

　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－′

　　　　

ｗ

　

Ｕ

３

　

リノ

　

デ

　

ドＣ級検楽員検定会は、スノーボード準指導

員検定会又はスノーボードバッジテストにおいて実施する

ことを原則Ｊとする。
４

　

スノ」ボ

　

ドＢ・Ｃｉ云為ｉＦＨ．^ 山 、^． ・ル．”【

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一・

　

コヒＢ′．ｕＭ＝．

公示し、 ーｍｎ

　　

『 トリ行う

（申

　　

請）

第１５条

　

スノ

　

ボー ドＢ・ ‘″▲キロ＆－；△を主管する加盟

団体は、１０月末日までに開催日程・会場乃び尊今季字責任者

並びに主任検定員を本連盟会員登録システムから申請し、承

認を受けなければならない。また、開催日程、会場基塑宴会

予定責任者並びに主任検定員の変更、事業の中止等が生じた

場合は、坪換鈎速やかに変更届、中止届を本連盟に提出しな

ければならない。
ｒ冷完昌、

第１６条

　

Ａ郷姶定昌徐穿△は、木＊頭教育＝：「長かむ（，‐さ

れたＡ′ｍ◆^ 定昌がこれい為升ス

　

槍ｒロ卿”

　

ごＪ^ ”

応じて定める^

（クリニック）

第１４条

　

クリニックは、資質の向上及び資格の更新のため、
別に定める公認スノーボード検定員クリニック開催基準要

項に示された内容により実施する。
（検定会場）

第１５条

　

Ａ級検定会は、スノ」ボード指導員検定会において

実施することを原則とする。
２

　

ｎ‘ｍ＝‘」会、Ｃ級検定会は、スノーボード準指導員検定

会又はスノーボー ドバッジテストにおいて実施することを

原則とする。
３

　

ｎんｎ●’」石、 ｒ‘ｍ●．・公を＋賞する：－；１ｉ‘ん＋

項を主管加盟団体のホームページ等で周知する。
（申

　　

請）

第１６条

　

Ｂ′ｍｒ^ｉＦ会、 Ｃ｛州ｒ^ 会す」↑員Ｊス▲

　　　

ル’＋ １０

月末日までに開催日程Ｌ会場Ｌ責任者及び主任検定員を本連

盟会員登録システムから申請し、承認を受けなければならな

い。また、開催日程、会場」責任者Ｌ主任検定員の変更、事

業の中止等が生じた場合は、速やかに変更届、中止届を本連

盟に提出しなければならない。
（責任者・検定員）

第１７条

　

二 たコ育ｒ言、 平：．

　

…目及（′棚かｇ；：以下のと

おりとする

（１）Ａ級検定会

ｕノーに者は、 本・餅児” －Ｔｉ・歌Ｒ↑円 部長、 又Ｆふ一明の

伽主体焔窟昌Ｚす、 Ａ緋桧定員費÷△がん；”〕小浦”月のスノー

　

ボード専門丞昌の中からｉ巽体し、本道閉教育本部長が委

　

嘱した者

③検定員は、Ａ級検定員資格が有効な本連盟のスノーボー

Ｍ

　

． ＝

　

止輸

　　

一定事

‐覧表に合わせ「継続」→

「更新」

Ｂ 級検定会は、加盟団体に

よってはスノーボー ド準指

導員検定会を実施できてい

ない加盟団体があるため、
スノーボー ドバッジテスト

でも実施可能に変更

文言変更

責任者、主任検定員、検定

員について定める

ド専門委員・スノーボー ド技術員・ナショナルスノーボー

キロ道これにあたる‐３

　

Ｃス爪ｒ^ 穿昌慨一

　

た 夕一の中から選ｆ壬し、本連盟教育本部長が委嘱した者

　　　　　　　　　

ょ打たＡ概▽ばＢ…●●
，」員がこれ÷ ④検定員数は、受検者数に応じて定める。

（２）Ｂ級検定会
『，ロ．ｒｑ．一‐ 爪．ｗ“ｖノ［；・顕白

　　　

…長・スノ ．ゞ

　

ド

　

専門委員‐ 主曾加盟：，：：ル旦．ーへ。・線 も÷● ・
、 又

　　

ｒＪ↑

　　

－のノ批メ門，，

　　　　

昭＾

　

”“”胎／」伯
し

＠ ”Ｔ決定只｛寸、 土・呂″ｕ閣紹鉢戻 “ザ日したＡをニム編む自省

　

格か同ｗー′▲僧

　

＾＝÷員は、 ↓；；…；備′ム一／；ニしたＡｍ．・＊日▽≧ゴ Ｂ

　　

伽”‘Ｌ昌－

　　

／，くふ／，；，テｐ妾

＠．^
－ｒ昌教法、 巻途｛組こγ中１ラて定めろ－

（３）Ｃ趣検定会

　　　　　　

・、．－－

　　

－－

　　

…

　

′・・・ 豆

　

．スノーボ

　

ド

　

Ｕノロ＝℃ｒ伏、，， ＭＵ’棚隅・Ｚ

　

Ｅ叉月・ト

　

専，．ハ－“

　

土・ｇ“ｕ－，＝体長・一１^ 長・数日傘～＝；、 又

　

：：′

　　　

ア，キ～台…司、

　

▲；；◆

　

・▼′ 〆

　

＾ ＝

　

”定員は、 土管●

　　

，：：体艮ご；二したＡ☆賜↓＊自省

　

格が有効な者

，二柚スト員は、 ↓”

　　　

…｝”” 一順した ′^ｍ．^ 定員又はＢ

　　　　

，．目曾ヰ巻か伺彩り休色

命一途元昌峯鴇ュ、 ▽

　　　　　　

謂” ；仙Ｌ，応じ」定める。

（受検資格）
第１８条

　

検定昌の受検客格は、受検年庶の大漁閉会員脊録身

　

元ｉ

　

した右 ぐ、 卿バニｒｏ各号〆

　

．・しなければならない。

あたる。

（受検資格）

第１７条

　

スノーボー ド指導員はＡ・Ｂ・Ｃ級を、 スノーボー

ト＋，□
＝ロリＣ級を警 ↓；①ことか ぐさる ただし、Ａ概を （１）Ａ級検定会
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を有していなければならない。また、受検にあたっては、有

　　　　　　　　　　

（

　　　　　　　　　　　　　

ーしてい′１日永ふスノーボ

　

ト．Ｈ”－買「ｕ・“ｗＮ

　

Ｒ口…ハ

ればえらず‐富者：‘ゞ
′』－ト▽“蜜控ｉ士大している場合什熟、槍

られない。

有効な者

受検する年度の６年度前までにＢ級検定員を取得し資整 文言変更

（検定の内容）→（検定試

験の実施方法と合否判定方

法）

スキーに合わせる

が有効で、スノーボードバッジテストを含む－検定の検定

　

員を３同い′ト歌小、 所扉ｈｎｎ児団体長によって証明された

　

者。 ただし、 ナショナルスノーボー ドデモンストレータ

　

ー又はＳＡＪスノーボー ドデモンストレーターはこの限り

　

ではない。

（２）Ｂ級検定会

　　　　　

Ｌ” ”昌又は功労スノーボ

　

ド；…昌資格のスノー′Ｘ

　　

，．□

　

と、 スノーボー ドＣ “^．・÷昌Ｌ」＝

　

－．・＝

　

」

（３）Ｃ級検定会

スノーボー，

　　

“員‐ スノーボー「：□÷員‐ 災誉スノー

モード濫憎渚呂

　

功労スノーボード指；酋昌のいずれかの資格

き５年雲仰侃し、 かつ‐ 検定 （スノーボー ドバッジテストを

含れ）夢３同じ′：．行い、 谷●

　

”

　

ｒって証明された者ぞな

体邦綿凄なら鴇－「ただし、コ ノーボ－： ノ

　

．

　

，

二・；△｛．γ幸Ｌ＼ 」ソョナルスノーボードデモンストレータ

ー又はｓＡＪスノーボードデモンストレーターに霊顛書きね

た音については、 この限りではない。

３

　

特別な事情がある場合、加盟団体長の推薦により本連盟

が特に認めた者は、受検することができる。
４

　

スノ・ ボ・ ：，

　

昌、ーにひにスノ

　

ボ

　

トン一 婆員に合格

した年度を含め、受検することができる。
５

　

Ｂ・Ｌ；碩二浄呂絵岸△の年度内の受検回数は制限しない。

（受検手続）

第１８条

　

Ｂ綴刃” 楓”ｒ旨柏ｒ‐（を他の加盟団体に委託し

たときは、委託した加盟団体は、委託先の加盟団体に、所属

会員の受検の受け入れを依頼し、あらめがＪ・ｉ二を侍千お←

もβ襲 ≠る。

（検定の内容）

第１９条

　

検定は‐ 次の各号しｒ一ずる実鳥～し

　　

．二行う。

（１） 』二ｒ，

　

ー＝－

　　　　　　　　　　

’
，

Ｈ幣者“～ム’

が有効な者

２

　

特別な事情がある場合、加盟団体長の推薦により本連盟

が特に認めた者は、受検することができる。
３

　

Ｂ加．・’ム及びＣｉ”』÷△！±、 スノーボード指導員塗定

及びスノーボート↑…ｆヌ越生キし公憤した年度を含め、受

検することができる。 ただｔハ

　

雫検中 ．

　

までＦ」，，，ｕ皿

　

等によりＡｆｔが計。口でき ｍｏに限る

４

　

Ｂ‘ｍ” ＝ 及び Ｃ如』 △の年度内の受検回数は制限し

なし、。

（受検手続）

第１９条

　

Ｍｍ＝

　

ｒふ及び・ｉ胸』＊仝を他の加盟団体に委託す

る加盟団体は、事前に委託先の加盟団体に所属会員の受検の

受け入れを依頼し、承諾を得る。
（検かう轍益リズぶん 沖し＾

第２０条

　

ふん一．＝ 幸二フスト及じ ”ｉ７ストから

　

なり、その総合成績から合否判定する。
（１） 実柿テスト

第１６条に示した検定会及びスノーボー ドバッジテストの受ず

　　　　　

， Ｒが

　　　　　　　

、ー▲^

　

▼”

　　

垢・．い

　　　

＝

　　　

’ 、′

　　　

ァ

　　

、、

　　

Ｈ

　　　　　

Ｈ

　　

「【」－

　

．

　　

，

　

．▼

　　　　　　

′

　

ｖｒ′

　

．一」

　

＼

　

リノ

　

ノ

　

、

　　

】－

　　

，

　　　　　　

．

　

ｖ

　　

ｒ

　　　

．

　　　　　

ｒ

　

‐

　

′

　

ス１ＯノンＬ

　

′′式ｒ

　

３１０ノンＬＩヌ・大トＬ

　

Ｌノｆ剥～…率瓶８ｎｏねら

　　

ｅや

　　　

１６

　

、こ′下

　　

こ

　　　

＝ ス

　　

一′・ー

　　

ノ、ツソブス

　　　

又

余目 「

　

▲豆：～）▽ノ品｛逼目

　

ｒ晒日－１３種日） を※ｉ象とし， 第

　

ス１ＯノンＬ

　

′′式ｒ

　

３１０ノンＬＩヌ・大トＬ

　

Ｌノｆ剥～…率瓶８ｎｏねら

　　

ｅや

セ

　

ズ

　

｝

　

しそ′汗

　

＾ずＡ放

　

しナス

　　　　

」

　　

に

　　　

Ｕ

　　　

′

　　　

、

　　

］

　　

．‐４

　　

一′

　　　　

Ｗ

　

ｏ

　

ｒ↑，レデ

　

者’＋

　　　

●

　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　

レ

　

Ｔ

　　　

’］

１７条で示したキ件検定昌持てド検定国の埋占 （慧；油占） に対し

定員検定受検者の採点の的中率 （合否が７０％以上力

テとを原則と中る。

　　　

”▲．^

　

▲

　　　

Ｈ

　

ｉ十

　　　

つＧ肴口

　

÷」；．Ｌーー」・し一←ス

　

′

　　　　　　　　　　　　　　　

「

　

，

　　　　

，Ｉ

　

Ｄ‐、

　　　　　　　　　

，

　　　　

回

　　　　　　　　　　　　　

じ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　

Ｗ

　

０

（２）理論は、日本スノーボード教程、教育本部研修課題ノ・

　

ンドブック、資格検定受検者のために及び規約・規程等

　

禰▲一ｒ”Ｔな＝′夏を内什 し（行い‐ 合灼言＝

　　

”とじγ

　

対して、６００ゑ以 ←夢もって合格とする。

（合格者の手続）

第２０条

　

合格者は、検定会合格日に合格証が付与され、示さ

れた期日までに、 各種公認・登録料金一覧表に定める公認

料・年次登録料及びバッジ代を、本連盟会員登録システムで

決済することにより資格が認定される。また、次年度からの

年次登録料は、他の登録料等と同時に納める。
（結果報告）

第２１条

　

メムーポ岸〒ぶＡ級検定員検定会の主任検定員は、検

定会実施の結果を速やかに検定委員長と本連盟に報告し、出

席・合否結果を、事業終了後２週間以内に、所定の様式によ

り本連盟に提出する。
２

　

スノ

　

ポ

　

ドＢ・ｒＴ姻二としｉ論 」二

　

↓ｒニキ昌は、 検

±３ポイント以内，ｒｗ ふじー” で合格とする。
（２） 理論テスト

櫛－－フストの，Ｊ^ｈ＝

　　

－

　

港占に対して６Ｕ参じ′トレし‐ 出

定受検者のために遊び規約・規程等

　　

▲●

　　

”▲ととし、当該

な＝′夏を内什 し（行い‐ 合灼言＝

　　

”とじ 年度の開催要項で明示する。
（３）総合判定

　

同

　

に｛′書γ決りるズ，Ａフスト及び好一而フストのノ合金 ぐ，

粋合合格とする

（合格者の手続）

第２１条

　

合格者は、検定会合格日に合格証が付与され、示さ

れた期日までに、各種公認・登録料金一覧表に定める公認

料・年次登録料及びバッジ代を、本連盟会員登録システムで

決済することにより資格が認定される。また、次年度からの

年次登録料は、他の登録料等と同時に納める。
（結果報告）

第２２条

　

Ａ級検定会の主任検定員は、検定会実施の結果を速

やかに検定委員長と本連盟に報告し、出席・合否結果を、事

業終了後２週間以内に、所定の様式により本連盟に提出す

る。
２

　　

ｒ

　　

４；羅山‘

　

＼－

　　　　　

～び・皿二ｒ△“↓に決定員は、検定会実施の

結果を、検定責任者を経て、主管加盟団体長に報告する。

ＡＩ
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告する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

は、 事業終了後３週間以内に、 本連盟会員登録システムで、告する。
３

　　

スノ

　　

ボ・

　

ドＢ・Ｃ′…．^ 」ｂ

告責任者は、事業終了後３週間以内に、本連盟会員登録シス

テムで、出席・合否登録を行う。
（規程の改廃）

第２２条

　

この規程の改廃は、教育本部理事会の議決による。
（内規）
第２３条

　

制度成立期間における本規約の取り扱いについて

は、別途、 内規を設ける。

閣リ
ｒ

　

′，．↓；′こｉ＋

　　

′^．：，．ｑ

　

仁ＦＩＩ

　

Ｒ

　

Ｉ

　

口 、ト

令和 ３年 ９月

　

２７日

　

制定

令和 ４年 ７月

　

５日

　

改正

令和５年４月２０日

　

改正

は、事業終了後３週間以内に、本連盟会員登録システムで、
出席・合否登録を行う。
（規程の改廃）

第２３条

　

この規程の改廃は、教育本部理事会の議決による。
（内

　　

規）

箆塾釜

　

制度成立期間における本規約の取り扱いについて

は、別途、内規を設ける。

令和 ３年９月２７日

　

制定、 令和３年１１月１日施行

令和４年７月

　

５日

　

改正

令和 ５年４月

　

２０日

　

改正

令和 ５ 年７月

　

５

　

日

　

叱正

附則の施行日を移動

ＫＵ



教育本部

　　　　　　　　　　　　　

公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正案

令和５年度 第６回教育本部理事会

令和５年 （２０２３年） ７月５日改正

新旧対照表

現

　

行 改

　

正

　

案 備

　

考

　　　　　　　　　　　

５６３

　

公認スノーボード検定員クリニック開催基準要項

１．公認スノーボード検定員規程による公認スノーボード検

定員クリニック （以下「「姶宗昌クリニック」 という。） は、

加盟団体の主管で行う。

２．槍定員クリニックは、地域に関係なく参加する会場を選

ぶことができる。

３． 担当講師は

　

公認スノーボードＡ級検定員の資格を有す

　

る者の中から主管加盟団体長が委嘱する

４，４ｗヰ目クリニ・ソクが悶魁淑口形が人±ロユ、 主管Ｍ日月間伐

　　　　　　　

，、、口′ｉ、フ

　

Ｑ。

５，検鰐定員クリニックを主管する加盟団体は、１０月末日まで

　

に開催期日、 会場及（

　　　

～ハ，↓言、、’しひに・Ｎ

　

師を本連盟へ提出し、承認を受けなければならない。

６， 塗宝旦クリニック年度は、本連盟年度とする。

７．検寝具クリニックは、理論１単位、実技１単位とし、欠

　

単位がある場合は、クリニック修了を認めない。
８． 栓宝旦クリニックは、次の各号に掲げる要領による。
（１）理論

　　

ｒ↑，日→ ワ

　

′」【書＋

　　　

、

．

　

ｈｒ；，
１

　

｝≧。

　　

（戸ラハヱｍふ：．ム金＝＋′．γ元二；－

　

ｇ

　

，

　　

，，

　

．“”二台」ことがてこる。

（２） 実技

　

★^

　　

′ヶ１１

　　

′ゥ
′、技は

　

き 会議メ冴をＨ季，し」一

　

遍・轡”日

　

’曲′Ｋ、１′ｎ斉′

　

’，

　

ｕｒ‘‘

　

Ｔ

　　

る「

　

Ｆ

　　

′＊，１

　

′い

　

・′ｍｉ

　

ｖｎ

　

，

得できる。
（運営能力）

　

①運営スケジュール

　

②斜面選定

　　　　　　　　　　　

５６３

　

公認スノーボード検定員クリニック開催基準要項

１，公認スノーボード検界市貝・三 情９″柚１頂もｒ定める ニス

スノーボー ド検定員クリニック （以下 「クリニック」 とい

う。） は、 公山一－法人全ロホス－▼

　　　

’｛以下 「爪・ｗ“－

いう ） が「 僻し、
；＝

　　　

洋１二ｖノもとに行い 「ｒハ］）

全日本スキー連盟スノーボー ド檎定昌クリニック××会

場」と称する。
２． ÷沼田かＴ，ｘは、 本・里閣の定款第６条で定めた享某ャ序

文言追加

文言追加

担当講師に関する内容を下

記に移動

文言整理

スキーに合わせる

文言整理

スキーに合わせ理論を削る

スキーに合わせる

スキーに合わせる

スキーに合わせる

８月１日から秤年７月３１日までをいう

堂」自由に選ぶことができる。
４． クリニック夢十省Ｊる加限ｒ止｝十

　

Ｂ貝

国体のト

　

ムページ守、

　　

する。

５．クリニックを主管する加盟団体は、１０月末日までに開催

日程、会場、 責任者及び主任講師を本連盟へ提出し、承認

を受けなければならない。また、
ｑ

　

ｏ抽日程、二場、責に音、

　　　　　　　　　　　

晶，中止鷺扇牛ド，Ｌ

　

ｒｂ＾”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，，ｒふ・ 堺ｙマカ・に

変・史′由

　

中ー←届汐ム“

　

－

　

ふし出しなければならない。

６，クリニック年度は、本連盟年度とする。
７． クリニックは、 責任名立会し、のもしごこ、 汝のα号ｒブ坦‘ず

る おり；需帯する^

（１）クリニックの言打者は、，…
、．－－

　

一ｉ

　　

Ｍ

　

▲－＝ ・ Ｅ

　　　　　　　　　　　　　　

Ａ・…””″．欄顕

　

．数日

　

↑

教育本部専門委員、 主管加閣団体長・副会岳・教育本部理

事、 又”ｍ－口“の教育ふ…団ふ△｛ご網 た者

；；したスノーボー ド－^
‘ｍｒ．，Ｌ昌ハ，－“

　

，．…ｒ日

（３） クリニックは１単位とし、 実技での宰祢汐盾則しすろ

て４） １単付の…

　　

罰な２一，…番 とし、 欠単位がある

場合は、クリニック修了を認めない。
８． クリニックは、次の各号に掲げる要領による。
（１）実技（運営能力）

　

①運営スケジュール

　

②斜面選定

　

⑧傷害防止対策

　

④その他運営に関すること

｛２） 窒姑 （判岸舘７１・

　

視覚による評価の実施 （映像資料の利用を含む）

９．÷；』班員，錆ふ ノクリニ・ソク

　　　

」相当するｅラーニング汐

方甫臨Ａムヤ教材として 嘉し、ＳＮＳ 等を利用し、 袷岸相常

　

廿‘隼

等の解誉↑ての他立…．ｈ●

　

－・ーｉず７）。 クリニック；↓”占‘』

参加前にｅラーニングを視聴する。

②斜面選定



教育本部

　　　　　　　　　　　　

公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正案

　

③傷害防止対策

　

④その他運営に関すること

（判定能力）

　

視覚による評価の実施 （映像資料の利用を含む）

９． 検定員クリニック参加希望者は、１‘

　

ルリ＊める申法

　　　　　　　

．一二人目ｏじれコンステムを通し申；ス７・を行

　　

＾

　　　　

健ｖ、、，↑

　

うこととする。
１０．検韻定斐をクリニックを主管する加盟団体の報告責任者は、

事業終了後３週間以内に、 本連盟会員登録システムで出席

登録を行わなければならない。
１１， 栓宝且クリニック参加料は、各種公認・登録等料金一覧

表に定める研修会参加料とする。
１２． この要項の改廃は、 教育本部理事会の議決による。

醐

　　　　　　

Ｌ÷

　

Ｖノ′′】．－－１、

　　　

ＩＪ

　

′．”Ｕ

　　

ｉ

　

▲▲ノＪ

　　

▲

　　

Ｈ

　

′ゾ

　　

・ノ”風

　

．Ｊ７

　　

ｙｏ

令和 ３年 ９月２７日

　

制定

１０， クリニックの参加希望者は、 開二」”・『′示された期日ま

でに

　

本連盟会員登録システムで、 土ｉＪｉ…
」“＝＝に申し込

む。

１１．クリニックを主管する加盟団体の報告責任者は、事業終

了後３週間以内に、本連盟会員登録システムで、 出席登録

を行う。
１２．クリニック参加料は、各種公認・登録等料金一覧表に定

める研修会参加料とする。
１３， この要項の改廃は、教育本部理事会の議決による。

令和３年９月２７日

　

制定、 令和３年１１月１ロ縮行

令和５年７月

　

５日

　　

改正

附則の施行田ま丁記；」；】



　　　　　　

５６４
教育本部資格更新認定事業一覧表

１，この規程は、各種資格規程に基づき、事業ごとに資格更新対象となる内容を定める。
２、この規程の改廃は、教育本部理事会の議決による。

封惨

綴聡脚鰍触繊莱梱獅奨
Ｌれ一一

ー

「－一ご▲

－
▲一 研修修了と認定する資格

ス
キ
ー
指
導
者
資
格

ス
キ
ー
検
定
員
資
格

ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
指
導
者
資
格

ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
検
定
員
資
格

パ
ト
ロ
ー
ル
資
格

ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
指
導
員
資
格

ク
ロ

　

ス
カ
ン
ト
リ
ー
枝
定
員
貴
枯

事業名 員役 繍滋限 受講者受検者 膿 受講者受検省役員受議者受検者 員役 鰯受検者限 隻識者受検者 員役 受講者受検者

スキー指導者研修会 ｏ ｏ ｏ

　

ハＺ スノーボード指導者研修会 ｏ ｏ ｏ

　

Ｘ^ｖ
スキ一パトロール研修会 ｏ ｏ ｏ ｏ ｏ ｏ

　

４１ クロスカントリースキ一指導員研修会 ｏ ０ ｏ

　

ー０ スヤ

　

”●一^．・ ｏ ｏ

　　

ＲＵ スノーボード検定員クリニック ｏ ｏ

　　

７′ クロスカントリースキー検定員クリニック ｏ ｏ

　　

ＯＤ スキー指導員検定会 ｏ ○
村 ｏ

　　

＝^》 スノーボード指導員検定会 ｏ Ｏ
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